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 ① 各推進事業の取組状況                                  

第４次プランでは、７つの目標の下に合計 187 の推進事業を掲げています。そのうち再掲している事業は 23 事

業あり、延べ推進事業は 210 事業となっています。 

また、推進事業の取組状況については、毎年度、各施策・事業の担当課にて内部評価（点検・評価）を行い、

推進しています。 

令和４年度の各施策・事業の担当課の年度ごとの自己評価をみると、評価 A「計画に基づいて事業を実施し、

施策の方向性の観点から、十分な効果があった（または目標を大きく上回った）」が 29.5%、評価 B「計画に基づい

て事業を実施し、施策の方向性の観点から、一定の効果があった（または目標を概ね達成できた）」が 63.8％とな

り、評価 A、評価 B を合わせた割合は 93.3%となっています（図表 48）。 

 

図表 48 令和 4 年度の取組状況（総括） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ② 全庁共通事業の取組状況                             

第４次プランにおいては、全庁的に取り組む共通事業を５事業掲げており、毎年度取組状況を把握して推進し

ています。 

●第４次プランにおいて全庁的に取り組む共通事業 

 

 

 

 

 

 

１ 男女共同参画の視点に立った広報・出版物の作成（事業番号 43） 

２ 審議会等委員への女性の登用促進（事業番号 46） 

３ 審議会等委員の市民公募の実施（事業番号 47） 

４ 職務・職場の固定的性別役割分担意識の見直しの推進（事業番号 86） 

５ 被害者及びその関係者に関する情報の保護（事業番号 173） 

１．令和４年度の取組について 

Ａ：計画に基づいて事業を実施し、施策の方向性の観点から、十

分な効果があった（または目標を大きく上回った） 

Ｂ：計画に基づいて事業を実施し、施策の方向性の観点から、一

定の効果があった（または目標を概ね達成できた） 

Ｃ：計画に基づいて事業を実施したが、施策の方向性の観点か

ら、あまり効果がなかった 

（または目標の達成には課題が残った） 

Ｄ：計画に基づいて事業を実施したが、施策の方向性の観点か

ら、ほとんど効果がなかった。 

（またはほとんど目標を達成できなかった） 

Ｅ：事業を予定どおり実施しなかった 

－：その他（未実施、効果測定不能 、事業終了 など） 

※ここでの計画とは、「第４次さいたま市男女共同参画のまちづく

りプラン」のことを指します。 

A B C D E ―

7 21 0 0 0 0
25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 16 0 1 0 0
19.0% 76.2% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0%

2 7 0 0 0 0
22.2% 77.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 23 2 1 0 2
24.3% 62.2% 5.4% 2.7% 0.0% 5.4%

2 15 1 1 0 0
10.5% 78.9% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0%

17 34 1 0 2 0
31.5% 63.0% 1.9% 0.0% 3.7% 0.0%

21 18 2 0 0 1
50.0% 42.9% 4.8% 0.0% 0.0% 2.4%

62 134 6 3 2 3

29.5% 63.8% 2.9% 1.4% 1.0% 1.4%

目標Ⅶ

全体

目標Ⅰ

目標Ⅱ

目標Ⅲ

目標Ⅳ

目標Ⅴ

目標Ⅵ
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全庁的に取り組む共通事業 １ 

 

事業番号 43 男女共同参画の視点に立った広報・出版物の作成 

 【施策内容】  

人権尊重・男女共同参画の視点に留意し、広報・出版物を作成します。 

  【令和４年度の状況】 

庁内全課(対象 431 課)に、広報物等の作成状況及び男女共同参画の視点に立った広報・出版物の作成

にあたっての５項目を点検するとともに、作成にあたって注意していること、広報等の作成についての考え方

等を設問しました。 

令和４年度に広報物・出版物を作成した課は 191 課で、年間平均 5.06 種類を作成しています。 

また、作成時に留意している男女共同参画の視点は、下表のとおりとなっています（図表 49）。 

 

図表 49 事業番号 43 の令和 4 年度の取組状況（集計結果） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：十分できている（90％以上）  Ｂ：概ねできている（70％以上）  
Ｃ：できている面もあるが不十分である（50％程度）  Ｄ：（あまり）できていない（50％未満）  

 

該当のあった課191／調査対象課431 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 非該当

１　男女いずれかに偏った表現にならないようにしているか 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

２　性別によりイメージを固定化した表現にならないようにしているか 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

３　男女を対等な関係で描いているか 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

４　男女で異なった表現、性別による特有な表現を使わないようにしているか 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

５　女性を安易にアイキャッチャーとして起用しないようにしているか 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

（人権政策・男女共同参画課） 
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全庁的に取り組む共通事業 ２ 

 

事業番号 46 審議会等委員への女性の登用促進 

【施策内容】  

男女が対等なパートナーとして政策・方針などの決定に参画できるよう審議会等委員への女性登用を促

進します。「さいたま市審議会等委員への女性の登用促進に関する要綱」に基づき、委員の選任の際、目

標値（42％）を下回る所管課と事前協議を実施するほか、毎年、全審議会等の登用計画書の作成を行いま

す。また、男女共同参画推進本部を中心に全庁的な取組を図ります。 

  【令和４年度の状況】 

審議会等における女性委員の割合は、令和４年度末は34.9％で、令和３年度末と比べ、0.5 ポイント下回

りました（図表 50）。目標に対する進捗率は約 83.1％となっています。 

161 の審議会等内訳別では、要綱等に基づくものの女性委員割合が 38.4％と最も高く、続いて条例に基

づくものが 37.2％、法律等により必置のものが 29.6％となっています（図表 51）。 

女性委員の割合別内訳では、目標値 42％を達成している審議会等数が 75 となっており、86 の審議会

等が未達成となっています（図表 52）。 

 

図表 50 審議会等における女性委員の割合 

 

 

 

図表 51 審議会等数内訳 

 

 

 

 

図表 52 女性委員の割合別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人権政策・男女共同参画課） 

（人権政策・男女共同参画課） 

（人権政策・男女共同参画課） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末

35.6% 35.4% 34.4% 34.9%

審議会等数
うち女性委員を
含む審議会等数

委員総数 女性委員数 女性委員割合

法律等により
必置のもの

26 24 754 人 223 人 29.6%

条例に
基づくもの

85 85 896 人 333 人 37.2%

要綱等に
基づくもの

50 49 544 人 209 人 38.4%

合計 161 158 2,194 人 765 人 34.9%

女性委員の割合 0％ ～10％ ～20％ ～30％
～42％
未満

42％
以上

合計

令和４年度
審議会等数

3 4 22 24 33 75 161

86
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全庁的に取り組む共通事業 ３ 

 

事業番号 47 審議会等委員の市民公募の実施 

【施策内容】  

審議会等委員の男女割合の格差を積極的に是正するため、市民公募を実施し、女性の市政参画を促

進します。 

   【令和４年度の状況】 

161 の審議会等の中で、市民公募を実施している審議会等は 42 で、全体の 26.1％となっております。

また、市民公募委員 105 人のうち、女性委員は 47 人で、割合は 44.8％となっています（図表 53、54）。 

 

図表 53 令和４年度末の審議会等における市民公募の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

図表 54 審議会等の市民公募委員における女性委員数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人権政策・男女共同参画課） 

 

（人権政策・男女共同参画課） 

市民公募
を実施している
審議会等数

市民公募
委員数

うち女性委員数
公募委員の

女性委員割合

法律等により
必置のもの

4 17 5 29.4%

条例に
基づくもの

27 66 30 45.5%

要綱等に
基づくもの

11 22 12 54.5%

合計 42 105 47 44.8%

54人

44人
47人

46.3％
44.8％

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

40.0％

50.0％

60.0％

0人

20人

40人

60人

80人

100人

平成

18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和

元

2 3 4

（年度）

女性委員数

女性委員割合
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全庁的に取り組む共通事業 ４ 

 

事業番号 86 職務・職場の固定的性別役割分担意識の見直しの推進 

【施策内容】  

職員研修の開催、男女共同参画職員ハンドブックの配布などにより、職務・職場における固定的な性別

役割分担意識の見直しを促進します。 

  【令和４年度の状況】 

庁内全課(対象431課)に、職務・職場の固定的性別役割分担についての９項目の点検を設問しました。９ 

項目のうち８項目については、女性がいない等で非該当と回答した課を除き、ほとんどの課で A（十分で

きている）と回答しています（図表55）。 

 

 

図表 55 事業番号 86 の令和４年度の取組状況（集計結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：十分できている（90％以上）  Ｂ：概ねできている（70％以上）  
Ｃ：できている面もあるが不十分である（50％程度）  Ｄ：（あまり）できていない（50％未満）  

 

調査対象課431 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 非該当

１　主導的役割について、性別を固定せず男女の隔たりなく行われているか 86.5% 0.2% 0.0% 0.0% 13.2%

２　補助的業務について、性別を固定せず男女双方隔たりなく行われているか 86.3% 0.5% 0.0% 0.0% 13.2%

３　資料のコピーや雑用などは、男女の区別なく行われているか 86.5% 0.2% 0.0% 0.0% 13.2%

４　育児休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間休暇などが取りやすい環境になっ
　　ていると思うか

92.8% 2.6% 0.5% 0.0% 4.2%

５　職場での会話や個別の出来事への対応について、性差別を意識せず、
　　職務に専念で きる環境になっていると思うか

88.4% 0.2% 0.0% 0.0% 11.4%

６　男女を問わず、個々の能力が発揮されていると思うか 86.8% 0.5% 0.0% 0.0% 12.8%

７　男女を問わず、会議や研修に参加できる環境になっているか 87.0% 0.2% 0.0% 0.0% 12.8%

８　課内で、各担当の業務予定や問題点等について共通認識を持つため、
　　性別や年代に関わらず、意見交換・調整の場があるか

93.7% 0.9% 0.0% 0.0% 5.3%

９　日常業務で「さいたま市職員の男女共同参画ハンドブック」を活用しているか 50.1% 38.7% 5.8% 5.3% 0.0%

（人権政策・男女共同参画課） 
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全庁的に取り組む共通事業 ５ 

 

事業番号 173 被害者及びその関係者に関する情報の保護 

【施策内容】  

ＤＶ被害者の情報を保護するため、住民基本台帳の閲覧等の制限を行います。また、被害者の安全の

確保のため、被害者支援に関わる関係機関などに対し、被害者及びその関係者に関する情報管理を徹底

します。 

  【令和４年度の状況】 

   庁内全課(対象 431 課)に、ＤＶ被害者及びその関係者に関する情報管理の徹底について設問しました。

該当のあった課は 206 課で、Ａ（できている）と回答した課が 201 課、Ｂ（できているが課題もある）と回答した

課が５となっています（図表 56）。 

    

 

図表 56 事業番号 173 の令和４年度の取組状況（集計結果） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（人権政策・男女共同参画課） 

Ａ　できている
B　できているが
　　課題もある

C　できていない

201 5 0

該当のあった課206／調査対象431

40



 ③ 数値目標の進捗状況                               

 

男女共同参画社会の実現にむけて、第４次プランから新たに64事業（69項目）に数値目標を設定して取り組ん

でおり、毎年度取組状況を把握しています。 

進捗状況は以下のとおりで、目標を達成している事業は 28 事業（30 項目）、達成率は事業ベースで 43.8％と

なっています（図表 57）。 

図表 57 64 事業（69 項目）の数値目標の進捗状況 

数値目標対象事業 目標達成事業 達成率 

64 28 43.8％ 

 

 

 

 

 

図表 58 ６4 事業（69 項目）の数値目標の実績値（令和 4 年度） 

 

 

5,600 部 5,400 5,800

（29年度末） － （令和5年度）

94.8 % 97.1 96

（29年度末） － （令和5年度）

14 回 15 14

（29年度末） － （令和5年度）

98 % 93.9 100

（29年度末） － （令和5年度）

３回／年度 － 7回 ３回以上／年度

（29年度） － （令和5年度）

34 冊 40 40

（29年度末） － （令和5年度）

－ 団体 － 5

（29年度末）
令和2年度
協議会解散

（令和5年度）

12 回 13回／年度 15回／年度

（29年度末） － （令和5年度）

98 % 93.9 100

（29年度末） － （令和5年度）

15,000 冊 15,000 15,000

（29年度） － （令和5年度）

89.1 % 89.8 94.8

（29年度末） － （令和5年度）

人権政策・男女共同参画課

所管課

1 Ⅰ 1
人権についての啓発パ ンフ
レット作成・配布

啓発冊子・パンフレット
の作成・配布数

単位
R４年度
実績

(通算)

達成期限の
目標値

（達成期限）
No 目標

事業
番号

事業名 指標項目 現状値
（H30調査時点）

人権政策・男女共同参画課

人権政策・男女共同参画課

3 Ⅰ 3 人権問題に関する情報の提供
人権相談及び人権啓発に
関する情報の市報への掲
載回数

2 Ⅰ 2 人権セミナ－・講座等の開催
人権啓発講演会のアンケ－トにお

ける、人権問題についての関心や
理解が深まった少し深まった割合

人権政策・男女共同参画課

人権政策・男女共同参画課

5 Ⅰ
13

再Ⅲ
地域活動における男女共同
参画の啓発

啓発活動実施回数

4 Ⅰ
7

再Ⅱ
男女用同参画に関する講座・
講演会の開催

講座等受講者の満足度

人権政策・男女共同参画課

資料サ－ビス課

7 Ⅰ 23
男女共同参画推進団体の活動
への支援

協議会の新規加盟団体数

6 Ⅰ 14 図書館資料情報の提供
男女共同参画コ－ナ－に
受入を行った１年間あた
りの本の冊数

人権政策・男女共同参画課

－ Ⅱ
7

再Ⅰ
男女用同参画に関する講座・
講演会の開催

講座等受講者の満足度

8 Ⅰ 25 相談事業の充実
相談に携わる職員の研修
等の開催回数

子育て支援課
（子育て支援政策課）

9 Ⅱ 36 父子手帖の発行及び配布
父子手帖の発行及び
配布数

人権政策・男女共同参画課

生涯学習振興課10 Ⅱ 40
さいたま市中学生職場体験事
業「未来(みら)くるワ－ク体
験」

仕事をすることは人の役
に立つことだと思うと回
答した生徒の割合

※複数の指標項目をもつ事業においては指標項目の１つでも達成していた場合、目標達成事業に数えている。 

※目標達成期限未到来のものについては、令和 4 年度の実績を目標値と比較した際の達成状況。 
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79.8 % 83.7 83.4

（29年度） － （令和2年度）

76.2 % － 90

（29年度末） － （令和5年度）

36.1 % 34.9 42.0

（29年度末） － （令和5年度）

2 件 3 0

（29年度末） － （令和5年度）

未調査 － 15.0 20％以上

（28年度末） － （令和5年度）

一般行政職11.2 % 11.6 一般行政職 14.0

（平成29年4月1日時点） － （令和3年4月1日時点）

教職員10.8 % 教職員19.1 教職員 12.0

（平成29年4月1日時点） － （令和3年4月1日時点）

消防職  4.3 % 12.0% 消防職 14.0

（28年度末） 10.2% （令和2年度末）

企業職12.7 % 16.4 企業職16.2

（平成29年4月1日時点） －
（令和6年4月1日時

点）

３回／年度 － 7回 ３回以上／年度

（29年度） － （令和5年度）

87.4 % 92.7 90

（29年度末） － （令和5年度末）

２事業者 － 0 ３事業者／年度

（30年度） － （令和5年度）

10 社 － 25社／年度

（29年度）
令和３年度
事業廃止

（30年度～令和2年度）

12.1 % 61.8 13

（29年度） － （令和2年度）

62,719 人 3,185人

（29年度末）
平成30年度～

令和4年度累計

26,028人

923 回 602 980

（29年度末） － （令和2年度末）

4 か所 22 8

（29年度末） － （令和2年度末）

－ － 55% 指標の設定

（29年度末） － （令和2年度末）

7,824 人 8,519 8,481

（29年度末） － （令和2年度）

78.3 % 81.5% 80％以上

（29年度末） － （令和5年度）

所管課単位
R４年度
実績

(通算)

達成期限の
目標値

（達成期限）
No 目標

事業
番号

事業名 指標項目 現状値
（H30調査時点）

生涯学習総合センタ－11 Ⅱ 41
親の学習、家庭教育学級等の
実施

親の学習事業の男性参加
者の中で満足と回答した
割合

人権政策・男女共同参画課

全庁

教育研究所

13 Ⅲ 46
審議会等委員への女性の登用
促進

審議会等における女性
委員の割合

12 Ⅱ 45 情報モラル教育の推進
学校非公式サイト等監視業務
における児童生徒による不適
切な書き込みの削除率

総務課
全庁

人権政策・男女共同参画課

全庁

15 Ⅲ 47
審議会等委員の市民公募の
実施

公募委員登用可能な審議
会等の公募委員登用率

14 Ⅲ 46
審議会等委員への女性の登用
促進

女性のいない審議会等
の数

教職員人事課

人事課

17 Ⅲ 49
女性教職員の管理職への登用
促進

管理職女性登用率

16 Ⅲ 48
女性職員の管理職への登用
促進

管理職女性登用率

水道総務課

消防職員課

19 Ⅲ 51 市の女性職員の職域拡大
企業職の女性職員の配置
割合

18 Ⅲ 50 市の女性職員の職域拡大
消防職の女性職員の採用
割合（4年間総採用者数）

人権政策・男女共同参画課

21 Ⅳ
58

再Ⅴ
積極的な取組を行っている事
業者への表彰制度の実施

表彰事業者数

人権政策・男女共同参画課

20 Ⅳ 55
仕事と生活の調和（ワ－ク・
ライフ・バランス）に関する
講座の開催

ワ－ク・ライフ・バラン
スの必要性を意識した受
講生の割合

－ Ⅲ
13

再Ⅰ
地域活動における男女共同
参画の啓発

啓発活動実施回数

経済政策課

人権政策・男女共同参画課

22 Ⅳ 59
「ＣＳＲチェックリスト」の
活用による意識啓発

ＣＳＲチャレンジ企業認
証企業数

人事課

24 Ⅳ 65 認知症サポ－タ－養成事業 認知症サポ－タ－養成数
今後3年間で
24,600人養成

23 Ⅳ
63

再Ⅳ
育児休業・介護休暇取得の
促進

男性の育児休業取得率
※教職員除く

いきいき長寿推進課

26 Ⅳ 66
介護者サロン・カフェの充実
（介護者支援体制充実事業）

②介護者カフェの実施
か所数

25 Ⅳ 66
介護者サロン・カフェの充実
（介護者支援体制充実事業）

①介護者サロンの実施
回数

いきいき長寿推進課

28 Ⅳ 67
介護保険関連施設等の整備
促進

施設の定員

いきいき長寿推進課

いきいき長寿推進課

27 Ⅳ 66
介護者サロン・カフェの充実
（介護者支援体制充実事業）

③地域包括支援センタ－
の認知度

地域保健支援課

介護保険課

29 Ⅳ 70 育児学級の開催 育児不安軽減者の割合
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６（毎年度契約） 施設 6施設 毎年度６施設と契約

（29年度末） － （令和5年度）

10 カ所 10 10

（29年度末） － （令和5年度）

50,000 部 50,000 50,000

（29年度末） － （令和5年度）

1 回 1 1

（29年度末） － （令和5年度）

100 % 100 100

（29年度末） － （令和5年度）

9 施設 0 12

（平成30年4月1日） 11 （令和2年度）

315 人 0 0

（平成30年4月1日） － （令和2年度）

なし 園 2 35

（29年度末） 48 （令和2年度）

96.6 % 97.3 100

（平成30年4月1日） － （令和5年度）

２事業者 － 0 ３事業者／年度

（30年度） － （令和5年度）

9,156 人 10,543 9,600

（29年度末） － （令和2年度）

9 件 － 50

（29年度末） －
    （29年度
     ～令和2年度累計）

7 件 － 39

（29年度末） －
　  （29年度
　　 ～令和2年度累計）

10人／年度 － 4人／年度 10人／年度

（29年度末） － （令和5年度）

643 人 40 600

（29年度） － （令和2年度）

28 人 0 30

（29年度末） － （令和5年度）

9 件 － 50

（29年度末） －
　  （29年度
　　 ～令和2年度累計）

7 件 － 39

（29年度末） －
　  （29年度
　　 ～令和2年度累計）

5 回 1 6

（29年度） － （令和5年度）

9,300 人 8,908 12,000

（29年度） － （令和5年度）

所管課単位
R４年度
実績

(通算)

達成期限の
目標値

（達成期限）
No 目標

事業
番号

事業名 指標項目 現状値
（H30調査時点）

30 Ⅳ 73 子どもショ－トステイ事業 契約施設数

子育て支援課
（子育て支援政策課）

32 Ⅳ 76 子育て情報の提供
子育て応援ブックの
発行数

31 Ⅳ 75
子育て支援拠点施設整備・
運営事業

単独型施設数

子ども家庭支援課
（子ども家庭総合セ

ンタ－総務課）

34 Ⅳ
79

再Ⅵ
ふれあい親子支援事業

自分の気持ちを話せる
母親の割合

子育て支援課
（子育て支援政策課）

子育て支援課
（子育て支援政策課）

33 Ⅳ 77
子育て支援ネットワ－クの
充実

ネットワ－ク会議の開催
回数

のびのび安心子育て課

36 Ⅳ 82 認可保育所等の拡充 保育所等利用待機児童数

地域保健支援課

35 Ⅳ 81 病児保育室の拡充 病児保育室施設数

幼児・放課後児童課
（幼児政策課）

38 Ⅳ 84 放課後児童健全育成事業
利用ニ－ズに対する入所
者の割合

37 Ⅳ 83
私立幼稚園預かり保育事業の
充実

子育て支援型幼稚園の認
定園数

のびのび安心子育て課

39 Ⅴ 93 女性の再就職支援
ワ－クステ－ションさいたま
におけるワンストップ就職支
援サ－ビス利用者数

人権政策・男女共同参画課

幼児・放課後児童課
（青少年育成課）

－ Ⅴ
58

再Ⅳ
積極的な取組を行っている事
業者への表彰制度の実施

表彰事業者数

経済政策課

41 Ⅴ
97

再Ⅵ
女性と若者の創業支援事業 若者創業件数

労働政策課

40 Ⅴ
97

再Ⅵ
女性と若者の創業支援事業 女性創業件数

農業政策課

43 Ⅴ 101 早期起業家教育事業の実施
早期起業家教育事業参加
者数

42 Ⅴ 99 女性農業者の育成
地場産農産物料理講習会
への講師派遣人数

経済政策課

－ Ⅵ
97

再Ⅴ
女性と若者の創業支援事業 女性創業件数

子育て支援課
（子育て支援政策課）

労働政策課

44 Ⅵ 102
ひとり親家庭の生活安定と
自立支援

ひとり親家庭等介護職員
初任者研修の参加者数

経済政策課

45 Ⅵ 104
さいたま市子ども・若者支援
ネットワ－ク

さいたま市子ども・若者
支援ネットワ－ク開催
回数

経済政策課

－ Ⅵ
97

再Ⅴ
女性と若者の創業支援事業 若者創業件数

子ども政策課
（青少年育成課）

46 Ⅵ 105
さいたま市若者自立支援
ル－ム

若者自立支援ル－ムの年
間延べ利用者数

子ども政策課
（青少年育成課）

男
女
共
同
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画
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117 人 143 130

（28年度末） － （令和2年度）

4 件 29 4

（29年度） － （令和5年度）

43 地区 50 49

（29年度末） － （令和2年度）

% 98.3 90

－ （令和5年度）

161 回 480 300

（29年度末） － （令和2年度末）

4,830 人 2,701 5,100

（29年度末） － （令和2年度）

875 件 207 835

（29年度） - （令和5年度）

5,086 人 4,738 5,500

（29年度末） － （令和4年度）

1,422 人 136人増 150人増

（29年度末）
638人増

（平成30年度～

令和4年度累計）

（平成30年度～令和2年
度累計）

61 校 62 62

（24年度末） － （令和5年度）

100 % 100 100

（29年度末） － （令和5年度）

乳がん検診24.4％

子宮頸がん検診29.9%

平均受診率28.9%
%

乳がん検診19.7％

子宮頸がん検診26.8%

平均受診率23.9%

がん検診の平均
受診率　40％

（29年度） － （令和5年度）

80 % 94 80

（29年度末） － （令和5年度）

100 － 98.4 80

（29年度末） － （令和5年度）

91.8 % 92.6 97

（29年度末） － （令和元年度）

74 人 12 140

(H30年4月1日現在） 102 （令和5年度）

中学校2校
高等学校4校

－
中学校3校

高等学校3校
中学校16校
高等学校4校

（29年度） － （令和5年度）

市立全167校 － 市立全168校 市立全168校

（29年度） － （令和5年度）

0 件 0 0

（29年度） － （令和5年度）

１回／年度 － １回／年度 １回／年度

（29年度末） － （令和5年度）

所管課単位
R４年度
実績

(通算)

達成期限の
目標値

（達成期限）
No 目標

事業
番号

事業名 指標項目 現状値
（H30調査時点）

47 Ⅵ 106 ニ－トの就労機会の創出
地域若者サポ－トステ－
ションさいたまにおける
就職等進路決定者数

49 Ⅵ 111 高齢者の見守り活動の支援
見守り活動を行う地区社
会福祉協議会数

高齢福祉課

労働政策課

48 Ⅵ 108 居住環境の整備
居宅改善費補助金申請
件数

福祉総務課

51 Ⅵ 116 一般介護予防事業
リハビリテ－ション専門
職の派遣回数

アンケ－ト未実施

高齢福祉課

50 Ⅵ 113
だれもが住みよい福祉のまち
づくり推進事業

モデル地区推進事業参加
者アンケ－トによる
理解度

高齢福祉課

いきいき長寿推進課

52 Ⅵ 117
生きがい活動事業の充実
（アクティブチケット交付
事業）

アクティブチケット新規
交付者数

高齢福祉課

高齢福祉課

54 Ⅵ 120 シルバ－人材センタ－の充実
シルバ－人材センタ－会
員数

53 Ⅵ 119 シルバ－バンクの充実 マッチング成功数

健康教育課

障害政策課

56 Ⅵ 139
薬物・喫煙・飲酒に関する健
康教育の推進

市立中・中等教育・高等
学校における薬物乱用防
止教室開催数

55 Ⅵ 122
障害福祉サ－ビス事業所など
の充実

障害福祉サ－ビス事業所
等（生活介護）の整備
人数

地域保健支援課

地域保健支援課

57 Ⅵ 143
乳がん・子宮がん等の検診の
実施

がん検診の平均受診率

－ Ⅵ
79

再Ⅳ
ふれあい親子支援事業

自分の気持ちを話せる
母親の割合

こころの健康センタ－

こころの健康センタ－

59 Ⅵ 146 子どもの精神保健相談室
支援者研修参加者のアン
ケ－トによる理解度

58 Ⅵ 145 精神保健福祉に関する講演会
参加者のアンケ－トによ
る満足度

消防団活躍推進室

防災課

61 Ⅵ 149 女性消防団員の入団促進 女性消防団員数

60 Ⅵ 148 自主防災活動の推進 自主防災組織の結成率

教職員人事課

人権教育推進室

63 Ⅶ 159 学校現場等における防止体制 ①校内研修の実施校数

62 Ⅶ 155
若年層（生徒）における未然
防止啓発の推進

中・高等学校教職員を対
象とするデ－トＤＶ防止
研修の参加校数

人事課

教職員人事課

65 Ⅶ 160
市役所におけるハラスメント
防止体制

ハラスメント防止のため
の研修の実施回数

64 Ⅶ 159 学校現場等における防止体制
②苦情及び相談に係る問
題の未解決件数
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10,958 件 7,113 11,560

（29年末） － （令和2年）

870灯／年 － 541灯 800灯／年

（29年度末） － （令和2年度）

13 回 13 13

（28年度末） － （令和5年度）

28 人 0 30

（29年度末） － （令和5年度）

６施設
（毎年度契約）

－ ６施設 毎年度６施設と契約

（29年度末） － （令和5年度）

所管課 局名単位
R４年度
実績

(通算)

達成期限の
目標値

（達成期限）
No 目標

事業
番号

事業名 指標項目 現状値
（H30調査時点）

市民生活安全課 市民局

市民生活安全課 市民局

67 Ⅶ 162
道路照明施設（公衆街路灯）
の設置及び維持管理

道路照明施設（公衆街路
灯）設置数

66 Ⅶ 161 地域と連携した防犯の推進 刑法犯認知件数

人権政策・男女共同参画課 市民局

69 Ⅶ
179
再Ⅶ

自立に向けた支援
ひとり親家庭等介護職員
初任者研修の参加者数

68 Ⅶ 166 相談体制の強化と周知 人権相談の実施回数

子ども家庭支援課
（子ども家庭総合セ

ンタ－総務課）
子ども未来局－ Ⅶ

73
再掲Ⅳ

子どもショ－トステイ事業 契約施設数

子育て支援課
（子育て支援政策課）

子ども未来局

男
女
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55
仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）推進事業

男女共同参画推進センターおよび事業所な
どにおいて、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）が図られるように、に関する
講座、講演会を開催します。
【数値目標】
「ワーク・ライフ・バランスの必要性を意識し
た受講生の割合」
　87.4%（平成29年度）
→90%（令和5年度）

市内事業者へ、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）に関する出
前講座を実施した。
講座後のアンケートでワーク・ライフ・
バランスの必要性を認知した人の割合
は88.7％となった。
・令和〇年〇月〇日
　〇〇〇株式会社
　受講者数　〇名
　テーマ　　〇〇〇〇

事業者側の研修の趣旨を伺い
つつ、事業所の方々へのワー
ク・ライフ・バランスに関する意
識啓発を行うことで、多様な働
き方などへの認識が深まり、
ワーク・ライフ・バランスに向け
たさまざまな取り組みの推進に
つなげられるような内容の講
座を実施した。

事業
番号

推進事業 事業内容 R1年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

２．目標別推進事業の実施状況及び内部評価

内部評価の見方

※「第４次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」上では、平成31年度以降の目標達成期限等についても、計画策定時点での年号である

「平成」を使用し表記しておりますが、本年次報告書上では、「令和」を使用した表記に改めています。

（例）平成35年度→令和５年度
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55
仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）推進事業

男女共同参画推進センターおよび事業所な
どにおいて、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）が図られるように、に関する
講座、講演会を開催します。
【数値目標】
「ワーク・ライフ・バランスの必要性を意識し
た受講生の割合」
　87.4%（平成29年度）
→90%（令和5年度）

市内事業者へ、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）に関する出
前講座を実施した。
講座後のアンケートでワーク・ライフ・
バランスの必要性を認知した人の割合
は88.7％となった。
・令和〇年〇月〇日
　〇〇〇株式会社
　受講者数　〇名
　テーマ　　〇〇〇〇

事業者側の研修の趣旨を伺い
つつ、事業所の方々へのワー
ク・ライフ・バランスに関する意
識啓発を行うことで、多様な働
き方などへの認識が深まり、
ワーク・ライフ・バランスに向け
たさまざまな取り組みの推進に
つなげられるような内容の講
座を実施した。

事業
番号

推進事業 事業内容 R1年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

２．目標別推進事業の実施状況及び内部評価

内部評価の見方

※「第４次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」上では、平成31年度以降の目標達成期限等についても、計画策定時点での年号である

「平成」を使用し表記しておりますが、本年次報告書上では、「令和」を使用した表記に改めています。

（例）平成35年度→令和５年度

年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

〇 R1 B

R2

R3

R4

R5

20

講座後のアンケートでワーク・
ライフ・バランスの必要性を認
知した人の割合が88.7％と
なったことから、ワーク・ライ
フ・バランスについて考える契
機となり、実践に繋げる機会と
なった。

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課
数値

目標NO.

ワーク・ライフ・バランスの必要
性を認知した人の割合は、前
年度の●％から増加したもの
の、目標値に満たないため、さ
らに認知度を向上させる必要
がある。

ワーク・ライフ・バランスの必要
性の認知度が向上し、事業所
等で実践されるよう、アンケー
トで希望の多かったテーマとす
るなど内容を検討しつつ、今
後も引き続き、講座や講演会
を開催する。

人権政策・
男女共同参画課

Ａ：計画に基づいて事業を実施し、施策の方向性の観点から、十分な効果があった（または目標を大きく上回った）

Ｂ：計画に基づいて事業を実施し、施策の方向性の観点から、一定の効果があった（または目標を概ね達成できた）

Ｃ：計画に基づいて事業を実施したが、施策の方向性の観点から、あまり効果がなかった（または目標の達成には課題が残った）

Ｄ：計画に基づいて事業を実施したが、施策の方向性の観点から、ほとんど効果がなかった（またはほとんど目標を達成できなかった）

Ｅ：事業を予定どおり実施しなかった

－：その他（未実施、効果測定不能、事業終了など）

※ここでの計画とは、「第４次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」のことを指します。

①５か年で測るもの ②単年度で測るもの

◎・目標値を上回った X≧20％ X≧100％

〇・概ね目標値どおり 20％＞X≧0％ 100％＞X≧80％

△・目標値を下回った ０％＞X 80％＞X

①は「累計値÷達成期限までの年数×経過年数」を目標値とした上で評価

目標指標の達成度の考え方
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目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

「私たちの人権」については、
同和問題に特化した内容で
あったが、女性の人権等も触
れるように改編した。

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

1
人権についての啓発パンフ
レット作成・配布

様々な人権問題の解決のため、同和問
題、女性・子ども・障害のある人・高齢
者・外国人などの人権問題について理解
を図るための資料を作成します。

【数値目標】
「啓発冊子・パンフレットの作成・配布
数」
5,600部（平成29年度末）
→5,800部（令和５年度）

人権問題への理解を深めるための資
料を作成。

「啓発冊子・パンフレットの作成・配布
数」5,400部
・人権啓発冊子「私たちの人権」3,000
冊
・人権啓発冊子「子どもと人権」2,400冊

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

①
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
啓
発

１
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
啓
発
と
調
査
・
研
究

5
職員ハンドブックによる
啓発

男女共同参画の視点を持って業務にあた
るための指針として、職員ハンドブック
を作成・配布します。

全職員が常時閲覧できるよう、職員用
情報システムに職員ハンドブックの
データを保存し、全庁掲示板によりハン
ドブックの周知を行った。

職員ハンドブックの周知を図る
ため、新規採用職員向けのe-
ラーニング研修の資料とした。

4
Ⅵに
再掲

性の多様性への理解の
促進

自分の性別に違和を感じる人々や同性
愛、両性愛といった異性愛以外の性的指
向を持つ人など、性の多様性についての
理解を促進するための講座などを実施し
ます。

・「第2回パートナーシップさいたまフェ
スタ」（オンライン開催）において、「Ⅰ
Am Here-私たちはともに生きている-」
をテーマに基調講演を実施した。

・性の多様性への理解促進をテーマと
する出前講座を５回実施した。

・職員の性的少数者への理解が促進さ
れるよう、性的少数者への配慮促進
メッセージを入れた職員名札を着用す
るよう職員用情報システムで全庁的に
周知を図った。

・「多様な性を知る講座」と題し、専門家
の講師による市民向けオンライン講義
を２回実施した。

マッチングファンド事業「まず大人が知
ろう！自分らしく生きていくための性の
知識」（NPO法人にじの絲との協働）に
て、性の多様性への理解の促進に関す
る講座を実施した。
第２回「性の多様性編」
講師：中島潤

より多くの方に向け、性の多様
性への理解促進を図ることが
出来るよう、主催講座に加え、
教育委員会・事業者・団体との
連携して講座等を行った。

2
人権セミナー・講座等の
開催

市民の人権尊重意識の普及・高揚を図る
ため、市民に対して人権問題の講演会を
開催します。

【数値目標】
『人権啓発講演会のアンケートにおけ
る、人権問題についての関心や理解が
「深まった」「少し深まった」割合』
94.8％（平成29年度末）
→96％（令和５年度）

R4.12.9～R5.1.13に人権啓発講演会を
開催。

・アンケート結果
人権問題についての関心や理解が「深
まった」「やや深まった」97.1％

講演テーマの選定にあたり、
男女の偏りがないよう配慮し
た。

3
人権問題に関する情報の
提供

差別を許さない市民運動強調月間・週
間、人権相談の実施など人権問題に関す
る情報を市報などに掲載し、市民の理解
と認識を深めるとともに、人権問題の解
決を図ります。

【数値目標】
「人権相談及び人権啓発に関する情報の
市報への掲載回数」
14回（平成29年度末）
→14回（令和５年度）

市報に人権問題に関する情報を掲載。

・掲載回数15回

・コロナに関する差別についての記事1
回（４月）
・差別・偏見についての記事2回（8、12
月）
・無料相談（人権相談）記事12回（毎
月）

掲載にあたり、内容、表現など
に男女の偏りがないよう意識し
た。

目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

48



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

○ R1 B

△ R2 B

△ R3 B

△ R4 B

○ R1 B

○ R2 A

○ R3 A

◎ R4 A

◎ R1 A

△ R2 B

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

所管課

1

数値目標は若干下回ったもの
の、必要と考えられる冊子を予
算の範囲内で必要数作成する
ことができたため。

数値
目標NO.

記事掲載にあたり、ジェンダー
平等に配慮する必要がある。

ジェンダー平等の観点が欠如
したものとなっていないか、原
稿内容を入念にチェックする。

人権政策・
男女共同参画課

「私たちの人権」は、従来は同
和問題に特化した内容であっ
たが、人権全般について触れ
る内容に改編した。この中の
「女性の人権」の項でジェン
ダー平等について触れてお
り、今後も毎年度内容を必要
に応じて更新していく。

「私たちの人権」は、従来は同
和問題に特化した内容であっ
たが、人権全般について触れ
る内容に改編した。この中の
「女性の人権」の項でジェン
ダー平等について触れてお
り、今後も毎年度内容を必要
に応じて更新していく。

人権政策・
男女共同参画課

2

最終目標値を達成したため。

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

e-ラーニング研修のアンケート
で職員から意見のあった事項
について、記載内容や実施方
法を検討する必要がある。

男女共同参画に関する国・県
や社会の動向に注視するとと
もに、職員からの意見を踏ま
え、内容の追加・更新を行って
いく。 人権政策・

男女共同参画課

事業実施にあたり、ジェンダー
平等に配慮する必要がある。

ジェンダー平等の観点が欠如
したものとなっていないか、プ
ログラム内容を入念にチェック
する。

人権政策・
男女共同参画課

性の多様性への理解促進テー
マとする出前講座では理解度
（平均値）が99.2％と、高い値
であった。

様々な年齢、立場の方が、性
の多様性への理解を深めるこ
とが出来るよう、多様な手法に
よる継続的な取組を実施する
とともに、取組内容について発
信していく。

全ての人が生きやすい社会を
実現するため、今後も講座や
研修をはじめ、多様な手法に
よる取組を継続していく。

人権政策・
男女共同参画課

新規採用職員向けのe-ラーニ
ング研修の資料としたり、全庁
掲示板等で全職員へのハンド
ブックの周知を行うことで男女
共同参画に関する基礎知識を
習得する機会とすることができ
たため。

3

最終目標値を達成したため。
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目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

①
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
啓
発

１
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
啓
発
と
調
査
・
研
究

6
Ⅱに
再掲

学校における人権教育の
推進

様々な人権問題を解決しようとする児童
生徒を育成するとともに、教職員の更な
る人権意識の高揚を図ります。このた
め、校内人権教育研修会・講演会の支
援、人権標語・人権作文の募集及び表
彰、さらに実践事例集や人権文集、人権
ニュースの作成等に取り組みます。

学校における人権教育は全教育活動
を通して行われることから、管理職をは
じめ、キャリア段階に応じた人権教育研
修会を実施した。また、市立学校にお
いて、校内人権教育研修会・講演会を
積極的に実施できるよう、講師の紹介、
謝金補助等の支援を行った。
人権啓発資料としては、研究指定校の
実践例や授業にそのまま活用できる人
権課題別学習指導案等を掲載した「ほ
ほえみ～新人権教育実践事例集～」を
作成し、全ての教職員に配布した。ま
た、小学校第１学年の保護者へ児童虐
待防止啓発リーフレットを作成、配布し
た。
人権標語・作文については、市立小・
中・中等教育学校児童生徒に対し募集
を行い、最優秀作品受賞者を表彰し、
優秀作品を掲載した人権文集や人権
標語短冊を作成、配布した。
【実績】
・人権教育研修会…5回
・校内人権教育研修会・講演会
　　　　　　　　　　…30校、27回
・人権標語・作文の募集と表彰
　標語…92,768作品
　作文…70,657作品の応募
　最優秀作品表彰式
　　　日時：令和4年11月27日（日）
　　　場所：教育研究所
　　　対象：最優秀賞受賞者17名
　
・ほほえみ（新人権教育実践事例集）
　　　　　　　　　　　　　　　…4,000部
・人権教育ニュース第49・50号
　　　　　　　　　　　　　　　…各2,000部
・人権文集　　　　　　　　…4,100部
・人権標語短冊　　　　　…6,450部
・デートＤＶ防止啓発リーフレット
　　　　　　　　　　　　　   …15,000部
・児童虐待防止啓発リーフレット
                           …13,000部

人権教育啓発資料作成の際
には、男女それぞれの委員の
意見を尊重した。また、男女を
はじめ、性に関する研修会・講
演会の積極的な開催を支援し
た。
「ほほえみ～新人権教育実践
事例集～」に掲載されている、
性的指向・性自認に関する人
権を取り扱った指導案の紹介・
広報を各研修会で行った。

目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

新型コロナウイルスの感染拡
大による影響を受けたが、開
催方法を変更するなど、工夫
して実施することができた。人
権教育主任を対象とした研修
会では、性的マイノリティの当
事者を招聘した講演会の開催
を行った。性に関する校内研
修会（講演会）は11校11回で
あった。
啓発資料の配布にあたって
は、説明しながら活用方法を
示すなど、より効果的に活用し
てもらえるよう工夫した。

各学校における校内人権教育
研修会・講演会の更なる実施
が必要である。また、児童生徒
が授業等で学んだ知識等と家
庭や地域社会において固定的
な性別役割分担に日常的に触
れる現状の間に乖離がある。

人権教育研修会において、市
立学校校内人権教育研修会・
講演会の実施例等の紹介を行
い、積極的な実施を促してい
く。関係部局と連携し男女共同
参画の意義や重要性を、家庭
や地域に幅広く発信していく必
要がある。

人権教育推進室
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目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

１
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
啓
発
と
調
査
・
研
究

②
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
意
識
の
啓
発

7
Ⅱに
再掲

男女共同参画に関する
講座・講演会の開催

男女共同参画に関する講座・講演会を開
催します。

【数値目標】
「講座等受講者の満足度」
98％（平成29年度末）
→100％（令和５年度末）

男女共同参画推進センターにおける講
座、講演会の他、大学・学校において
出前講座を実施した。
・講座開催数　63回
・講座等受講者数　5,403人
・講座等受講者の満足度　93.9％
・講座等受講者の理解度　96.7％
講座内容の概要を「報告」として男女共
同参画推進センターのＨＰに掲載した。

第４次男女共同参画のまちづ
くりプランの重点事項に係る講
座を企画し、センター利用者等
を構成員とする事業検討会議
で意見を伺っている。コロナ禍
においても、継続的に講座等
を実施するため、主にオンライ
ンで開催した。講座の内容の
理解度についてもアンケート項
目の１つとしている。また、講
座内容の充実を図るため。講
師とも受講者感想文を共有し
た。

8
Ⅱに
再掲

男女共同参画に関する各種
資料・情報の提供

男女共同参画に関する各種資料や情報の
収集・提供を行います。

男女共同参画推進センターにおいて、
男女共同参画に関する各種資料や情
報の収集、提供を行った。
　図書2,546冊、情報誌３誌、
　ビデオ123作品、貸出点数110点

また、男女共同参画推進センターが実
施する講座等の案内や報告、相談事
業のお知らせ等を掲載する広報誌「鐘
の音」を発行し、市内公共施設等に配
架、HP掲載、SNSによる周知を実施し
た。（年２回、10月号・３月号、各42,000
部）

令和4年度さいたま市男女共同参画推
進センター公募型共催事業の１つとし
て、「さいたま市女性学研究会（ゆい）」
さんと協働で、当センターの図書等の
紹介をする図書情報紙「ゆい」（夏号・
冬号）を発行し、センターに配架すると
ともに、ＨＰで周知した。

男女共同参画の課題解決に
資する資料をセンター内で検
討、選定し、情報提供を行っ
た。また、情報・資料コーナー
にはビデオ視聴スペースを設
置している。

広報誌等の発行にあたり、市
民から公募した広報誌編集員
との協働により、誌面を作成し
た。発行にあたっては、男女共
同参画社会情報誌「You&Me
～夢～」と合わせて作成・配布
を行った。

9 職員研修等の実施
職員の男女共同参画に関する知識を深
め、意識の啓発を図るため、職員研修な
どを実施します。

各所属の職員約400名を対象に動画配
信システムを使用し、男女共同参画職
員研修を実施した。
・日程：８月23日～８月31日
・参加人数：390名（アンケート回答者
数）
・講義：「政策・方針決定過程への女性
の参画について」
・アンケート結果
「研修内容についての理解度」99.0％
「施策の実施にあたり男女共同参画の
視点が必要であることの理解度」99.0％

昨今の社会情勢等を踏まえ、
男女共同参画に関する理解が
深まるようなテーマを選定し、
研修の題材とした。
ここ数年、審議会等委員の女
性の登用が伸び悩んでいる状
況を踏まえ、職員に女性が政
策・方針決定に参画することの
意義を認識してもらえるよう
テーマを選定した。

10 男女共同参画週間の周知

男女共同参画社会基本法の制定にちなん
で全国的に実施される男女共同参画週間
の周知のため、記念講演会の開催、広
報、ホームページにおける啓発などを行
います。

ホームページ、メールマガジン、SNS、
催事情報等を活用し、周知を行った。
また、男女共同参画週間記念事業とし
て、オンライン講座を配信した。
・日程：６月１日～６月29日
・講師、テーマ、再生回数
能條桃子、「モヤモヤを行動に！若者
から日本社会を変えていく」、106回

SNSを活用し周知を行い、広く
周知した。

目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 A

R3 A

R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

講座のテーマに関する理解を
深めるため、関連する図書をリ
スト化し、講座等受講者へ配
布したことにより、講座受講後
の資料貸出利用を促し、貸出
利用に繋がったことから評価を
「B」とした。

計28名から申し込みがあり、ア
ンケートでは、「理解した」「よく
理解した」の合計が、93.3%と高
い数値となったことから、自己
評価を「B」とした。

4

講座の満足度、理解度ともに
昨年度より若干低下したもの
の、講座実施数、受講者数、と
もに昨年度を大幅に上回った
ため、自己評価「B」とした。

講座受講者の満足度や理解
度が向上するよう、講座内容
を検討していく必要がある。

講座の実施方法については、
オンラインと会場での両方のメ
リット・デメリットを考慮し、検討
しながら実施していく。
講座内容についても、より幅広
い市民に効果的な啓発が出来
るよう、検討していく。

人権政策・
男女共同参画課

情報資料の一層の充実を図る
とともに、講座等にて引き続き
周知する。また、新型コロナウ
イルス感染症拡大状況に留意
しつつ、ビデオ視聴スペースの
利用を促進する。

人権政策・
男女共同参画課

感染症拡大防止の観点から、
動画配信システムを使用し、
各職場で受講することとした。
「研修内容について理解でき
た」99.0%、「施策の実施にあた
り男女共同参画の視点が必要
であることの理解度」99.0％と
高い数値となったことから、自
己評価を「A」とした。

受講後のアンケートで、「講義
で現状については理解するこ
とができたが、どのような改善
策があるのか具体例を提示し
てもらえるとよいと思う」という
意見があったため、実際の取
組事例などを含めた内容とな
るよう企画する必要がある。

今後も多くの職員に男女共同
参画に関する内容に興味を
持ってもらえるよう、受講後の
アンケートの意見を踏まえ、業
務において実践しやすい内容
を盛り込むとともに、実施方法
等についても検討する。

人権政策・
男女共同参画課

情報資料をより多くの人に利
用してもらうため、効果的に周
知していく必要がある。

オンライン講座の公開のみに
とどまったため、視聴者へ講師
への質問の機会が与えられな
かった。

男女共同参画社会の実現に
ついて考える契機となるよう、
今後も様々な媒体を活用し、
周知を行い、時機に応じた講
演を実施していく。

人権政策・
男女共同参画課

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
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組

第
２
部
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目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

③
各
種
調
査
・
研
究

の
実
施

１
人
権
尊
重
・
男
女
平
等
意
識
の
啓
発
と
調
査
・
研
究

②
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
意
識
の
啓
発

11
男女共同参画に関する法令
の周知

女子差別撤廃条約、男女共同参画社会基
本法、ＤＶ防止法、男女雇用機会均等法
など、男女共同参画に関する法令及び男
女共同参画社会基本法の理念を踏まえて
制定した、「さいたま市男女共同参画の
まちづくり条例」等の周知を行います。

男女共同参画に関する法令及び「さい
たま市男女共同参画のまちづくり条例」
を基に、職員向けハンドブックを作成
し、庁内掲示板に掲載し、全職員に向
けハンドブックの周知を行った。
また、国の男女共同参画関連の法改正
等について情報誌や市ホームページ上
で周知した。

男女共同参画に関する法改正
等について、情報誌や市ホー
ムページ上で周知を行った。

12
Ⅱに
再掲

広報誌等による情報提供
及び啓発

男女共同参画社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ
～夢～」、男女共同参画推進センター広
報誌「鐘の音」、市報、ホームページな
どに男女共同参画に関する情報を掲載し
ます。

市民の男女共同参画に関する意識を
啓発するため、市民から公募された「鐘
の音」編集員と協働で、男女共同参画
社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ～夢～」、男女
共同参画推進センターが実施する講
座・相談業務の案内等を掲載する広報
誌「鐘の音」を年２回（10月・３月）発行
した。10月号・３月号ともに市内公共施
設、医療機関等への配布を行い、市
ホームページに掲載した。「You＆Me～
夢～」は、「ブックシェルフ埼玉」に電子
書籍として記事をデータで掲載した。

情報誌「You＆Me～夢～」の特
集のテーマについて時流に
沿った情報や市民の方の意見
等を踏まえ検討し、内容および
寄稿依頼先の選定を行った。

13
Ⅲに
再掲

地域活動における男女共同
参画の啓発

地域活動や交流の場を利用して男女共同
参画の啓発活動を行います。

【数値目標】
「啓発活動実施回数」
３回／年度（平成29年度）
→３回以上／年度（令和５年度）

地域のイベント等で、男女共同参画に
関する情報誌等の配布や男女共同参
画に関するクイズの活用による啓発を
実施した。
【実施回数】７回／年度

男女共同参画に関するクイズ
動画のオンラインでの配信等
のほか、イベント等での男女共
同参画に関するクイズ冊子
や、男女共同参画社会情報誌
「You＆Me～夢～」等の配布に
よる啓発を行った。

14 図書館資料情報の提供

中央図書館内「市民活動支援コーナー」
に「男女共同参画コーナー」を設け、
ジェンダーや女性論、家族や結婚・離婚
に関する本などを収集し、情報の提供を
行います。

【数値目標】
「男女共同参画コーナーに受入を行った
１年間あたりの本の冊数」
34冊（平成29年度末）
→40冊（令和5年度）

R４年度に受入した資料のうち「男女共
同参画コーナー」へ配置した資料は、４
０冊であった。

男女共同参画をテーマにした
内容の資料を意識的に選定し
た。

15 市民意識調査の実施
市民の意識や実態を把握し、今後の男女
共同参画施策の推進に向けた基礎資料と
するため、市民意識調査を実施します。

令和３年度に実施した「男女共同参画
に関する市民意識調査」の結果につい
て、「次期さいたま市男女共同参画基
本計画」の策定に関する提言書の作成
のための基礎資料として、諮問機関で
あるさいたま市男女共同参画推進協議
会へ提供した。また、「令和４年度版男
女共同参画年次報告書」に基礎資料と
して調査の結果を掲載し、男女共同参
画をとりまく状況の説明に活用した。。

市民意識調査の結果だけでな
く、国等が実施する調査の結
果についても提言書や年次報
告書を作成するうえでの基礎
資料とし、データが充実するよ
う努めた。

目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

△ R2 C

◎ R3 A

◎ R4 A

◎ R1 A

△ R2 B

◎ R3 A

○ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

ハンドブックを全職員へ周知
し、男女共同参画に関する基
礎知識の習得の機会とするこ
とができた。
国の男女共同参画関連の法
改正等について情報誌や市
ホームページ上で周知した。

男女共同参画に関する法令に
ついて、適宜情報発信していく
必要がある。

男女共同参画に関する法令に
ついては、男女共同参画推進
に係る国・県の動向を踏まえ、
適宜情報発信していくととも
に、関連するテーマの研修や
講座等の際にも発信していく。

人権政策・
男女共同参画課

市内公共施設や市内医療機
関、市内各駅等に配置を行
い、市ホームページや各区役
所のタッチパネル式多言語型
デジタルサイネージに掲載した
が、情報誌「You＆Me～夢
～」、広報誌「鐘の音」の市民
意識調査における認知度は２
割程度であったため、より効果
的な周知方法等について検討
する必要がある。

市民に男女共同参画に対する
興味を持つ契機となるよう、今
後も社会情勢を鑑みたテーマ
を選定するとともに、各種講座
やイベント、ＳＮＳ等の多様な
ツールを活用し、効果的に周
知していく。

人権政策・
男女共同参画課

5

男女共同参画に関するクイズ
動画のオンラインでの配信、イ
ベント等での男女共同参画に
関するクイズ冊子や、男女共
同参画社会情報誌「You＆Me
～夢～」等の配布など、複数
の手法により啓発を行い、啓
発活動の実施回数が目標値を
上回ったため、自己評価を「A」
とした。

市民等へ広く男女共同参画の
必要性や意義を広めるため、
引き続き、オンラインでのイベ
ント、会場で実施されるイベン
ト双方で啓発を行っていく必要
がある。

男女共同参画の効果的な啓
発のため、参加するイベントや
啓発方法の検討を引き続き
行っていく必要がある。

人権政策・
男女共同参画課

男女共同参画社会情報誌
「You＆Me～夢～」について、
多くの市民に興味を持ってもら
えるよう特集のテーマをタイム
リーな話題を選定し、ジェン
ダー平等と少子化対策（10月
号）、ジェンダー平等と防災（３
月号）を取り上げた。

男女共同参画をテーマにした
出版物が増える傾向にある
分、内容にも幅が出てきてお
り、コーナーに配置するのに相
応しい内容か迷うものが増え
た。

資料の充実に努めるとともに
コーナーに配置する資料の見
直しも検討する。

中央図書館
資料サービス課

提言書や男女共同参画年次
報告書を作成するうえでの基
礎資料として、市民意識調査
の結果を効果的に活用するこ
とができたため。

引き続き、市民意識調査の結
果を効果的に活用し、男女共
同参画施策の推進に反映させ
ていく必要がある。

「次期さいたま市男女共同参
画基本計画」の策定（令和５年
度）の際に引き続き市民意識
調査の結果を活用し、今後の
市の男女共同参画施策の推
進に反映させていく必要があ
る。 人権政策・

男女共同参画課

6

数値目標を達成しているた
め。
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目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

２
男
女
平
等
の
国
際
的
規
範
・
基
準
の
取
り
入
れ
と
周
知

16
国際社会への理解を深める
イベント・講座等の開催

市民を対象に国際友好フェアや日本語ス
ピーチ大会を開催します。
※「（公社）さいたま観光国際協会」実
施事業

・国際友好フェア
※新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止。過去の開催内容やボランティ
アの活動動画を作成しオンライン等で
紹介。

・国際ふれあいフェア

・外国人日本語スピーチ大会

チラシやＨＰなどで周知する
際、男女双方のイラストや写真
を使用するよう配慮している。

17
ＮＰＯ／ＮＧＯとの
協力・連携

ＮＰＯ・ＮＧＯ団体と協力・連携し、市
民が参加できるイベントなどを開催しま
す。

・わくわくグローバルフェスタ2023
※オンラインと会場参加のハイブリッド
方式で実施

チラシやＨＰなどで周知する
際、男女双方のイラストや写真
を使用するよう配慮している。

18 外国人市民委員会の開催
市内在住外国人市民の市政への参加推進
や諸問題ついて話し合い、要望や意見を
まとめ、市長に提言を行います。

・第５期さいたま市外国人市民委員会
活動状況
　・第１回委員会　令和４年８月１日
　・第２回委員会　令和４年12月27日
　・第３回委員会　令和５年３月20日

委員の選定にあたり、男女比
率を考慮している。

19
世界の女性の問題に関する
情報提供・学習機会の提供

世界の女性を取り巻く問題や現状を知る
ための情報収集・提供、学習機会の提供
を行います。

図書等の各種資料を収集し、男女共同
参画推進センターにおいて情報提供を
行った。
また、主催講座「世界の女性とつながる
講座」（全２回）を実施し、世界の女性の
問題に関する情報提供・学習機会の提
供とした。
・日程：１月12日～22日、２月２日～２月
12日
・講師：梁・永山聡子氏
・申込者数：50名
・視聴回数：計228回

新型コロナウイルス感染症対
策の観点から、オンラインによ
る講義を実施。

20
国際理解・平和に関する講
座の開催

国際理解・平和に関する講座を開催しま
す。

国際理解を推進するための講座を公民
館において実施した。

男女それぞれが参加しやすい
ように企画した。

21 国際理解講座の開催

海外の習慣や文化などの違いについて理
解を深めるための講座を開催します。
※「（公社）さいたま観光国際協会」実
施事業

世界各国の魅力、歴史、文化などを学
ぶミニ講座を開催。

チラシやＨＰなどで周知する
際、男女双方のイラストや写真
を使用するよう配慮している。

①
国
際
理
解
・
交
流
活
動
の
推
進

②
国
際
社
会
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る

情
報
提
供
と
学
習
機
会
の
充
実
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

R1 B

R2 E

R3 B

R4 B

R1 －

R2 E

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 A

R3 A

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 E

R3 B

R4 B

イベントの効果的な周知が課
題である。

事業は継続開催により広く認
識されてきており、多くの参加
があるが、外国人市民の参加
も促進する。

観光国際課

新型コロナウイルス感染症の
影響により、新型コロナウイル
ス感染防止策を講じてオンライ
ン等でハイブリッド開催したた
め。

イベントの効果的な周知が課
題である。

国際交流団体との連携強化を
図ることで、在住外国人と市民
の交流を活性化させ、相互理
解を促進する。

観光国際課

新型コロナウイルス感染症の
影響により、新型コロナウイル
ス感染防止策を講じて開催。
また、中止にしたイベントにつ
いても、オンライン等で活動を
紹介したため。

男女問わず委員からの積極的
な意見交換が行われた。

公募委員の確保及びそのため
の募集に関する効果的な周知
が課題である。

委員会での意見提案を受け、
国際化推進市政に反映させる
必要がある。

観光国際課

受講後のアンケートで、満足
度71.4%、理解度64.3％となっ
た。ともに100％であった前年
度と比べると下がったものの、
回答者の半数を超える効果が
出ているため、自己評価を「B」
とした。

講座の開催をはじめ、様々な
手法で、より多くの人に情報提
供していく必要がある。

世界の女性の問題に触れる講
座を開催するとともに、より多く
の人に情報提供していく。

人権政策・
男女共同参画課

国際理解を推進するための講
座を公民館において実施した
ため。

講座内容等について、より充
実した内容となるよう検討して
いく。

今後も継続して国際理解を深
める内容となるよう検討し、実
施する。

生涯学習総合センター

新型コロナウイルス感染症の
影響により、新型コロナウイル
ス感染防止策を講じて開催。
また、対面開催できなかった講
座についても、オンラインを活
用し動画配信したため。

イベントの効果的な周知が課
題である。

多文化共生の推進に資する内
容であり、且つ多くの市民に参
加してもらえるテーマの選定。

観光国際課

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅰ

5756



目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

22 苦情処理制度の充実

男女共同参画に関する施策又は男女共同
参画のまちづくりの推進に影響があると
認められる施策に対する苦情の申出を処
理する制度について、広く市民などが利
用できるよう周知を図るとともに、苦情
の申出に対して適切かつ迅速に処理しま
す。

苦情処理制度の周知を図るため、ホー
ムページへの掲載のほか、市報や男女
共同参画社会情報誌「You&Me～夢～」
に掲載した。
日頃からの男女共同参画の視点を持っ
た施策の推進および、苦情の申出に対
する迅速・適切な対応のため、職員に
向けに、男女共同参画ハンドブックによ
る啓発のほか、職員研修や男女共同
参画推進本部会議において、男女共同
参画に関する内容を扱い、啓発を行っ
た。
申出：０件

日頃からの男女共同参画の視
点を持った施策の推進およ
び、苦情の申出に対する迅
速・適切な対応のため、職員
に向けに、男女共同参画ハン
ドブックによる啓発のほか、職
員研修や男女共同参画推進
本部会議において、男女共同
参画に関する内容を扱い、啓
発を行った。

23
男女共同参画推進団体の活
動への支援

男女共同参画推進団体で組織される協議
会が企画・運営する「女・男フェスタさ
いたま」の開催を支援します。また、団
体に対し、男女共同参画に関する情報の
提供を行います。

【数値目標】
「協議会の新規加盟団体数」
→５団体（令和５年度末）

さいたま市が主催となり。「第2回パート
ナーシップさいたまフェスタ」をオンライ
ン開催した。
開催日：１月24日～2月23日
テーマ：「ジェンダー平等を実現しよう」
内容：基調講演、公募による出展団体
プログラム、令和４年度オンライン講座
プレイバック、男女共同参画に関する
取組紹介
参加者：305名

【数値目標】
協議会の新規加盟団体数
目標　平成35年度末（令和5度末)
　　　　5団体
実績　令和2年度末　1団体
        （達成率20％）
→協議会は令和2年度末をもって解散
した。令和3年度より、さいたま市が主
催となり、さいたま市と市民・団体・事業
者・学校関係者との有機的ネットワーク
醸成の場として、「パートナーシップさい
たまフェスタ」を開催している。

広く市民に対して、ジェンダー
平等・男女共同参画に関する
啓発や理解促進を図る場とし
て、また、さいたま市と市民・団
体・事業者との有機的ネット
ワーク醸成の場として、「第2回
パートナーシップさいたまフェ
スタ」を開催した。

24 事業者等との連携
事業者等と連携し、男女共同参画の推進
に資する取組を実施します。

・さいたま市女性の活躍を推進する議
員連絡会、さいたまイクボス共同宣言
事業者と連携し、「女性の知恵で社会を
デザインする講座」をオンラインで実施
した。

開催日　10月16日～１月15日(全3回)
参加者　10人

男女共同参画を推進するため
には、産学官連携が重要とな
ることから、事業者等と連携
し、取組を実施した。
「従来女性が少なかった分野
へのチャレンジ支援」として政
治分野をとりあげ、さいたま市
女性の活躍を推進する議員連
絡会と連携し、実際に活動をし
ている女性議員を講師として
招き講座を実施した。成果報
告会において女性議員の方と
イクボス共同宣言事業者の方
に講評をいただいた。

３
市
民
・
事
業
者
と
の
連
携
の
推
進

①
市
民
・
事
業
者
と
の
連
携
の
推
進

目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

R1 A

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

○ R2 B

－ R3 B

－ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

複数の方法により市民へ広く
制度の周知を行った。また，
日頃からの男女共同参画の視
点を持った施策の推進およ
び、苦情の申出に対する迅
速・適切な対応のため、職員
に向けに啓発を行ったため。

市民にとって使いやすい制度
となるよう、引き続き、広く制度
の周知を行う必要がある。

今後も引き続き、制度の周知
を図るとともに、申出の内容を
苦情処理委員会議で共有す
る。
苦情の申出の処理状況を公開
するとともに、施策実施にあた
り、男女共同参画の視点を取
り入れるよう、職員に対する啓
発を継続して実施する。

人権政策・
男女共同参画課

7

協議会は令和２年度末をもっ
て解散した。令和3年度より、さ
いたま市が主催となり、さいた
ま市と市民・団体・事業者・学
校関係者との有機的ネット
ワーク醸成の場として、「パー
トナーシップさいたまフェスタ」
を開催している。

様々な主体との協働により、
ジェンダー平等・男女共同参
画社会の実現に資するフェス
タを開催していく必要がある。

広く市民に対して、ジェンダー
平等・男女共同参画に関する
啓発や理解促進を図る場とし
て、また、さいたま市と市民・団
体・事業者等との有機的ネット
ワーク醸成の場として、「パー
トナーシップさいたまフェスタ」
を開催していく。

人権政策・
男女共同参画課

事業者等との連携により、取
組を実施することが出来たた
め、「B」評価とした。

今後も、講座の実施等の事業
者等との連携をとおして、男女
共同参画を推進していく必要
がある。

引き続き、事業者等と連携し、
男女共同参画の課題解決に
資する取組を実施していく必
要がある。

人権政策・
男女共同参画課

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組
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目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

講座受講者、広報誌編集員等で構成
する事業検討会議を開催し、センター
事業について検討を行った。
第１回　９月15日
第２回　３月２日

市民が受講しやすい講座の開
催等について、意見を聴取し
た。

25 相談事業の充実

様々な悩みを抱えている方からの相談を
通して、性別にとらわれず自分らしく生
きていけるように対応します。

【数値目標】
「相談等に携わる職員の研修等の開催回
数」
12回（平成29年度末）
→15回／年度（令和５年度）

相談者が今できていることを認めること
でエンパワーメントし、相談者が自己決
定できるような相談者の心情に寄り添う
継続相談・支援を実施した。また、相談
に対応する婦人相談員の質の向上を
図るため、スーパービジョン（４回）や研
修（９回）を実施した。
【数値目標】
「相談等に携わる職員の研修等の開催
回数」計13回

様々な悩みが原因で生きづら
さを感じ、悩み相談に繋がる相
談者へ適切な対応ができるよ
う、婦人相談員を対象に研修
等を実施した。

26
団体・交流支援事業の
充実

男女共同参画推進に関わる団体への情報
提供や団体間の連携、交流に向けたネッ
トワークづくりの促進などの支援を充実
するとともに、センターでの活動を支援
します。

男女共同参画意識の啓発事業の一環
として、さいたま市と市民・団体・事業
者・学校関係者との間の、有機的ネット
ワークを醸成する場として、「第1回パー
トナーシップさいたまフェスタ」をオンラ
イン開催した。
開催日：1月24日～2月23日
テーマ：「ジェンダー平等を実現しよう」
内容：基調講演、公募による出展団体
プログラム、令和4年度オンライン講座
プレイバック、男女共同参画に関する
取組紹介
参加者：305名

「男女共同参画推進市民企画講座」と
して、公募によって選考した１団体が、
男女共同参画に関する講座を行った。
2団体を選考し、そのうち1団体は事業
中止。
実施団体：Gemini（ジェミニ）女性のた
めのオンライン日本語教室
テーマ：「“やさしい日本語”でやさしい
社会を考える－入門編－」
日程：10月12日、11月9日、11月30日、
12月14日、1月11日
参加者数：43名

「さいたま市男女共同参画推進セン
ター公募型共催事業」として、4団体と
講座等を開催した。

団体の参画により、「パート
ナーシップさいたまフェスタ」、
「男女共同参画推進市民企画
講座」、「さいたま市男女共同
参画推進センター公募型共催
事業」を実施した。
多彩の団体の参画のもと、地
域における様々なジェンダー
課題の解決に資するため、団
体の柔軟な発想を活かした特
色ある取組を実施できた。

４
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

機
能
の
充
実

①
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

事
業
の
充
実

28
男女共同参画に関する学習
グループの支援

男女共同参画推進センターなどの活動場
所及び情報を提供することにより、男女
共同参画に関する学習グループなどを支
援します。

男女共同参画推進センターにおいて、
活動場所及び情報の提供を行った。

会議室利用者
・男女共同参画推進センター　3,129人

また、講座等で、男女共同参画推進セ
ンターの利用案内を配布した。

多様な人から構成される多彩
な学習グループが利用しやす
いよう、平日は午前９時から午
後９時まで開館し、土曜日・日
曜日・祝日（９時から17時）も開
館をしている。

27 事業検討委員会の設置
男女共同参画推進センターの運営及び事
業について検討する委員会を設置し、市
民意見を事業に反映します。

目標Ⅰ　人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

○ R1 A

△ R2 B

○ R3 A

○ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

事業検討会議は、男女共同参
画の視点から、講座等の内容
や、対象者、受講しやすい時
間帯、オンライン講座に対する
評価等について意見聴取し、
事業に反映したため、自己評
価を「B」とした。

新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、オンライ
ン、書面による回答により実施
した。事業検討会議の構成員
同士の日程が合わず、オンラ
インであっても会議の場に集ま
ることが難しい。
今後も、従来の方法によらな
い会議開催の方法について、
検討していく必要がある。

今後も、事業検討会議での意
見を踏まえ、男女共同参画推
進センターの事業の充実を図
る。

人権政策・
男女共同参画課

人権政策・
男女共同参画課

8

様々な悩みを抱えている相談
者からの相談を通して、自分ら
しく生きていけるよう相談者に
寄り添った相談・支援をするこ
とができた。

相談者からの様々な悩みに対
応し必要な支援に繋げるた
め、相談に携わる職員の資質
の更なる向上を図るとともに、
関係機関とのさらなる連携を
図ることが必要。

多様な相談に応じられるよう、
婦人相談員の資質向上・研鑽
に努めるとともに、利用できる
支援についての情報を収集す
る。

人権政策・
男女共同参画課

男女共同参画推進センターの
基本的な役割・機能の一つで
ある活動場所及び情報の提供
を行った。

男女共同参画推進センターの
認知度を高め、男女共同参画
に関する学習グループの利用
をさらに促進する必要がある。

男女共同参画推進センターの
認知度を高めるための周知を
継続的に行っていく。

人権政策・
男女共同参画課

「パートナーシップさいたまフェ
スタ」、「男女共同参画推進市
民企画講座」、「公募型共催事
業」等、多彩な団体との協働に
より事業を実施することができ
た。

さいたま市男女共同参画推進
センターが団体活動・交流の
拠点としての役割を果たせる
よう、効果的な取組を推進して
いく必要がある。

ジェンダー平等社会の実現に
向け、市民・団体・事業者・学
校関係者との有機的ネット
ワークを醸成する各種取組を
実施していく。

男
女
共
同
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目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり

１
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ

た
社
会
制
度
・
慣
行
の
見
直
し

12
Ⅰに
再掲

広報誌等による情報提供
及び啓発

男女共同参画社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ
～夢～」、男女共同参画推進センター広
報誌「鐘の音」、市報、ホームページな
どに男女共同参画に関する情報を掲載し
ます。

市民の男女共同参画に関する意識を
啓発するため、市民から公募された「鐘
の音」編集員と協働で、男女共同参画
社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ～夢～」、男女
共同参画推進センターが実施する講
座・相談業務の案内等を掲載する広報
誌「鐘の音」を年２回（10月・３月）発行
した。10月号・３月号ともに市内公共施
設、医療機関等への配布を行い、市
ホームページに掲載した。「You＆Me～
夢～」は、「ブックシェルフ埼玉」に電子
書籍として記事をデータで掲載した。

情報誌「You＆Me～夢～」の特
集のテーマについて時流に
沿った情報や市民の方の意見
等を踏まえ検討し、内容および
寄稿依頼先の選定を行った。

8
Ⅰに
再掲

男女共同参画に関する
各種資料・情報の提供

男女共同参画に関する各種資料や情報の
収集・提供を行います。

男女共同参画推進センターにおいて、
男女共同参画に関する各種資料や情
報の収集、提供を行った。
　図書2,546冊、情報誌３誌、
　ビデオ123作品、貸出点数109点

また、男女共同参画推進センターが実
施する講座等の案内や報告、相談事
業のお知らせ等を掲載する広報誌「鐘
の音」を発行し、市内公共施設等に配
架、HP掲載、SNSによる周知を実施し
た。（年２回、10月号・３月号、各42,000
部）

令和4年度さいたま市男女共同参画推
進センター公募型共催事業の１つとし
て、「さいたま市女性学研究会（ゆい）」
と協働で、当センターの図書等の紹介
をする図書情報紙「ゆい」（夏号・冬号）
を発行し、センターに配架するととも
に、ＨＰで周知した。

男女共同参画の課題解決に
資する資料をセンター内で検
討、選定し、情報提供を行っ
た。また、情報・資料コーナー
にはビデオ視聴スペースを設
置している。

広報誌等の発行にあたり、市
民から公募した広報誌編集員
との協働により、誌面を作成し
た。発行にあたっては、男女共
同参画社会情報誌「You&Me
～夢～」と合わせて作成・配布
を行った。

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

男女共同参画推進センターにおける講
座、講演会の他、大学・学校において
出前講座を実施した。
・講座開催数　63回
・講座等受講者数　5,403人
・講座等受講者の満足度　93.9％
・講座等受講者の理解度　96.7％
講座内容の概要を「報告」として男女共
同参画推進センターのＨＰに掲載した。

第４次男女共同参画のまちづ
くりプランの重点事項に係る講
座を企画し、センター利用者等
を構成員とする事業検討会議
で意見を伺っている。コロナ禍
においても、継続的に講座等
を実施するため、主にオンライ
ンで開催した。講座の内容の
理解度についてもアンケート項
目の１つとしている。また、講
座内容の充実を図るため。講
師とも受講者感想文を共有し
た。

①
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
に
と
ら
わ
れ
な
い
意
識
の
啓
発

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

7
Ⅰに
再掲

男女共同参画に関する
講座・講演会の開催

男女共同参画に関する講座・講演会を開
催します。

【数値目標】
「講座等受講者の満足度」
98％（平成29年度末）
→100％（令和５年度末）

目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

人権政策・
男女共同参画課

4

講座の満足度、理解度ともに
昨年度より若干低下したもの
の、講座実施数、受講者数、と
もに昨年度を大幅に上回った
ため、自己評価「B」とした。

講座受講者の満足度や理解
度が向上するよう、講座内容
を検討していく必要がある。

講座の実施方法については、
オンラインと会場での両方のメ
リット・デメリットを考慮し、検討
しながら実施していく。
講座内容についても、より幅広
い市民に効果的な啓発が出来
るよう、検討していく。

情報資料をより多くの人に利
用してもらうため、効果的に周
知していく必要がある。

情報資料の一層の充実を図る
とともに、講座等にて引き続き
周知する。また、ビデオ視聴ス
ペースの利用を促進する。

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

人権政策・
男女共同参画課

男女共同参画社会情報誌
「You＆Me～夢～」について、
多くの市民に興味を持ってもら
えるよう特集のテーマをタイム
リーな話題を選定し、ジェン
ダー平等と少子化対策（10月
号）、ジェンダー平等と防災（３
月号）を取り上げた。

市内公共施設や市内医療機
関、市内各駅等に配置を行
い、市ホームページや各区役
所のタッチパネル式多言語型
デジタルサイネージに掲載した
が、情報誌「You＆Me～夢
～」、広報誌「鐘の音」の市民
意識調査における認知度は２
割程度であったため、より効果
的な周知方法等について検討
する必要がある。

市民に男女共同参画に対する
興味を持つ契機となるよう、今
後も社会情勢を鑑みたテーマ
を選定するとともに、各種講座
やイベント、ＳＮＳ等の多様な
ツールを活用し、効果的に周
知していく。

人権政策・
男女共同参画課

講座のテーマに関する理解を
深めるため、関連する図書をリ
スト化し、講座等受講者へ配
布したことにより、講座受講後
の資料貸出利用を促し、貸出
利用に繋がったことから評価を
「B」とした。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅱ

6362



目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

②
公
民
館
・
団
体
等
に
お
け
る
推
進
・
啓
発

１
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ

た

社
会
制
度
・
慣
行
の
見
直
し

31
男女共同参画の視点に立っ
た講座の企画・運営

男女共同参画社会への理解を深めるた
め、生涯学習総合センター及び地区公民
館において男女共同参画の視点に立った
講座を開催します。

男女共同参画を推進するための講座を
公民館において実施した。

男女がそれぞれ参加しやすい
内容を企画した。

30 公民館での託児の実施
子育て中の方でも、生涯学習総合セン
ター及び公民館での講座に参加できるよ
う、託児付き講座の充実を図ります。

令和４年度においては、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から、託児
付き講座を実施しなかった。

託児付き講座を実施しなかっ
たため該当なし。

29
市民コミュニティづくり事
業の充実

地域のコミュニティづくりやまちづくり
を推進する事業を行います。

生涯学習総合センターにおいて、生涯
学習相談ボランティアによる学習相談
及び市民団体との協働による子育てサ
ロンの運営を行った。
また、公民館においては、市民団体と
の協働による子育てサロンの運営等を
行った。

男女それぞれが参加しやすい
ように事業を企画した。

目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 D

R3 D

R4 D

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

生涯学習総合センター

男女共同参画を推進するため
の講座を公民館において実施
したため。

生涯学習総合センター

託児付き講座は実施しなかっ
たため。

感染症等の状況を鑑みなが
ら、実施について検討していく
必要がある。

感染症拡大防止の観点から、
今後の託児の方法等について
検討し、段階的に託児を実施
していく。

講座内容等について、より充
実した内容となるよう検討して
いく。

今後も継続して男女共同参画
社会への理解を深める内容と
なるよう検討し、実施する。

生涯学習総合センター

生涯学習相談ボランティアによ
る学習相談や市民団体との協
働による子育てサロンの運営
等を行ったため。

高齢化しているボランティア団
体については、新たな人材を
養成していく必要がある。

今後も内容の充実を図り実施
する。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅱ

6564



目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

①
男
性
に
と
っ

て
の

男
女
共
同
参
画
の
意
義
の

理
解
の
促
進

②
男
性
の
家
庭
生
活
・
地
域
活
動
へ
の
参
画
に
向
け
て
の
啓
発
・
教
育

２
男
性
に
と
っ

て
の
男
女
共
同
参
画
の
推
進

35
保育士・幼稚園教諭体験
の拡大

父親等の子育て参加を推進するため、市
内の保育施設・幼稚園における父親等の
１日保育士・幼稚園教諭体験事業を実施
します。

令和４年度の年間参加者数は728人と
なった。（保育士体験549人、幼稚園教
諭体験179人）

父親等の子育て参加を推進す
るため、掲示等で事業の周知
を行い、園だより等を通じて体
験風景を伝えるなど各園で働
きかけをし、各種行事に合わ
せた実施等参加しやすい弾力
的な運営を行った。

37
Ⅳに
再掲

育児・介護休業制度の
普及・啓発

育児・介護休業法等に関する正しい理解
と認識を深めるため、働く人の支援講座
（労務実務関連講座）の実施及び働く人
の支援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で育児・介護休業法を扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、育
児・介護休業等の諸制度について掲載
した。
　作成部数　8,000部

36 父子手帖の発行及び配布

父親の子育て参加の契機とするため、父
子手帖を発行・配布します。

【数値目標】
「父子手帖の発行及び配布数」
　15,000冊（平成29年度）
　→15,000冊（令和５年度）

父子手帖を発行及び配布した。

父子手帖の発行及び配布数
15,000冊

初版発行から引き続き、固定
的な性別役割分担意識解消
のためのページを設け発行し
た。

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。（例　育児休業は男女とも
に取得可能である旨明記する
等）

34
パパサンデーなど父親の子
育て参加の推進

父親を対象とした家事・育児参加を促進
する講座・イベントなどを、協働や他事
業との連携により、開催します。

・さいたまパパ・スクールをオンラインと
集合の両形式を織り交ぜ、実施（各
パート全４回、２パート合計８回実施）。
参加人数延べ129名
・全単独型子育て支援センター１０セン
ターにおいて、パパサンデーを実施し、
２センターにおいて、オンラインでの父
親向けのイベントを実施することができ
た。

・男性保護者が来場、参加し
やすいよう、父親向け講座や
イベントを実施した。

33
Ⅳに
再掲

出産前教室の実施
初めて出産する妊婦とその夫を対象に、
妊娠・出産・産褥及び育児に関する講義
や実習等を各区役所で実施します。

新型コロナウィルス感染症の感染状況
に応じて、対面・オンライン・ハイブリッド
形式で教室を実施した。
実施延回数162回、参加実人数4279
人。参加者アンケートでは、内容を理解
できたと回答した割合が98.1％であっ
た。

妊娠・出産・育児についての理
解と協力を促し、積極的に家
事・育児に取り組めるように社
会資源の情報提供も含めた内
容の教室を実施した。また、教
室内で出産前教室動画につい
て周知した。

32 男性のための講座の開催

男性の家庭・地域生活への参加等、男性
にとっての男女共同参画の意義について
の理解を促進するための講座を開催しま
す。

男性にとっての男女共同参画の意義に
ついての理解を促進するため「国際男
性デー記念講座」をはじめとして、男性
が参加可能な主催講座を複数実施し
た。

男性にとっての男女共同参画
の意義についての理解を促進
するため、前年度と比べ、男性
も参加可能な主催講座数を増
加させた。

目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

◎ R2 B

◎ R3 B

◎ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課

予定通りの発行ができたた
め。

様々な理由により積極的に育
児に参加できていない父親に
対する、子育て参加の意識醸
成。

引き続き情報提供に努める。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

子育て支援課
（子育て支援政策課）

父親等の子育て参加を推進す
ることで、子どもと触れ合う時
間や育児について改めて考え
る機会が増えた。

父親等の子育て参加を推進す
るため、様々な媒体を活用した
情報提供や参加しやすい弾力
的な運営を行うとともに、民間
保育園等の未実施施設に対
する事業参加への働きかけが
必要である。

引き続き、情報提供を行い、民
間保育園等の未実施施設に
対する事業参加への働きかけ
が必要である。

保育課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、多様で柔軟な働き方の実
現や、育児・介護休業法等に
関する正しい理解と認識を深
めるために、周知・啓発を図る
ことができたため。

9

・父親向けのイベントの実施に
おいて、会場での実施に加え、
１０センターのうち２センターで
はあるが、父親向けのオンライ
ンイベントを実施することがで
きたため。

母親の育児不安や負担感を緩
和するため、男性保護者の育
児参加を推進する必要があ
る。

父親が来場しやすいイベント
や講座の企画、センターの雰
囲気づくりを行い、父親の育児
参加を推進を支援していく必
要がある。

人権政策・
男女共同参画課

新型コロナウィルス感染症の
影響で、教室の実施方法や内
容を変更しながら教室を実施
することができた。また、参加
者のアンケートの結果、内容を
理解できたと回答した割合が
昨年度と同程度であった。以
上の理由から自己評価Bとし
た。

新型コロナウィルス感染症の
影響で教室の実施方法等に変
更があり各区で工夫して対応
した。今後も実施方法等が変
更する可能性はあるが、そう
いった場合でも妊婦と夫や
パートナー等が対等に協力し
て妊娠・出産・育児に取り組ん
でいけるように引き続き教室を
工夫して実施する必要があ
る。

教室の実施方法等に変更が
あった場合でも、妊婦と夫や
パートナー等が対等に協力し
ながら育児に取り組めるような
教室内容を実施する。

地域保健支援課

男性が参加可能な講座を複数
回実施し、男性が男女共同参
画の意義について考える機会
を設けることができたと捉え、
「B」評価とした。

引き続き、男性が参加可能な
主催講座を実施し、男性にとっ
ての男女共同参画の意義につ
いての理解を促進するための
機会を創出することが必要で
ある。

引き続き、男性が参加可能な
講座を実施し、男性の理解促
進の機会を創出していく。
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目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

③
男
性
に
も
た
ら
さ
れ
る

重
圧
へ
の
支
援

２
男
性
に
と
っ

て
の
男
女
共
同
参

画
の
推
進

①
学
校
教
育
で
の
取
組

３
男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
教
育
・
学
習
の
充
実

6
Ⅰに
再掲

学校における人権教育の
推進

様々な人権問題を解決しようとする児童
生徒を育成するとともに、教職員の更な
る人権意識の高揚を図ります。このた
め、校内人権教育研修会・講演会の支
援、人権標語・人権作文の募集及び表
彰、さらに実践事例集や人権文集、人権
ニュースの作成等に取り組みます。

学校における人権教育は全教育活動
を通して行われることから、管理職をは
じめ、キャリア段階に応じた人権教育研
修会を実施した。また、市立学校にお
いて、校内人権教育研修会・講演会を
積極的に実施できるよう、講師の紹介、
謝金補助等の支援を行った。
人権啓発資料としては、研究指定校の
実践例や授業にそのまま活用できる人
権課題別学習指導案等を掲載した「ほ
ほえみ～新人権教育実践事例集～」を
作成し、全ての教職員に配布した。ま
た、小学校第１学年の保護者へ児童虐
待防止啓発リーフレットを作成、配布し
た。
人権標語・作文については、市立小・
中・中等教育学校児童生徒に対し募集
を行い、最優秀作品受賞者を表彰し、
優秀作品を掲載した人権文集や人権
標語短冊を作成、配布した。
【実績】
・人権教育研修会…5回
・校内人権教育研修会・講演会
　　　　　　　　　　…30校、27回
・人権標語・作文の募集と表彰
　標語…92,768作品
　作文…70,657作品の応募
　最優秀作品表彰式
　　　日時：令和4年11月27日（日）
　　　場所：教育研究所
　　　対象：最優秀賞受賞者17名
　
・ほほえみ（新人権教育実践事例集）
　　　　　　　　　　　　　　　…4,000部
・人権教育ニュース第49・50号
　　　　　　　　　　　　　　…各2,000部
・人権文集　　　　　　　　…4,100部
・人権標語短冊　　　　　…6,450部
・デートＤＶ防止啓発リーフレット
　　　　　　　　　　　　　   …15,000部
・児童虐待防止啓発リーフレット
                           …13,000部

人権教育啓発資料作成の際
には、男女それぞれの委員の
意見を尊重した。また、男女を
はじめ、性に関する研修会・講
演会の積極的な開催を支援し
た。
「ほほえみ～新人権教育実践
事例集～」に掲載されている、
性的指向・性自認に関する人
権を取り扱った指導案の紹介・
広報を各研修会で行った。

38
男性の悩み電話相談の
実施

生き方、仕事、家庭、人間関係など男性
が抱える悩みについて、男性相談員が相
談に対応します。

男性の公認心理師又は臨床心理士に
よる男性の悩み電話相談を実施した。
・実施日時
第２・第４日曜日　13時～16時
・相談件数　87件

埼玉県公認心理師協会から推
薦頂いた方に男性相談員を依
頼した。
令和４年度より、相談者がより
相談しやすくなるよう、相談日
時を変更した。

目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

新型コロナウイルスの感染拡
大による影響を受けたが、開
催方法を変更するなど、工夫
して実施することができた。人
権教育主任を対象とした研修
会では、性的マイノリティの当
事者を招聘した講演会の開催
を行った。性に関する校内研
修会（講演会）は11校11回で
あった。
啓発資料の配布にあたって
は、説明しながら活用方法を
示すなど、より効果的に活用し
てもらえるよう工夫した。

各学校における校内人権教育
研修会・講演会の更なる実施
が必要である。また、児童生徒
が授業等で学んだ知識等と家
庭や地域社会において固定的
な性別役割分担に日常的に触
れる現状の間に乖離がある。

人権教育研修会において、市
立学校校内人権教育研修会・
講演会の実施例等の紹介を行
い、積極的な実施を促してい
く。関係部局と連携し男女共同
参画の意義や重要性を、家庭
や地域に幅広く発信していく必
要がある。

人権教育推進室

令和４年度より、相談者がより
相談しやすくなるよう、相談員
及び相談日時を変更した。生
き方、仕事、家庭、人間関係な
ど男性が抱える悩みについ
て、男性相談員が相談に対応
することができた。

男女共同参画の視点も踏ま
え、自己解決につながるよう支
援する必要がある。

悩みをもった男性が相談を利
用できるよう周知に努める。

人権政策・
男女共同参画課
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目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

②
家
庭
教
育
へ
の
取
組

①
学
校
教
育
で
の
取
組

３
男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
教
育
・
学
習
の
充
実

42
家庭教育、子育てセミナー
等の開催

小学校の就学時健診や中学校の入学説明
会などの機会を活用し、保護者を対象
に、家庭教育に関する講座を開催しま
す。

小学校入学前の就学時健診や中学校
の入学説明会などの機会を活用し、保
護者を対象に、家庭教育に関する講座
を開催した。
・市立小学校104校中63校で実施
・市立中学校及び特別支援学校60校中
17校で実施

講座実施校を増やすことがで
きるよう、講師に関する情報提
供を行った。

41
親の学習、家庭教育学級等
の実施

子育て中の親同士が自分自身や子育てに
ついて改めて考え、様々な学びを通して
気付くことにより、親として成長するこ
とを目的としたワークショップ形式によ
る親の学習事業や、家庭における子育て
について理解を深める講座などを実施し
ます。

【数値目標】
『親の学習事業の男性参加者の中で「満
足」と回答した割合』
79.8％（平成29年）
→83.4％（令和2年）

親の学習事業を生涯学習総合センター
及び公民館において、144事業実施し
た。
家庭教育学級などを公民館において実
施した。
・『親の学習事業の男性参加者の中で
「満足」と回答した割合』83.7％

男女を問わず広く多様なニー
ズに応えられる講座づくりに努
めた。

40
さいたま市中学生職場体験
事業「未来(みら)くるワーク
体験」

市立中学校・特別支援学校の生徒に、勤
労観、職業観を育み、学ぶことの意義を
考える機会となる、さいたま市中学生職
場体験事業「未来(みら)くるワーク体
験」を実施します。

【数値目標】
「仕事をすることは人の役に立つことだ
と思うと回答した生徒の割合」
89.1％（平成29年度末）
→94.8％（令和５年度）

・市立中学校39校にて職場体験を実
施。
・その他の市立中学校は、講演会等代
替となる活動を実施。
・市Webサイトの更新
・生徒用のモバイル端末を用いたオン
ライン職場体験を実施
・『「仕事をすることは人の役に立つこと
だと思う」と回答した生徒の割合』
89.8％

性別に関わりなく、自分の個性
と能力が十分発揮される進路
を選択できるよう体験事業所
決定の際に配慮した。

39 キャリア教育の推進

生徒が主体的に進路選択できる資質を育
成するためのワークシートの作成・配布
や、中・高等学校の教員を対象とした
「さいたま市進路指導・キャリア教育連
絡協議会」を開催するなど、各学校と協
働し、進路指導・キャリア教育を推進し
ます。

・生徒が主体的に進路選択できる資質
を育成するためのさいたま市キャリア・
パスポートの作成・配布をした。
・オンラインで市立学校の教員が参加
する「さいたま市進路指導・キャリア教
育研究協議会」を開催し、進路指導・
キャリア教育を推進した。

・学校教育全体を通じて、人権
の尊重や男女の平等、男女が
共同して社会に参画すること
や男女が協力して家庭を築く
ことの重要性など、生涯にわた
る多様なキャリア形成に共通
して必要な能力や態度を培う
キャリア教育を取り入れた。

目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

○ R1 B

- R2 E

○ R3 B

○ R4 B

◎ R1 A

△ R2 D

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

生涯学習総合センター・
公民館

講座を実施した学校からは、
「現代の子育ての悩みや課題
等も事例を挙げながらお話し
いただき、参加者も熱心に聞
いていた。」といった報告があ
り、家庭教育の支援において、
一定の効果があった。

コロナ禍において、感染症拡
大の懸念等により子育て講座
の実施を見合わせる学校が多
くあった。

講座実施校を増やすことがで
きるよう、講師リストの送付等
により、周知徹底を行う。

生涯学習振興課

11

生涯学習総合センター及び公
民館において実施した親の学
習事業について、令和４年度
の男性参加者の中で「満足」と
回答した割合』が83.7％とな
り、一定の効果を得られたと考
えられるため。

男性参加者の割合を増やすと
ともに講座満足度上げるた
め、より充実した講座内容とな
るよう検討していく。

今後も継続して生涯学習総合
センター及び公民館において
親の学習事業を実施する。

・キャリア教育について小・中・
中等・高等学校の校種間で連
携し、継続的な指導を行うため
に、「さいたま市キャリア・パス
ポート」の活用場面を示すな
ど、効果的な活用の仕方を、
研修会を通して周知すること
ができた。

・研修会等で男女共同参画に
も配慮したキャリア教育を進め
ることが必要であることを十分
に伝達する必要がある。

・市立学校の教員が参加する
協議会を開催し、その中で、
ジェンダー平等について学ぶ
などの男女共同参画に配慮し
たキャリア教育を進めることが
必要であることを各校種の教
職員へ周知していく。

指導１課

生涯学習振興課10

令和4年度、「仕事をすること
は人の役に立つことだと思う」
と回答した生徒の割合は、
89.8％であり、数値目標である
94.8％の9割を超える数値と
なっているため。

自分の個性と能力が十分発揮
される進路を選択できるように
するために、多様な業種に協
力を呼び掛け、受入れ事業所
を増やす必要がある。

引き続き受入れ事業所の拡大
ができるよう事業の周知・啓発
活動を進めていく。
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目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

４
メ
デ
ィ

ア
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

①
人
権
尊
重
と
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ

た
表
現
の
浸
透
と

意
識
の
向
上
の
推
進

43
男女共同参画の視点に立っ
た広報・出版物の作成

人権尊重・男女共同参画の視点に立っ
た、広報・出版物を作成します。

男女共同参画社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ
～夢～」、男女共同参画推進センター
広報誌「鐘の音」の作成にあたり、ガイ
ドラインに沿って、性別による隔たりや
固定的観念に基づいた表現を用いるこ
とのないよう留意し、イラスト等につい
ても多様な年代や立場の方が存在する
ことを認識してもらえるよう配慮した。
また、庁内に向けて、男女共同参画の
視点に立った広報・出版物の作成を周
知するため、庁内掲示板に「男女共同
参画の視点からの公的広報の手引」を
掲載し、活用を促した。

誌面の作成にあたり、あらゆる
立場の人が見て違和感や性
別による隔たり等を感じること
のないよう表現に十分配慮し
た。

45 情報モラル教育の推進

全ての市立小・中・高等・特別支援学校
での「携帯・インターネット安全教室」
や、教職員を対象とした情報モラル関連
の研修を開催します。また、教育研究所
ＷＥＢページにおいて、情報モラルを学
ぶことができる学習サイト「ス学（マ
ナ）ビ」を公開します。さらに、「学校
非公式サイト」などの継続的な監視と削
除依頼を実施します。
【数値目標】
「学校非公式サイト等監視業務における
児童生徒による不適切な書き込みの削除
率」
76.2％（平成29年度末）
→90.0％（令和５年度）

「スマホ・タブレットト安全教室」をすべて
の市立小・中・高等・中等教育・特別支
援学校で実施した。また、教育研究所
Webページにおいて、情報モラルを学
ぶことができる学習サイト「ス学（マナ）
ビ」を公開、運用している。さらに、「学
校非公式サイト」などの継続的な監視と
削除依頼を実施した。
なお、令和４年度は監視において不適
切な書き込みが確認できなかったた
め、削除は実施していない。

「スマホ・タブレット安全教室」
実施においては男女共同参画
への意識啓発が含まれ、情報
モラルの向上と共に、男女共
同参画の推進につなげられる
ような内容となった。

44
メディア・リテラシー向上
のための啓発、講座の開催

男女共同参画の視点からメディアを読み
解き、活用する能力（メディア・リテラ
シー）に関する啓発及び講座などを実施
します。

「メディア・リテラシー講座」を実施し、メ
ディア・リテラシーに関する啓発を行っ
た。
講師：吉永磨美
テーマ：『失敗しないためのジェンダー
表現ガイド』ができるまで
申込者数：51人
視聴回数：109回

性別や世代を問わず一般的な
メディア・リテラシーについて講
座を実施した。

目標Ⅱ　社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き方ができるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 A

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

12

テーマに沿った講座を開催し、
より多くの人に周知していく。

事業を引き続き実施し、情報
モラルに関する新たな課題に
ついて、男女共同参画への意
識啓発を含んだ教育を行って
いく。

教育研究所

今後も「男女共同参画の視点
からの公的広報の手引」を全
庁的に周囲するとともに、男女
共同参画の視点に配慮し、ガ
イドラインに沿って「You&Me～
夢～」や「鐘の音」等の広報・
出版物を作成していく。
また、日頃より、メディアにおけ
るジェンダー表現に関する話
題などを注視していく。

人権政策・
男女共同参画課

全庁

人権政策・
男女共同参画課

当課はもとより、広報・出版物
作成の際の文章やイラスト等
について、各所属で配慮がな
されるよう庁内に向けてガイド
ラインの活用を促したため。

広報物の作成の際に、作成部
署より男女共同参画の視点に
立った広報について個別具体
的な相談を受けることもあるた
め、相談に対応するために必
要な知識・情報を日頃より収集
していく必要がある。

全ての市立小・中・高等・中等
教育・特別支援学校に対して
実施している「スマホ・タブレッ
ト安全教室」及び、情報モラル
を学ぶことができる学習サイト
「ス学（マナ）ビ」の周知により、
情報モラル教育の推進に一定
の効果が表れていると考えら
れることから、評価をBとした。

SNSの普及により、新たな情報
モラルに関する課題が発生し
たため、「ス学（マナ）ビ」の内
容を更改する必要が生じた。

受講後のアンケートで、理解
度、満足度ともに100％と高い
数値となったことから、自己評
価を「A」とした。

より多くの人に情報提供する
ため、この問題を主テーマとし
て扱う講座の開催等、効果的
に周知していく必要がある。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅱ

7372



目標Ⅲ　政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり

46
審議会等委員への女性の
登用促進

男女共同参画推進本部の開催、事前協議
の実施、登用計画書の作成などを通じ
て、審議会等への女性登用を促進しま
す。

【数値目標】
①審議会等における女性委員の割合
②女性のいない審議会等の数
①36.1％　②２件（平成29年度末）
→①42.0％　②０件（令和５年度末）

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

男女共同参画推進本部会議等の庁内
推進体制の下、審議会等委員への女
性の登用促進に関する要綱の周知、同
要綱に基づく事前協議の実施、登用計
画の作成など全庁的な取組を行った。

令和４年度末の女性登用率:34.9％、女
性がいない審議会等の数:3件

毎月、職員用情報システムで
要綱及び事前協議について周
知を行った。また、登用計画を
基に改選時期の審議会等を抽
出し、庁内メールで審議会等
の所管課に事前協議依頼を
行った。
さらに、今年度の職員研修の
テーマに「政策・方針決定過程
への女性の参画」を選定し、審
議会等について女性の割合を
増やすことの意義を職員に広
く周知した。

①
行
政
・
審
議
会
等
へ
の
女
性
の
積
極
的
登
用

１
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
拡
大

48

49
女性職員の管理職への
登用促進

女性教職員の管理職への登用を促進しま
す。

【数値目標】
「管理職女性登用率」
教職員　10.8％
（平成29年4月1日時点）
→教職員　12.0％
（令和３年4月1日時点）

管理職女性登用率　教職員19.1％
（令和５年４月１日時点）

年度における数値目標を達成
しているため、引き続き、管理
職女性登用率が向上するよう
人事配置を行っている。

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

47
審議会等委員の市民公募
の実施

審議会等委員の市民公募を実施し、男女
が共に市政に参画する機会の拡大に努め
ます。

【数値目標】
「公募委員登用可能な審議会等の公募委
員登用率」
未調査（平成28年度末）
→20％以上（令和５年度）

市民公募登用率
令和５年３月末現在：１５．０％

さいたま市附属機関等に関す
る要綱に基づく「委員選任の事
前協議」を通じて,市民公募委
員の登用促進を図った。

女性職員の管理職への
登用促進

女性職員の管理職への登用を促進しま
す。

【数値目標】
「管理職女性登用率」
一般行政職　11.2％
（平成29年4月1日時点）
→一般行政職　14.0％
（令和3年4月1日時点）

・「さいたま市職員の子育ておもいやり・
女性活躍推進プラン」にて、女性職員
の管理職登用率の向上を目標に掲げ
た。
・令和５年４月１日時点の一般行政職
の管理職への女性登用率は11.6％と
なっている。

管理職の前段である、監督職
への登用について、係長級昇
任試験の女性職員の受験率
が低いことを受け、受験対象
の女性職員にチラシを配布し、
女性職員の受験促進を図っ
た。

目標Ⅲ　政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり　

74



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

◎ R1 B

◎ R2 A

◎ R3 A

◎ R4 A

総務課
全庁

人事課

教職員人事課

引き続き、さいたま市男女共
同参画推進本部会議にて本部
員への意識づけを行う。
また、審議会等の所管課に改
選時期について連絡し、適切
な時期に事前協議を行うよう
促すとともに、職員用情報シス
テム等により、数値目標達成
のための積極的な取組例を周
知するなど、審議会等への女
性の登用を促進する。

所管課

人権政策・
男女共同参画課

全庁
13

毎月、審議会等委員への女性
の登用促進に関する要綱の周
知を行い、事前協議において、
審議会等の所管課と女性の積
極的登用についての方策を協
議した。

令和３年度から事前協議の際
に女性が少ない審議会等に対
し、女性人材リストから候補者
の情報提供を行っている。審
議会等委員の変更の余地が
ある段階で事前協議の周知を
行う必要がある。

管理職選考試験における女性
受験者の確保

引き続き、管理職を含む全て
の教職員にとって働きやすい
職場づくり、ワークライフバラン
スの取れた職場づくりに向け
た学校の働き方改革を推進す
るとともに、研修会等で、管理
職のやりがいや魅力を発信す
る。

17

目標を達成したため。

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

係長級昇任試験の女性職員
の受験率は、男性職員に比べ
ると低い状況にあるため、引き
続き受験促進を図る必要があ
る。

今後も取組を継続し、管理職
への女性登用率の向上に努
める。

14,15

さいたま市附属機関等に関す
る要綱に基づく「委員選任の事
前協議」を通じて、市民公募委
員の登用促進を図ったが、数
値目標である20％を下回った
ため。

公募委員を登用していない審
議会等への登用促進。

引き続き、「委員選任の事前協
議」を通じて市民公募委員の
登用促進を図る。

16

階層別研修での自己学習や
各種啓発物の配布等を通し
て、職員の意識醸成等を図る
ことができたため。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
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取
組

第
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部

Ⅲ

7574



目標Ⅲ　政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

１
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
の
拡
大

企業職の新規採用女性職員に対し、面
談等を通じて、配慮事項の把握に努め
た。

16.4％（令和５年４月１日）

男女に関わりなく、職員が能力
を最大限発揮できるように女
性職員を適材適所に配置し
た。

②
事
業
者
・
団
体
に
よ
る

取
組
の
推
進

52
Ⅴに
再掲

積極的格差是正措置（ポジティ
ブ・アクション）の周知

企業の事業主・人事担当・管理職の方を
対象に、ポジティブ・アクションの周知
を図るため、働く人の支援講座（労務実
務関連講座）の実施やホームページでの
周知を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で女性が働きやすい職場環境や、
女性活用について扱い、周知・啓発を
図った。
　テーマ：「働く女性の活躍支援を考え
る」
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　受講者数：８人
　アンケート結果：100％が満足と回答
・厚生労働省の行うポジティブ・アクショ
ンの取り組みについて、ホームページ
で周知を行った。

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
　また、女性の活躍支援をテー
マとした講座を実施した。

51 市の女性職員の職域拡大

女性職員があらゆる分野で能力を発揮で
きるよう職域の拡大に努めます。

【数値目標】
「企業職の女性職員の配置割合」
企業職　12.7％
　　　　（平成29年4月1日時点）
→企業職　16.2％
　　　　（令和6年4月1日時点）

①
行
政
・
審
議
会
等
へ
の
女
性
の
積
極
的
登
用

50 市の女性職員の職域拡大

女性職員があらゆる分野で能力を発揮で
きるよう職域の拡大に努めます。

【数値目標】
「消防職の女性職員の採用割合（４年間
総採用者数）」
消防職　4.3％（平成28年度末）
→消防職　14.0％（令和2年度末）

１　消防職の女性消防職員の採用割
合を増加させるため、埼玉県内の消防
本部と合同で、消防合同職業セミナー
を実施し、女性消防士による女性限定
ブースを展開した。また、本局単独で女
性向け消防職業説明会を実施した。
２　本市消防局が女性消防吏員にとっ
ても「働きやすく、働きがいのある職場」
であることを積極的に広報し、本市採
用試験の女性受験者数の増加に繋げ
るため、広報用チラシ及びポスターを作
製した。
３　女性消防吏員のキャリア形成の支
援、職域拡大等を目的とした知識及び
能力の習得として研修機関に派遣し
た。
４　消防職を希望する女性の増加を
促すため、大学等の採用説明会に
出向き、今年度作成した女性活躍推進
チラシを配布するなど、女性職員の活
躍状況を広報した。

【数値実績】
R4年度実績（12.0％）
H29年度からR4年度までの実績
（10.2 %）

女性消防職員の活躍状況に
ついて、幅広く認知していくた
め、採用説明会では人事担当
職員と共に女性消防職員が一
緒になり採用説明を行った。ま
た、埼玉県内の消防本部と合
同で実施した消防合同職業セ
ミナーでは、各消防本部で消
防業務に従事する女性職員が
主体となった女性限定座談会
ブースを展開し、女性参加者
が女性消防職員と気軽に直接
話すことが出来る機会を設け
た。

目標Ⅲ　政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり　
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

△ R1 C

△ R2 C

R3 C

R4 B

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

水道総務課

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。

労働政策課

女性消防吏員を計画的に採
用し、受験者数の増加を図る
ために、年間を通して大学や
専門学校の職業説明会等に
職員を継続的に派遣する。

消防職員課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。

18

数値目標の達成状況が概ね
目標値どおりだったため。

女性消防吏員を計画的に採
用するために、引き続き受験
者数の増加を図る必要があ
る。

19

目標の達成に向けて、計画的
に、女性職員の配置割合を増
やしたことにより、職域の拡大
が図れた。

水道事業において、職員を独
自採用していないことから、市
長部局との交流における調整
が、課題となる。

女性職員の配置割合の目標
値を達成するため、市長部局
との人事交流における女性職
員の配置割合への配慮につい
て、人事部門へ継続的に働き
かけを行う。

男
女
共
同
参
画
の
ま
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目標Ⅲ　政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

２
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
参
画
の
拡
大

①
男
女
共
同
参
画
に
向
け
た
人
材
発
掘
・
育
成

13
Ⅰに
再掲

地域活動における男女共同
参画の啓発

地域活動や交流の場を利用して男女共同
参画の啓発活動を行います。

【数値目標】
「啓発活動実施回数」
３回／年度（平成29年度）
→３回以上／年度（令和５年度）

地域のイベント等で、男女共同参画に
関する情報誌等の配布や男女共同参
画に関するクイズの活用による啓発を
実施した。
【実施回数】７回／年度

男女共同参画に関するクイズ
動画のオンラインでの配信等
のほか、イベント等での男女共
同参画に関するクイズ冊子
や、男女共同参画社会情報誌
「You＆Me～夢～」等の配布に
よる啓発を行った。

53 人材リストの作成と活用

埼玉県内で活躍している女性の人材情報
を広く収集し、次の目的のために活用し
ます。
（１）さいたま市の審議会等の委員への
登用
（２）さいたま市が主催する講演会の講
師選定

職員用情報システムを活用し、女性人
材リストの周知及び人材推薦依頼を月
１回行った。また、女性人材リストへの
登録についてホームページや市報で周
知した。
令和４年度の新規登録者数は３人、令
和４年度末の登録者数は95名。令和４
年度の閲覧申請は３件、延べ13人で、
審議会等の委員及び講師の登用が２
件あった。
また、登録から４年以上経過したものに
ついて、登録内容の確認、更新を行っ
た。

女性人材リストの活用を促進
するため、審議会等の所管課
に事前協議の依頼をする際、
女性が少ない審議会等につい
て女性人材リストから適任と思
われる人材の情報提供を行っ
ている。

目標Ⅲ　政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり　
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

所管課
数値

目標NO.
数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

△ R2 C

◎ R3 A

◎ R4 A

人権政策・
男女共同参画課

人権政策・
男女共同参画課

引き続き、庁内への周知に努
め、事前協議の際に積極的な
利用を促すとともに、女性人材
リストの充実のため、市報や
ホームページなどの様々な媒
体を利用し、制度の周知及び
登録者の募集を行う。

5

男女共同参画に関するクイズ
動画のオンラインでの配信、イ
ベント等での男女共同参画に
関するクイズ冊子や、男女共
同参画社会情報誌「You＆Me
～夢～」等の配布など、複数
の手法により啓発を行い、啓
発活動の実施回数が目標値を
上回ったため、自己評価を「A」
とした。

市民等へ広く男女共同参画の
必要性や意義を広めるため、
引き続き、オンラインでのイベ
ント、会場で実施されるイベン
ト双方で啓発を行っていく必要
がある。

男女共同参画の効果的な啓
発のため、参加するイベントや
啓発方法の検討を引き続き
行っていく必要がある。

定期的に職員用情報システム
に掲載し周知し、閲覧申請が３
件あり、そのうち２件が委員の
登用に繋がった。また、女性人
材リストへの登録について
ホームページや市報で周知を
行い、新規登録が３名あった。

県内で活躍する女性人材の審
議会等委員や各種研修講師
等への登用を促進するため、
引き続き、庁内への周知およ
び女性人材リストの充実を図
る必要がある。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅲ

7978



目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

54
ワーク・ライフ・バランス
出前講座の開催

事業所等を対象に、ワーク・ライフ・バ
ランスの考え方や実践的な取り組みな
ど、「働きやすい職場」についての講座
を開催します。

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

事業所において、ワーク・ライフ・バラン
スに関する出前講座を１回実施した。

テーマ：あらゆる職員が活躍できる職
場づくり～LGBTQの視点から考える多
様性～
対象：関東財務局職員
参加人数：１２３人
「ワーク・ライフ・バランスの必要性を意
識した受講生の割合」：92.7％

出前講座実施にあたっては。
より効果的な講座となるよう、
受講者の要望に合わせた内容
とした。

56
子育てを支援している企業
への入札制度における優遇
措置

建設工事競争入札参加資格審査における
等級区分において、次世代育成支援対策
推進法に基づく一般事業主行動計画を策
定し、労働局へ提出した「市内に本店を
有する企業」に発注者別評価点を加点し
ます。

建設工事競争入札参加資格審査の等
級区分において、市内に本店を有する
業者のうち、従業員１００人以下の企業
等で、次世代育成支援対策推進法に
基づく一般事業主行動計画を策定し、
同法第１2条の規定による届出を労働
局へ提出した場合、又は同法第15条の
２の規定による認定を受けている場
合、従業員１０１人以上の企業等で、同
法第１３条又は第１５条の２の規定によ
る認定を受けている場合、発注者別評
価点として10点の加点を行った。

前年度に引き続き、次世代育
成支援に取組んでいる業者へ
インセンティブを与えることで、
仕事と子育ての両立を図り、
雇用環境等の整備を推進し
た。

55
仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）に
関する講座の開催

男女共同参画推進センター及び事業所な
どにおいて、仕事と生活の調和(ワー
ク・ライフ・バランス)に関する講座・
講演会を開催します。

【数値目標】
「ワーク・ライフ・バランスの必要性を
意識した受講生の割合」
87.4％（平成29年度末）
→90％（令和５年度末）

事業所において、ワーク・ライフ・バラン
スに関する出前講座を１回実施した。

テーマ：あらゆる職員が活躍できる職
場づくり～LGBTQの視点から考える多
様性～
対象：関東財務局職員
参加人数：１２３人
「ワーク・ライフ・バランスの必要性を意
識した受講生の割合」：92.7％

また、「企業におけるワーク・ライフ・バ
ランスの取組について」をテーマに「さ
いたま市内企業等男女共同参画研修
会」を開催した。

出前講座の実施にあたって
は。より効果的な講座となるよ
う、受講者の要望に合わせた
内容とした。
また、令和４年度より新規に企
業等向けの研修会を実施し
た。

58
Ⅴに
再掲

積極的な取組を行っている
事業者への表彰制度の実施

男女共同参画の推進に関する積極的な取
組を行っている市内の事業者を表彰し、
その取組を広く周知します。

【数値目標】
「表彰事業者数」
２事業者（平成30年度）
→３事業者／年度（令和５年度）

男女がともに働きやすい職場づくりに
向け男女共同参画の推進に積極的に
取り組んでいる市内事業者を「さいたま
市男女共同参画推進事業者」として表
彰した。
・募集期間：令和４年８月１日～８月20
日
・表彰事業者：なし

表彰制度を広く周知するため、
チラシを市内公共施設に配置
し、市ホームページに掲載し
た。

57
Ⅳ-
2-④
に再掲

事業所内保育事業推進
事業

企業等が、既存の事業所内保育施設にお
いて地域の児童の受入枠を設ける場合、
または新規に事業所内保育事業を実施す
る場合、事業実施に係る支援、運営費の
補助を行います。

事業所内保育事業所３施設を新設し、
50人分の定員を拡大した。

事業所内保育事業所３施設の
新設整備により、保育の受け
皿を拡大し、働きながら子育て
しやすい環境の整備を推進し
た。

①
仕
事
と
生
活
の
両
立
の
促
進

②
事
業
者
等
に
よ
る
取
組
の
促
進

１
仕
事
と
生
活
の
調
和
（

ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）

の
推
進

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

80



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

◎ R1 A

○ R2 B

－ R3 B

◎ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 －

R2 －

R3 A

R4 A

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

△ R4 C

のびのび安心子育て課

21

女性活躍推進法の改正に伴
い、表彰対象事業者を雇用す
る従業員数100人以下の事業
者等としたところ、応募事業者
がなかった。

女性活躍推進法の改正に伴
い、表彰対象事業者の規模を
縮小することとなった。このこと
を踏まえ、事業者等に対し、
ジェンダー平等に関する意識
啓発を図るため、さいたま市内
企業等男女共同参画研修会を
実施した。

法改正や制度改正など国の動
向を注視し、事業者等への効
果的な啓発方法について検討
する。

人権政策・
男女共同参画課

事業所内保育事業所の新設
により、保育の受け皿を拡大
し、男女ともに子育てと就労の
両立ができる環境に寄与した
ため。

男女ともに子育てと就労の両
立ができるよう、保育の充実を
図っており、令和５年４月１日
現在の待機児童数は、０人と
なったものの、今後も保育需
要の増加が見込まれる地域が
あることから、更なる保育の受
け皿の確保が必要である。

今後については、待機児童の
状況を見ながら、必要に応じて
事業所内保育施設の整備に
係る相談・協議等を進める。

人権政策・
男女共同参画課

市内に本店を有する業者のう
ち加点業者の割合は約22%と
なっている。

本取組は次世代育成支援に
取組んでいる業者にインセン
ティブを与えるものであり、実
際の取組みへの直接的な効
果を及ぼすものではないが、
国における次世代育成支援の
方針を踏まえ、継続して取り組
んでいく必要がある。

令和５年度の取組みについて
は今年度と同様の内容で取組
むこととなるが、令和６年度以
降に実施する発注者別評価項
目の検討において、他の評価
項目とのバランスを踏まえ、適
否を含めた検討を行う。

契約課

20

出前講座について、性の多様
性を切り口にして、全ての働く
人が活躍できる職場について
考える講座を実施できた。
また、新規に実施した企業等
向けの研修会においてワー
ク・ライフ・バランスをテーマに
扱い、広く企業等向けの啓発
を行うことができたため。

より多くの方にワーク・ライフ・
バランスを意識していただくよ
う、継続して講座等を実施する
必要がある。

出前講座について、オンライン
も含めた実施手法や実施内容
について、受講者のニーズに
合わせた講座を実施していく。

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

人権政策・
男女共同参画課

性の多様性を切り口にして、全
ての働く人が活躍できる職場
について考える講座を実施で
きた。

より多くの方にワーク・ライフ・
バランスを意識していただくよ
う、継続して講座を実施する必
要がある。

オンラインも含めた実施手法
や実施内容について、受講者
のニーズに合わせた講座を実
施していく。

男
女
共
同
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画
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目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

１
仕
事
と
生
活
の
調
和
（

ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）

の
推
進

②
事
業
者
等
に
よ
る
取
組
の
促
進

62
労働時間短縮のための
啓発

定時退社の促進など労働時間短縮のため
の意識啓発を行うため、働く人の支援講
座（労務実務関連講座）の実施及び働く
人の支援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中でワーク・ライフ・バランスについて
扱い、周知・啓発を図った。
　テーマ：「働き方改革・ワークライフバ
ランスを考える」
　受講者数：８人
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、仕
事と家庭の両立等についての内容を掲
載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。

61
労働法規等への理解の
促進

労働法等に関する正しい理解と認識を深
めるため、働く人の支援講座（労務実務
関連講座）の実施及び働く人の支援ガイ
ドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中でワーク・ライフ・バランスについて
扱い、周知・啓発を図った。
　テーマ：「働き方改革・ワークライフバ
ランスを考える」
　受講者数：８人
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、仕
事と家庭の両立等についての内容を掲
載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。

60
仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）推
進事業

ワーク・ライフ・バランスの理解と意識
啓発を推進するため、働く人の支援講座
（労務実務関連講座）の実施及び働く人
の支援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中でワーク・ライフ・バランスについて
扱い、周知・啓発を図った。
　テーマ：「働き方改革・ワークライフバ
ランスを考える」
　受講者数：８人
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、仕
事と家庭の両立等についての内容を掲
載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
　また、ワーク・ライフ・バランス
をテーマとした講座を実施し
た。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。

59
「ＣＳＲチェックリスト」
の活用による意識啓発

「ＣＳＲ（企業の社会的責任）チェック
リスト」の活用により、ワーク・ライ
フ・バランスや多様な働き方への支援に
関する意識啓発を、市内中小企業に対し
て促します。

【数値目標】
「ＣＳＲチャレンジ企業認証企業数」
10社（平成29年度）
→25社／年度（平成30年度～令和2年
度）

令和２年度をもって、「ＣＳＲチャレンジ
企業認証制度」は廃止。
（令和３年度から「ＳＤＧｓ企業認証制
度」に発展的に移行）

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

82



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

△ R2 E

R3 －

R4 －

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。 労働政策課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、仕事と家庭の両立等に関
する周知・啓発を図ることがで
きたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう内容・レイアウト等を工
夫する必要がある。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、仕事と家庭の両立に関す
る周知・啓発を図ることができ
たため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

経済政策課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、仕事と家庭の両立に関す
る周知・啓発を図ることができ
たため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課

22
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目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

①
介
護
者
支
援
策
の
充
実

２
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た
子
育
て
・

介
護
者
支
援
策
の
充
実

１
仕
事
と
生
活
の
調
和
（

ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）

の
推
進

③
育
児
・
介
護
休
業
等
へ
の
理
解
と
取
組
の
促
進

65
認知症サポーター養成
事業

認知症について正しく理解し、認知症の
人や家族を温かく見守る応援者となる、
認知症サポーターの養成や周知・啓発を
行います。

【数値目標】
「認知症サポーター養成数」
62,719人（平成29年度末）
→今後３年間で24,600人養成

認知症サポーターの養成を推進し、認
知症になっても住み慣れた地域のよい
環境で暮らし続けることができる地域づ
くりを推進した。
<認知症サポーター養成数>
実績
・令和４年度　3,185人
・平成30年度～令和４年度累計
　26,028人

男女の区別なく多くの方が受
講できるよう、土日にも認知症
サポーター養成講座を開催し
た。

64
介護に関する情報提供と
相談の充実

介護保険事業等に関する情報提供を実施
します。また、各区役所に介護保険相談
員を配置し、介護相談を行います。

各区役所高齢介護課に配置している
介護保険相談員により、介護保険全般
に関する相談の受付を随時行った。

なるべく多くの市民に内容を理
解していただけるよう継続して
取り組みを行う。

64
介護に関する情報提供と
相談の充実

介護保険事業等に関する情報提供を実施
します。また、各区役所に介護保険相談
員を配置し、介護相談を行います。

各区役所高齢介護課に配置している
介護保険相談員により、介護保険全般
に関する相談の受付を随時行った。

なるべく多くの市民に内容を理
解していただけるよう継続して
取り組みを行う。

さいたま市職員の育児休業、育児短時間
勤務、部分休業、介護休暇の取得を促進
します。

【数値目標】
「男性の育児休業取得率　※教職員除
く」
12.1％（平成29年度）
→13.0％（令和2年度）

育児休業等の取得率促進のため、以
下の取組を行った。
①イクボス宣言の実施
②男性職員の育児休業取得経験談の
収集、発信
③結婚、子の出生があった職員への子
育て支援制度に関するチラシ配布
④基本研修（２年次、５年次、主任研
修、主査研修他）での子育て支援制度
の周知及びキャリアデザイン意識の醸
成
⑤育児休業取得等の相談窓口の設定
（男性育児の自主研究グループによる
相談受付）
※令和４年度の男性の育児休業取得
率 61.8％

男性職員の育児休業取得経
験談の収集、発信や男性育児
の自主研究グループの活動に
ついて周知する等、男性の育
児参加に焦点をあて、積極的
なPRを行った。

37
Ⅱ・Ⅳ-
3-①

に再掲

育児・介護休業制度の
普及・啓発

育児・介護休業法等に関する正しい理解
と認識を深めるため、働く人の支援講座
（労務実務関連講座）の実施及び働く人
の支援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で育児・介護休業法を扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、育
児・介護休業等の諸制度について掲載
した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。（例　育児休業は男女とも
に取得可能である旨明記する
等）
　また、育児・介護休業法の改
正のポイントとして、産後パパ
育休の創設等についても掲載
した。

63
Ⅳ-
3-①

に再掲

育児休業・介護休暇取得
の促進

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

◎ R1 A

◎ R2 A

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

○ R2 B

△ R3 B

R4 B

いきいき長寿推進課24

男女ともに認知症の理解促進
をおこなった。

新型コロナウイルス感染症の
影響で、サポーター養成数が
コロナ禍前より減少傾向にあ
るが、引き続き、多くの方に受
講いただけるよう取り組んでい
く。

引き続き男女ともに認知症サ
ポーターの養成に取り組んで
いく。

男女それぞれからの相談を受
け付け、介護保険制度等につ
いて説明。内容を理解してい
ただくと共にサービスの利用に
つなげている。

介護保険制度等の内容を理解
していただくと共にサービスの
利用につなげてるため、引き
続き窓口において説明をして
いく。

なるべく多くの市民に内容を理
解していただけるよう継続して
取り組みを行う。

23

育児休業等の取得促進のた
めの取組を行い、男性の育児
休業取得率が目標値を大きく
上回ったため。

女性の育児休業取得率と比較
して、男性の育児休業取得率
は依然として低い状況にある
ため、引き続き男性の育児休
業取得率を向上させる必要が
ある。

今後も取組を継続し、男性の
育児休業取得率等の更なる向
上を図る。

介護保険課

人事課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、育児・介護休業法等に関
する正しい理解と認識を深め
るために、周知・啓発を図るこ
とができたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課
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目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

２
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た
子
育
て
・

介
護
者
支
援
策
の
充
実

①
介
護
者
支
援
策
の
充
実

69
レスパイトサービスの
実施

知的障害児（者）の介護者を一定期間介
護から解放し、心身のリフレッシュを図
るために知的障害児（者）を一時的に生
活ホームで預かります。

実施事業者が休止し再開の見込みが
ないこと等からR3年度末に事業を廃止
し、実施なし。

地域密着型特別養護老人ホーム1施設
24床及び認知症対応型共同生活介護3
施設63床を採択した。
施設の定員 8,519人

利用者が男女の区別なく、十
分な介護サービスを受けられ
るように配慮した。

68
生活支援ショートステイ
の実施

介護保険制度によるサービスを受けられ
ない場合などを対象に、養護老人ホー
ム・特別養護老人ホーム・介護老人保健
施設への短期入所サービスを実施しま
す。

延べ利用日数　4,604日 事業の対象となる単身高齢
者、その他の介護者や養護者
がいない高齢者について、適
切に事業を実施した。

67
介護保険関連施設等の
整備促進

在宅での介護が困難な高齢者が必要な
サービスを受けられるよう、民間事業者
による整備の促進を図るため、施設建設
費等の一部助成などを行います。

【数値目標】
「施設の定員」
7,824人（平成29年度末）
→8,481人（令和2年度末）

66
介護者サロン・カフェの充
実（介護者支援体制充実事
業）

介護をしている人が悩みや疑問を語り合
う介護者サロン・カフェを設置するとと
もに、介護者サロン実施主体の地域包括
支援センターを広く周知します。
【数値目標】
①介護者サロンの実施回数
②介護者カフェの実施か所数
③地域包括支援センターの認知度
①923回、②４か所、③現状値なし
（平成29年度末）
→①980回、②８か所、③指標の設定
（令和２年度末）

①602回
②22か所
③指標を設定（令和7年度までに65％）
（令和4年度は55％）

コロナ禍でも事業継続でき、男
性にも好評な介護者サロンの
オンライン開催の取組を紹介
した。

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

△ R2 C

R3 C

R4 C

○ R1 B

○ R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 －

R2 －

R3 －

R4 －

障害福祉課
（障害支援課）

28

計画に基づいて整備を行い、
概ね目標を達成できたため。

利用者及び職員に対する処遇
に配慮し、引き続き必要な施
設整備を推進する必要があ
る。

利用者及び職員に対する処遇
に配慮し、引き続き必要な施
設整備を推進する。

介護保険課

事業の対象となる単身高齢
者、その他の介護者や養護者
がいない高齢者について、適
切に事業を実施したため。

単身高齢者の増加が見込ま
れる中で、本事業が地域にお
ける支援ニーズに適切に対応
しているのか、限りある財源と
の兼ね合いを含め、継続的に
検証していく必要がある。

単身高齢者の増加が見込ま
れる中で、本事業が地域にお
ける支援ニーズに適切に対応
しているのか、限りある財源と
の兼ね合いを含め、継続的に
検証していく必要がある。 高齢福祉課

25
26
27

感染症の影響により数値目標
が達成できなかったことから、
「C」とした。

介護者サロンについて、オン
ライン開催の取組が広がって
いないため、開催回数が達成
できていない。

介護者サロンのオンライン開
催、男性向け介護者サロンの
取組の拡充を推進する。
多くの方に介護者サロンを利
用してもらうため、市民向けに
地域包括支援センター（介護
者サロン）の周知を行う。

いきいき長寿推進課
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目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

②
子
育
て
支
援
策
の
充
実

２
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た
子
育
て
・
介
護
者
支
援
策
の
充
実

初めて出産する妊婦とその夫を対象に、
妊娠・出産・産褥及び育児に関する講義
や実習等を各区役所で実施します。

新型コロナウィルス感染症の感染状況
に応じて、対面・オンライン・ハイブリッド
形式で教室を実施した。
実施延回数162回、参加実人数4279
人。参加者アンケートでは、内容を理解
できたと回答した割合が98.1％であっ
た。

妊娠・出産・育児についての理
解と協力を促し、積極的に家
事・育児に取り組めるように社
会資源の情報提供も含めた内
容の教室を実施した。また、教
室内で出産前教室動画につい
て周知した。

70 育児学級の開催

おおむね生後２～３か月の児とその保護
者を対象に、育児について学び、親子の
ふれあいや親同士が交流する場を提供
し、子どもの発育・発達や母子の愛着形
成などの情報を発信し、育児不安の軽減
を図るため「育児学級」を各区役所で実
施します。

【数値目標】
「育児不安軽減者の割合」
78.3％（平成29年度末）
→80％以上（令和５年度）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、会場開催時は2部制実施や2部
屋実施とした。また、1部あたりの定員
縮小や講義時間を短縮したり、オンライ
ン開催とした区もあった。新型コロナ
ウィルス感染拡大のため、各区8月～
10月のいずれかで中止した回があっ
た。
教室内容の満足度は94.8％、育児不安
の軽減率は81.5％であった。

父親も参加することができる講
座や遊び場の情報提供を行う
とともに、新型コロナウィルス
の感染拡大防止対策を講じな
がら可能な限り事業を実施で
きるようオンライン開催をする
などし、父母の育児不安軽減
に努めた。

33
Ⅱに
再掲

出産前教室の実施

72 子育てヘルパー派遣事業

体調不良などで昼間、家事や育児の手伝
いをしてくれる方がいない子育て世帯に
ホームヘルパーを派遣し、家事・育児支
援を行います。

介護事業者等への委託により実施。
利用件数：1,028件

仕事をしている方もいつでも申
請できるよう電子申請での申
込受付を開始した。

71
ファミリー・サポート・
センターの充実

育児の援助を受けたい方（依頼会員）と
育児の援助を行いたい方（提供会員）か
らなる会員組織で、会員による相互援助
活動の調整などをアドバイザーが行いま
す。

ファミリー・サポート・センター事業を委
託にて実施。
提供会員数：1,197人

令和２年度からではあるが、本
来であれば、依頼会員の入会
説明会の実施をしていたが、
新型コロナウイルス感染防止
対策のため、書類の提出によ
る申し込みとし、利用したい会
員への配慮を行っている。

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

◎ R1 A

○ R2 B

○ R3 B

◎ R4 A

R1 A

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 B

R3 B

R4 B

コロナ禍でありながら昨年度に
比べ利用実績が増え、安定し
た事業運営ができたため。

働く親たちが仕事と育児を両
立できる環境を整備するため、
提供会員の確保が必要であ
る。

新型コロナウィルス感染症の
影響で、教室の実施方法や内
容を変更しながら教室を実施
することができた。また、参加
者のアンケートの結果、内容を
理解できたと回答した割合が
昨年度と同程度であった。以
上の理由から自己評価Bとし
た。

新型コロナウィルス感染症の
影響で教室の実施方法等に変
更があり各区で工夫して対応
した。今後も実施方法等が変
更する可能性はあるが、そう
いった場合でも妊婦と夫や
パートナー等が対等に協力し
て妊娠・出産・育児に取り組ん
でいけるように引き続き教室を
工夫して実施する必要があ
る。

29

育児不安軽減者の割合が
81.5%であり、数値目標を達成
したため、自己評価をAとした。

会場開催時、座談会を中止し
た区は3区あった。実施する場
合は、時間短縮や任意参加と
する等し実施した。通常開催
時と比較し親同士が交流する
機会が減っている。

父母が前向きに育児に取り組
めるように、引き続き父親も参
加することができる講座や遊
び場の情報提供をしていく。ま
た、育児不安が強い方につい
ては、引き続き個別支援をして
いく。

地域保健支援課

教室の実施方法等に変更が
あった場合でも、妊婦と夫や
パートナー等が対等に協力し
ながら育児に取り組めるような
教室内容を実施する。

地域保健支援課

引き続き提供会員の確保に努
め、安定した事業運営となるよ
う、委託事業者と調整してい
く。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

ホームページにて事業所を募
集し、新たに2社と追加契約を
行い、増加する申込者に対し、
概ね安定した事業運営ができ
た。

さらなる安定した事業運営を行
うため、事業者の確保が必要
である。

事業者を増やすため、市ホー
ムページ等を活用し、引き続き
事業者を募集していく。

子育て支援課
（子育て支援政策課）
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目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

２
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た

子
育
て
・
介
護
者
支
援
策
の
充
実

②
子
育
て
支
援
策
の
充
実

全ての市民を対象とし、個々
の相談に対して個別性を尊重
し対応することを前提とし、情
報提供している。

73
Ⅶに
再掲

子どもショートステイ
事業

75
子育て支援拠点施設整備・
運営事業

３歳未満の児童及びその保護者が、気軽
に集い交流を図れる場を提供するととも
に、保護者に対し育児不安などについて
の相談指導を実施します。

【数値目標】
「単独型施設数」
　10カ所（平成29年度末）
　→10カ所（令和５年度）

3歳未満の子ども及びその保護者が、
気軽に集い、交流を図れる場を提供す
るとともに、保護者が抱える育児不安な
どについて相談指導を実施した。

単独型実施施設数
10か所

父親向けイベントを全10セン
ターで実施することができた。
また、全10センターでオンライ
ンイベントを実施し、２センター
で、オンラインを活用した父親
向けのイベントも実施した。

74 小児救急医療体制の充実

子どもが急病のときに看護師などがアド
バイスを行う「さいたま市子ども急患電
話相談」を実施します。また、市民向け
医療機関情報検索サイト「さいたま市医
療なび」を公開します。

・子どもが急病のときに、看護師等が家
庭での対処や医療機関への受診のア
ドバイスを行う「子ども急患電話相談」
を、月～金曜日は17時～翌９時、土・日
曜日、祝・休日、年末年始は９時～翌９
時に実施している。

・パソコンやスマートフォンから市内の
医療機関情報を検索できる市民向けサ
イト「医療なび」を開設している。

疾病、疲労、怪我、看護、冠婚葬祭、出
張、災害などの理由により、家庭におい
ての養育が一時的に困難になったとき、
児童養護施設などに空きがある場合、児
童を短期間預かります。

【数値目標】
「契約施設数」
６施設（毎年度契約）
（平成29年度末）
→６施設（毎年度契約）
（令和５年度）

児童養護施設等において、養育・保護
が必要な児童の預かりを行った。
利用実績：延べ人数6名、延べ日数36
日

施設契約数
６施設

男女を問わず、児童の養育を
行うことが一時的に困難になっ
たときに施設にて一時預かり
ができる体制としている。

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

◎ R1 A

◎ R2 A

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

◎ R2 B

◎ R3 B

◎ R4 B

オンラインイベントの実施やや
来場者の人数制限、開室時間
の制限を設け、感染症対策に
配慮しながら事業を継続する
ことができた。

母親の育児不安や負担感を緩
和するため、男性保護者の育
児参加を推進する必要があ
る。

父親が来場しやすいイベント
や講座の企画、センターの雰
囲気づくりを行い、父親の育児
参加を推進を支援していく必
要がある。 子育て支援課

（子育て支援政策課）

空床利用のため、満床の場合
や利用希望が重複したときな
ど、希望に応じられない場合
があるため、受け入れ可能な
施設等の追加等について、検
討する。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

市民等へ「子ども急患電話相
談」・「医療なび」の周知を行
い、男女の区別なく、個別性を
尊重して、本事業を実施した。

個々の相談に、個別性を尊重
した対応を引き続き実施

個々の相談に、個別性を尊重
した対応を引き続き実施

地域医療課

31

30

児童の養育を行うことが一時
的に困難になったときに、男女
を問わず、児童を一時的に預
かれる場所として、児童養護
施設等計６施設と契約を行っ
た。
契約施設数が6施設と目標を
達成したため、「A」評価とし
た。

空床利用のため、満床の場合
や利用希望が重複したときな
ど、希望に応じられない場合
がある。

男
女
共
同
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画
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く
り
の
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部

Ⅳ

9190



目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

２
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た
子
育
て
・
介
護
者
支
援
策
の
充
実

④
保
育
施
設
等
の
整
備
・
充
実

③
子
育
て
情
報
の
提
供
と
学
習
機
会
の
充
実

80
認可保育所の延長保育・
一時預かり事業

子育てと仕事の両立を支援するため、認
可保育所における延長保育及び一時的に
家庭での育児が困難な場合や保護者の育
児疲労の解消に対応するため、一時預か
り事業を拡充します。

令和４年度新設園のうち、延長保育に
ついては認可保育施設27園、一時保育
については認可保育施設1園で新たに
実施した。

男女共に仕事と育児を両立で
きるよう、働く親の就労形態や
就労時間の多様化に対応した
保育の充実を図った。

57
Ⅳ-
1-②
に再掲

事業所内保育事業推進
事業

企業等が、既存の事業所内保育施設にお
いて地域の児童の受入枠を設ける場合、
または新規に事業所内保育事業を実施す
る場合、事業実施に係る支援、運営費の
補助を行います。

事業所内保育事業所３施設を新設し、
50人分の定員を拡大した。

事業所内保育事業所3施設の
新設整備により、保育の受け
皿を拡大し、働きながら子育て
しやすい環境の整備を推進し
た。

79
Ⅵに
再掲

ふれあい親子支援事業

子育てに関する悩みを抱える母親同士
が、話し合いを通して不安を解決できる
よう支援を行い、虐待の防止や早期発見
に取り組みます。

【数値目標】
「自分の気持ちを話せる母親の割合」
　100％（平成29年度末）
　→100％（令和５年度）

23回開催し、延べ40人参加した。子ども
との生活の中で、うまくいかないことを
振り返ったり、母親自身の親世代も含
めた家族全体の話も含めて、参加者全
員が自分の気持ちを話すことができ
た。また、参加者同士の話を聞くこと
で、母子関係を見つめ直す機会になっ
ている。

子どもとの関係だけではなく、
夫婦関係の話、家事・育児の
分担の話を共有し、対等な関
係性を意識できるように配慮し
た。

78 親子教室の開催

児童センターの自主事業として保健師に
よる健康の話、赤ちゃん体操や手遊び、
絵本の読み聞かせ、工作など様々な教室
を開催します。

児童センター18館で赤ちゃん体操、手
遊び、絵本の読み聞かせ、土日プチタ
イム、おとうさんもあそぼう、工作等の
教室を感染対策を取りながら少人数制
で実施した。
また、助産師による乳児相談や保健師
による健康講話、家庭児童相談員によ
る育児相談、栄養士による食育講話、
歯科衛生士による歯磨き指導といっ
た、外部講師による教室も、感染対策
を取りながら実施した。

感染拡大防止のため、事業の
周知を控え、人数を制限せざ
るを得なかった。

77
子育て支援ネットワークの
充実

市民サービスの向上を図るため、子育て
支援関係機関、団体等が連携し、子育て
支援に係る様々な課題について情報を共
有し、意見交換を行います。

【数値目標】
「ネットワーク会議の開催回数」
　１回（平成29年度末）
→１回（令和５年度）

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、書面会議とした。

開催１回

関係機関や団体が、今後の子
育て支援のあり方について協
議、情報提供する場であり、男
女を問わず参加できる。

冊子やウェブサイトの表記に
ついて、男女の表現に偏りの
ないよう配慮した。

76 子育て情報の提供

子育て応援ダイヤルの実施、子育て応援
ブックなどの情報誌の発行、子育て専用
のホームページ「さいたま子育てＷＥ
Ｂ」の運営など、市内の子育てに関する
情報を集約し、広く提供します。

【数値目標】
「子育て応援ブックの発行数」
　50,000部（平成29年度末）
　→50,000部（令和５年度）

子育て応援ダイヤルの実施、子育て応
援ブックなどの情報誌の発行、子育て
専用のホームページ「さいたま子育て
WEB」の運営などにより、子育て情報の
提供を行った。

子育て応援ブック発行部数
50,000部

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

◎ R2 B

◎ R3 B

◎ R4 B

○ R1 B

◎ R2 B

◎ R3 B

◎ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

◎ R2 B

◎ R3 B

◎ R4 B

R1 －

R2 －

R3 A

R4 A

R1 B

R2 A

R3 A

R4 A

延長保育、一時保育を実施す
る施設数が増加したことによ
り、ライフスタイルに対応した
多様な保育サービスの提供な
どを推進したため。

ライフスタイルに対応した多様
な保育サービスの提供などを
さらに推進していく必要があ
る。

保護者が求めるニーズをふま
え、引き続き実施施設の拡大
を図る必要がある。

保育課・保育施設支援課
（保育課）

34

事業所内保育事業所の新設
により、保育の受け皿を拡大
し、男女ともに子育てと就労の
両立ができる環境に寄与した
ため。

男女ともに子育てと就労の両
立ができるよう、保育の充実を
図っており、令和５年４月１日
現在の待機児童数は、０人と
なったものの、今後も保育需
要の増加が見込まれる地域が
あることから、更なる保育の受
け皿の確保が必要である。

今後については、待機児童の
状況を見ながら、必要に応じて
事業所内保育施設の整備に
係る相談・協議等を進める。

のびのび安心子育て課

安心して自分の気持ちや考え
を表現できるように目を見て相
槌を打つなど配慮した。毎回
最後にワークを実施し、気持ち
を落ち着かせたり、具体的な
対処方法を学べる機会となる
よう工夫した。

夫婦関係を含め、対等な関係
性をどのように築けるのかに
ついて具体的な方法を検討す
る必要がある。

夫婦関係を話す中で、役割分
担意識にも視点を向けて話を
していく。

地域保健支援課

書面会議により情報共有がで
きたため。

多くの機関が参加できるよう、
集合形式や書面方式等、今後
の会議開催方法を検討し、今
後も効率的な会議運営を実施
していく必要がある。

開催方法について引き続き検
討していく。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

コロナ対策による人数制限を
設けたが、様々な教室を開催
することで、子育てによる負担
感や不安感の解消を図った。
また、男性が参加する機会や
親同士が共感できる場としても
機能しており、一定の効果が
あったため。

ニーズに沿った内容の設定や
参加機会が増えるよう実施回
数の設定。また、多くの方に
知っていただける周知方法の
工夫。

事業を継続するとともに、男性
を含めより多くの方に参加いた
だけるよう内容や実施回数、
広報について検討していく。

子ども政策課
（青少年育成課）

33

32

予定通り冊子を発行できたた
め。

冊子の更新にあたり、イラスト
の男女比や色使いに引続き配
慮する。

父親の育児参加の推進など、
引き続き性別役割分担意識の
解消に配慮し、情報提供に努
める。また、子育て応援ブック
を利用した方の意見を取り入
れるためのウェブアンケート活
用し等について検討していく。 子育て支援課

（子育て支援政策課）
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目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

２
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
し
た
子
育
て
・
介
護
者
支
援
策
の
充
実

④
保
育
施
設
等
の
整
備
・
充
実

85 障害児保育の充実
障害のある子どもを幅広く認可保育所で
受け入れ、集団保育の中での健全な成
長・発達を促します。

令和４年度は、公立保育園61園、私立
保育施設143園において心身の発達に
遅れ等のある児童を受け入れた。

男女共に仕事と育児を両立で
きるよう、働く親の就労形態や
就労時間の多様化に対応した
保育の充実を図った。

84 放課後児童健全育成事業

児童福祉法に基づき、公設及び民設の放
課後児童クラブにおいて、就労などによ
り保護者が昼間家庭にいない小学生に適
切な遊びや生活の場を提供し、健全な育
成・指導を行います。

【数値目標】
「利用ニーズに対する入所者の割合」
96.6%（平成30年4月1日）
→100％（令和５年度）

公設クラブ74か所、民設クラブ225か所
で事業を実施した。

「利用ニーズに対する入所者の割合」
97.3％（令和５年４月１日）

放課後児童クラブの受け入れ
可能児童数を拡大した。

83
私立幼稚園預かり保育
事業の充実

私立幼稚園の正規の教育時間の前後に実
施する「預かり保育事業」に対して補助
金を交付します。
また、一定の要件を満たす幼稚園（「子
育て支援型幼稚園」）の認定制度を創設
し、その普及を促進します。

【数値目標】
「子育て支援型幼稚園の認定園数」
現状値なし（平成29年度末）
→35園（令和2年度）

・私立幼稚園等における預かり保育事
業に対し、補助金を交付した。
・子育て支援型幼稚園を令和４年度に
新たに２園認定し、令和５年度の認定
園数は48園になった。

男女とも仕事と育児を両立で
きるよう、年間を通して長時間
預かる施設への補助の加算や
子育て支援型幼稚園のPRを
実施している。

82 認可保育所等の拡充

民間活力を利用した認可保育所等の設置
や、 年間を通じて長時間の預かり保育
を実施する「子育て支援型幼稚園」の利
用を促進させるとともに、「保育ママ」
といった新たな事業を創設することで、
保育所等利用待機児童の解消を図りま
す。

【数値目標】
「保育所等利用待機児童数」
315人（平成30年4月1日）
→０人（令和５年度）

認可保育所11施設、認定こども園１施
設、小規模保育事業所４施設、事業所
内保育事業所３施設を整備し、956人分
の定員を拡大した。

「保育所等利用待機児童数」
０人（令和５年４月１日）

前年度に引き続き、認可保育
所11施設、認定こども園１施
設、小規模保育事業所４施
設、事業所内保育事業所３施
設の新設により、定員の拡大
を図った。

81 病児保育室の拡充

保育所などを利用中の児童が、病気又は
病気回復期のため集団保育が困難な時期
に、病院又は保育所などの専用スペース
で一時的に預かる「病児保育」の実施施
設を拡充します。

【数値目標】
「病児保育室施設数」
９施設（平成30年4月1日）
→14施設（令和５年度）

病児保育室の追加整備にあたり、整備
検討地域における保護者の負担状況
等を把握するアンケート調査や、医師
会への意見聴取を行ったが、医療機関
の新型コロナ対応の状況等を踏まえ、
整備時期を見直すこととなった。
「病児保育室施設数」
11施設（令和５年４月１日）

既存の病児保育室ではカバー
できていない地域について、病
児保育室の追加整備を検討し
た。

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

△ R1 D

○ R2 B

△ R3 D

△ R4 D

△ R1 D

△ R2 C

△ R3 B

△ R4 B

◎ R1 A

◎ R2 A

R3 A

R4 A

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

R1 B

R2 B

R3 A

R4 A

障害のある子どもの受入施設
数が増加したことにより、ライ
フスタイルに対応した多様な保
育サービスの提供などを推進
したため。（前年度参考：公立
保育園61園、私立保育施設
112園）

ライフスタイルに対応した多様
な保育サービスの提供などを
さらに推進していく必要があ
る。

保護者が求めるニーズをふま
え、引き続き実施施設の拡大
を図る必要がある。

保育課・保育施設支援課
（保育課）

民設放課後児童クラブの新設
等によって、受入可能児童数
を拡大できたため。

利用ニーズの増加に対応する
ため、更なる施設整備が求め
られている。

引き続き民設放課後児童クラ
ブの整備促進に取り組む。

幼児・放課後児童課
（青少年育成課）

38

37

36

35

子育て支援型幼稚園の認定
園数について、当初の経過目
標を上回って認定できたため。

共働き世帯の増加により、預
かり保育の需要が高まってい
る。需要の増加に対応し、各
園の預かり保育がさらに充実
するように支援する必要があ
る。

ほとんどの私立幼稚園等にお
いて、預かり保育事業が実施
されている。
今後は、私立幼稚園等の理解
と協力を得ながら、預かり保育
事業の更なる長時間化、長期
間化を促進していく。

幼児・放課後児童課
（幼児政策課）

認可保育所等の整備により、
保育の受け皿を拡大し、待機
児童の状況について、改善が
見込まれるため。

男女ともに子育てと就労の両
立ができるよう、保育の充実を
図っており、令和５年４月１日
現在の待機児童数は、０人と
なったものの、今後も保育需
要の増加が見込まれる地域が
あることから、更なる保育の受
け皿の確保が必要である。

今後も保育需要の増加が見込
まれるため、引き続き、認可保
育所等の施設整備を進め、多
様な保育の受け皿確保を進め
る。

のびのび安心子育て課

整備検討地域における医療機
関の新型コロナ対応の状況等
を踏まえ、整備時期を見直す
こととなったため。

男女ともに子育てと就労の両
立ができるよう、多様な保育の
充実を図るため、病児保育室
の追加整備を実施する必要が
ある。

今後は、既存の病児保育室で
はカバーできていない地域へ
の追加整備について、新型コ
ロナの状況も見極めながら進
める。

のびのび安心子育て課

男
女
共
同
参
画
の
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の
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Ⅳ
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目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

①
男
性
の
家
庭
生
活
・
地
域
活
動
へ
の
参
画
の
促
進

３
男
性
の
家
庭
生
活
・
地
域
活
動
へ
の
参
画
の
促
進

37
Ⅱ・Ⅳ-
1-③

に再掲

育児・介護休業制度の
普及・啓発

育児・介護休業法等に関する正しい理解
と認識を深めるため、働く人の支援講座
（労務実務関連講座）の実施及び働く人
の支援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で育児・介護休業法を扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、育
児・介護休業等の諸制度について掲載
した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。（例　育児休業は男女とも
に取得可能である旨明記する
等）
　また、育児・介護休業法の改
正のポイントとして、産後パパ
育休の創設等についても掲載
した。

63
Ⅳ-
1-③

に再掲

育児休業・介護休暇取得
の促進

さいたま市職員の育児休業、育児短時間
勤務、部分休業、介護休暇の取得を促進
します。

【数値目標】
「男性の育児休業取得率　※教職員除
く」
12.1％（平成29年度）
→13.0％（令和2年度）

育児休業等の取得率促進のため、以
下の取組を行った。
①イクボス宣言の実施
②男性職員の育児休業取得経験談の
収集、発信
③結婚、子の出生があった職員への子
育て支援制度に関するチラシ配布
④基本研修（２年次、５年次、主任研
修、主査研修他）での子育て支援制度
の周知及びキャリアデザイン意識の醸
成
⑤育児休業取得等の相談窓口の設定
（男性育児の自主研究グループによる
相談受付）
※令和４年度の男性の育児休業取得
率 61.8％

男性職員の育児休業取得経
験談の収集、発信や男性育児
の自主研究グループの活動に
ついて周知する等、男性の育
児参加に焦点をあて、積極的
なPRを行った。

目標Ⅳ　男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

◎ R1 A

◎ R2 A

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、育児・介護休業法等に関
する正しい理解と認識を深め
るために、周知・啓発を図るこ
とができたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課

人事課23

育児休業等の取得促進のた
めの取組を行い、男性の育児
休業取得率が目標値を大きく
上回ったため。

女性の育児休業取得率と比較
して、男性の育児休業取得率
は依然として低い状況にある
ため、引き続き男性の育児休
業取得率を向上させる必要が
ある。

今後も取組を継続し、男性の
育児休業取得率等の更なる向
上を図る。
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目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり

１
働
く
場
に
お
け
る
男
女
の
均
等
待
遇
の
促
進

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

86
職務・職場の固定的性別役
割分担意識の見直しの推進

職員研修の開催、男女共同参画職員ハン
ドブックの配布などにより、職務・職場
における固定的な性別役割分担意識の見
直しを促進します。

88
採用時における男女平等意
識の啓発

企業の事業主・人事担当・管理職の方を
対象に、男女均等な採用選考の意識啓発
を図るため、働く人の支援講座（労務実
務関連講座）の実施及び働く人の支援ガ
イドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で労働法規について扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、働
き始める前に知っておきたいこと等につ
いての内容を掲載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

・新規採用職員向けに「男女共同参画
職員ハンドブック」を利用した研修を実
施したほか、職員用情報システムの全
庁掲示板へハンドブックを掲載し周知を
図った。
・庁内各課所等から選出された職員を
対象に、「政策・方針決定過程への女
性の参画について」、テーマとして職員
研修を実施した。

審議会等への女性の登用の
促進と、市の施策への男女共
同参画の視点の重要性につい
ての理解の促進のため、「政
策・方針決定過程への女性の
参画について」をテーマに研修
を実施した。

87
男女雇用機会均等法の
普及・啓発

男女雇用機会均等法に関する正しい理解
と認識を深めるため、働く人の支援講座
（労務実務関連講座）の実施及び働く人
の支援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で労働法規について扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、男
女雇用機会均等法についての内容を
掲載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。

①
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
と
待
遇
の
確
保
の
促
進

目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

労働政策課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、労働法等に関する正しい
理解と認識を深めるために、
周知・啓発を図ることができた
ため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課

人権政策・
男女共同参画課

全庁

「男女共同参画職員ハンドブッ
ク」の周知、職員研修の実施
により、職務・職場における固
定的な性別役割分担意識の
見直し及び性的少数者に対す
る理解を促進する機会とする
ことができた。
【職員研修】
・受講者数：390人
・研修の内容の理解度：99.0%
・「施策の実施にあたり男女共
同参画の視点が必要であるこ
との理解度」:99.0％

より多くの職員への啓発となる
よう、周知方法や、実施方法
等を引き続き工夫する必要が
ある。

引き続き、テーマや実施方法
等を工夫し研修を開催する。ま
た、職員用情報システムにより
研修内容およ職員向けハンド
ブック等を全職員に周知する。

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、多様で柔軟な働き方の実
現や、、男女雇用機会均等法
等に関する正しい理解と認識
を深めるために、周知・啓発を
図ることができたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。
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目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

②
積
極
的
格
差
是
正
措
置
の
具
現
化
に
向
け
た
取
組
の
促
進

92
再就職支援のための講座等
の開催

女性の再就職支援をテーマとした講座・
講演会を開催します。

主催講座「ライフキャリア講座」にて、講
座とした。
講師：竹信三恵子
申込者数：37人
視聴回数：140回

新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、オンライン
による講座を実施した。

91
女性労働に関する情報の
収集・提供

企業の事業主・人事担当・管理職の方を
対象に、女性労働に関する情報を提供す
るため、働く人の支援講座（労務実務関
連講座）を実施します。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で女性が働きやすい職場環境や、
女性活用について扱い、周知・啓発を
図った。
　テーマ：「働く女性の活躍支援を考え
る」
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　受講者数：８人
　アンケート結果：100％が満足と回答
答

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
　また、女性の活躍支援をテー
マとした講座を実施した。

90
Ⅵに
再掲

女性労働に関する情報の
収集・提供

女性の労働に関する図書やチラシなどの
情報を収集するとともに、貸出し・提供
します。

国、県及び関係機関から提供された女
性のチャレンジ支援に関する資料や図
書等の各種資料を収集し、男女共同参
画推進センターにおいて情報提供を
行った。
・男女共同参画推進センター
　図書2546冊、情報誌3冊、ビデオ123
作品

女性の労働に関するものも含
め、男女共同参画の課題解決
に資する資料をセンター内で
検討、選定し、情報提供を行っ
た。また、情報・資料コーナー
の一部に、ビデオ視聴スペー
スを設置している。

89
女性技術者を雇用している
企業への入札制度における
優遇措置

建設工事競争入札参加資格審査における
等級区分において、女性技術者を雇用し
ている「市内に本店を有する企業」に発
注者別評価点を加点します。

建設工事競争入札参加資格審査の等
級区分において、市内に本店を有する
業者のうち、女性技術者を雇用してい
る業者に対し、発注者別評価点として
10点の加点を行った。

前年度に引き続き、女性技術
者を雇用している業者にインセ
ンティブを与えることで、女性
技術者が工事現場に配置さ
れ、性別にかかわりない安全
体制づくりや品質管理を図っ
た。

58
Ⅳに
再掲

積極的な取組を行っている
事業者への表彰制度の実施

男女共同参画の推進に関する積極的な取
組を行っている市内の事業者を表彰し、
その取組を広く周知します。

【数値目標】
「表彰事業者数」
２事業者（平成30年度）
→３事業者／年度（令和５年度）

男女がともに働きやすい職場づくりに
向け男女共同参画の推進に積極的に
取り組んでいる市内事業者を「さいたま
市男女共同参画推進事業者」として表
彰した。
・募集期間：令和４年８月１日～８月20
日
・表彰事業者：なし

表彰制度を広く周知するため、
チラシを市内公共施設に配置
し、市ホームページに掲載し
た。

52
Ⅲ・Ⅴ-
2-③
に再掲

積極的格差是正措置（ポジ
ティブ・アクション）の周
知

企業の事業主・人事担当・管理職の方を
対象に、ポジティブ・アクションの周知
を図るため、働く人の支援講座（労務実
務関連講座）の実施やホームページでの
周知を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で女性が働きやすい職場環境や、
女性活用について扱い、周知・啓発を
図った。
　テーマ：「働く女性の活躍支援を考え
る」
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　受講者数：８人
　アンケート結果：100％が満足と回答
・厚生労働省の行うポジティブ・アクショ
ンの取り組みについて、ホームページ
で周知を行った。

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
　また、女性の活躍支援をテー
マとした講座を実施した。
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目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

△ R4 C

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 A

R4 A

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。

市内に本店を有する業者のう
ち加点業者の割合は約27%と
なっている。

本取組は女性技術者を雇用す
る業者にインセンティブを与え
るものであり、実際の雇用状
況に直接的な効果を及ぼすも
のではないが、男女共同参画
推進の観点から、継続して取
り組んでいく必要がある。

女性の労働に関する図書や関
係機関の各種資料を収集し、
一層の充実を図るとともに、講
座等にて引き続き周知する。

労働政策課

21

女性活躍推進法の改正に伴
い、表彰対象事業者を雇用す
る従業員数100人以下の事業
者等としたところ、応募事業者
がなかった。

女性活躍推進法の改正に伴
い、表彰対象事業者の規模を
縮小することとなった。このこと
を踏まえ、事業者等に対し、
ジェンダー平等に関する意識
啓発を図るため、さいたま市内
企業等男女共同参画研修会を
実施した。

法改正や制度改正など国の動
向を注視し、事業者等への効
果的な啓発方法について検討
する。

人権政策・
男女共同参画課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。

人権政策・
男女共同参画課

令和５年度の取組みについて
は今年度と同様の内容で取組
むこととなるが、令和６年度以
降に実施する発注者別評価項
目の検討において、他の評価
項目とのバランスを踏まえ、適
否を含めた検討を行う。

契約課

講座のテーマに関する理解を
深めるため、関連する図書を
紹介したことにより、講座受講
後の資料貸出利用に繋がっ
た。
また、ビデオ視聴スペースや、
集中して学習や作業ができる
スペースを設置した。

情報資料をより多くの人に利
用してもらうため、効果的に周
知していく必要がある。

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。

労働政策課

人権政策・
男女共同参画課

理解度、満足度ともに100％と
なったため、自己評価を「A」と
した。

女性の再就職支援をテーマと
した講座等を実施し、再就職を
希望する女性への支援を実施
していく。

引き続き、女性の再就職支援
をテーマとした講座等を実施し
ていく。
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目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

96
パートタイム労働者等の労
働条件整備の普及・啓発

パートタイム労働法等の普及・啓発のた
め、働く人の支援講座（労務実務関連講
座）の実施及び働く人の支援ガイドの作
成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で労働法規について扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、
パートタイム・有期雇用労働法について
の内容を掲載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。
　また、パートタイム・有期雇用
労働法のポイントについて掲
載した。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で労働法規について扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、労
働法等についての内容を掲載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。

95
働く女性のための講座など
の開催

女性の就業継続の促進や、労働法などの
正しい理解と認識を深めるため、働く人
の支援講座を実施します。

94
働く女性の妊娠・出産に関
する法令の普及

働く女性の妊娠・出産に関する法令の普
及・周知のため、働く人の支援講座（労
務実務関連講座）の実施及び働く人の支
援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で労働法規について扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、産
前・産後の就業に関する法令について
の内容を掲載した。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮し
た。

93 女性の再就職支援

すぐにでも再就職したい方から、再就職
への不安をお持ちの方まで、子育て世代
をはじめとした女性求職者の多様なニー
ズに応える就労支援を実施します。

【数値目標】
「ワークステーションさいたまにおける
ワンストップ就職支援サービス利用者
数」
9,156人（平成28年度末）
→9,600人（令和2年度）

・市就労支援施設「ワークステーション
さいたま」において、託児付きの就職支
援セミナー、子育てと仕事の両立相談
及び女性求職者対象の就業体験付き
スキルアップ講座などの各種就労支援
を実施した。
　ワークステーションさいたまにおける
ワンストップ就職支援サービス利用者
数：10,543人

・子育て中の方も参加しやす
いよう、託児付きのセミナー
や、WEBセミナーを実施した。
　また、女性求職者を対象に、
座学研修と就業体験をワン
パッケージに組合せた支援を
実施した。
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目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

◎ R1 B

△ R2 E

R3 E

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、産前・産後の就業に関す
る法令等に関する正しい理解
と認識を深めるために、周知・
啓発を図ることができたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課

39

・子育て世代を始めとする求職
者の多様なニーズに応える就
労支援を実施し、多くの利用者
があったため。

・引き続き、より多くの方に利
用していただけるよう、ニーズ
を把握し、内容の充実及び周
知を図る必要がある。

・多くの方に利用していただけ
るよう、内容の充実及び効果
的な周知に努める。

労働政策課

労働政策課

労働政策課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、パートタイム・有期雇用労
働法等に関する正しい理解と
認識を深めるために、周知・啓
発を図ることができたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
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目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況
前年度の評価を踏まえて

男女共同参画に
配慮した点

③
女
性
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
支
援
と
キ
ャ

リ
ア
教
育
の
推
進

②
起
業
等
に
対
す
る
支
援

・男女ともに参加できることが
伝わるよう、どちらかのみのイ
ラストを使用せず、ヌゥのイラ
ストを使用した。

101
早期起業家教育事業の
実施

市内小・中学生に対し、地域に根付いた
一連の実践的なビジネス体験プログラム
を提供することにより、起業家精神（ア
ントレプレナーシップ）の醸成及び将来
の地域経済を担う人材の育成を図りま
す。

【数値目標】
　「早期起業家教育事業参加者数」
　643人（平成29年度）
→600人（令和2年度）

・市内小・中学生を対象に、自宅での事
前学習、基礎学習、ビジネス学習、マー
ケティング調査、販売体験及び決算ま
での、一連のビジネス体験を実施した。
　実施月：令和４年７月～８月
　参加者数：40名
　アンケート結果：97.4%が満足と回答

100
従来女性が少なかった分野
へのチャレンジ支援

理工系分野など従来女性が少なかった分
野への女性のチャレンジを支援するため
の情報提供及び講座を開催します。

主催講座「社会を変える女性講座」に
て、講座とした。
講師：大谷貴子
申込者数：21人
視聴回数：54回

理工系以外の女性の少ない分
野へのチャレンジ支援となるよ
うな講座を企画・実施した。

99 女性農業者の育成

女性農業者を含めた農業後継者の育成
や、農業経営の安定化に向けた支援を行
い、農業の発展と持続的な経営安定を図
ります。

【数値目標】
「地場産農産物料理講習会への
　講師派遣人数」
10人／年度（平成29年度末）
→10人／年度（令和５年度）

地場産農産物料理講習会は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点から、
例年5回のところを2回に減らしての開
催となったため、講師派遣人数実績が
４人となった。

【実績】
「地場産農産物料理講習会への講師
派遣人数」
４人／年度（令和４年度）

農村経営においては、より一
層女性の参画が期待されてい
ることを踏まえ、長年女性が
担ってきた農村食文化や農産
加工技術を市民へアピール
し、その価値の認知度向上に
つなげるよう努めた。

52
Ⅲ・Ⅴ-
1-②

に再掲

積極的格差是正措置（ポジティ
ブ・アクション）の周知

企業の事業主・人事担当・管理職の方を
対象に、ポジティブ・アクションの周知
を図るため、働く人の支援講座（労務実
務関連講座）の実施やホームページでの
周知を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で女性が働きやすい職場環境や、
女性活用について扱い、周知・啓発を
図った。
　テーマ：「働く女性の活躍支援を考え
る」
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　受講者数：８人
　アンケート結果：100％が満足と回答
・厚生労働省の行うポジティブ・アクショ
ンの取り組みについて、ホームページ
で周知を行った。

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
　また、女性の活躍支援をテー
マとした講座を実施した。

98
関連機関との連携したビジ
ネス支援事業の開催

関連機関と連携し、創業を目指す女性を
対象にした個別相談会等、ビジネス相談
会やセミナーを開催します。

①「女性創業相談会」
創業を目指す女性を対象にした個別相
談会を開催する。年12回（第３金曜日）
開催。※「創業・ベンチャー支援セン
ター埼玉」との連携事業
②「創業相談会」
創業予定者を対象とした個別相談会を
開催する。年12回（第３火曜日）開催。
※「（株）日本政策金融公庫 国民生活
事業 北関東信越創業支援センター」と
の連携事業

「女性創業相談会」は女性をメ
インの対象としており、性別役
割分担意識（女性は家庭）の
解消のための支援に取り組ん
だ。

97
Ⅵに
再掲

女性と若者の創業支援
事業

創業を目指す女性や若者に対して、窓口
相談・専門家派遣の実施、創業セミナー
の開催、ビジネスプランコンテストの実
施など、総合的な支援を実施します。

【数値目標】
①女性創業件数
②若者創業件数
①９件　②７件（平成29年度末）
→①50件　②39件
（平成29年度～令和2年度累計）

【参考】
令和４年度　創業件数：88件

・創業者同士の交流・学び・挑
戦の場を提供するオンラインプ
ラットフォームを構築し、時間
や場所にとらわれない創業支
援に取り組むとともに、男女と
もにニーズの高い副業・兼業
に関するセミナーを開催し、創
業機運の醸成に努めた。

２
女
性
の
経
済
的
自
立
に
向
け
た
取
組
の
推
進

目標Ⅴ　働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

○ R2 A

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

－ R2 E

－ R3 E

△ R4 D

R1 B

R2 A

R3 A

R4 A

◎ R1 A

△ R2 E

R3 E

R4 B

40
41

・本事業における数値目標は、
改定前の総合振興計画で定
めた指標を設定したものであ
ることから、定量的な評価はで
きないが、性別にかかわらず
多様な方々の創業支援を実施
できたため。

・創業者の多様化したニーズ
への対応が必要。

・ポストコロナ社会における創
業者の多様化したニーズに対
応するため、創業希望者の交
流の場を引き続き提供するほ
か、専門家による個別のメンタ
リング支援を強化していく。

経済政策課

昨年度はオンライン開催の時
期もあったが、今年度は感染
症対策を講じつつ、毎月実施
できたため。

気軽に参加できる相談会であ
ることのＰＲ。

図書館で開催することや、個
別相談会であることを積極的
にＰＲし、女性が気軽に参加で
きる相談会であることをＰＲし
ていく。

中央図書館
資料サービス課

労働政策課

42

地場産農産物料理講習会へ
の講師派遣人数実績が、目標
の１０人を下回る４人であり、
達成率が４０％となったため。

女性農業者の知識や技術を広
く市民へアピールし、それらを
活かせる活躍の場を創出する
必要がある。

女性農業者の知識や技術を広
く市民へアピールし、それらを
活かせる活躍の場を創出する
ため、SNS等を活用して周知
するとともに、より多くの方に
参加していただけるような講習
会を企画していく。 農業政策課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。

・多くの対象者に参加いただけ
るよう、効果的な周知及び内
容の充実に努める。

労働政策課

理解度が100％となったため、
自己評価を「A」とした。

今後も女性の少ない分野への
チャレンジ支援となるような情
報提供をするとともに、講座を
実施する。

引き続き女性の少ない分野へ
のチャレンジ支援となるような
講座を開催していく。

人権政策・
男女共同参画課

43

・定員を超える応募があり、男
性女性双方で申込者が多く
あった。また、参加者満足度が
高かったため。

・参加者毎の学校や学年に偏
りがないよう、実施時期等の検
討とともに、引き続き幅広く周
知していく。

男
女
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同
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画
の
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ち
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

90
Ⅴに
再掲

女性労働に関する情報の
収集・提供

女性の労働に関する図書やチラシなどの
情報を収集するとともに、貸出し・提供
します。

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

国、県及び関係機関から提供された女
性のチャレンジ支援に関する資料や図
書等の各種資料を収集し、男女共同参
画推進センターにおいて情報提供を
行った。
・男女共同参画推進センター
　図書2,546冊、情報誌3冊、ビデオ123
作品

女性の労働に関するものも含
め、男女共同参画の課題解決
に資する資料をセンター内で
検討、選定し、情報提供を行っ
た。また、情報・資料コーナー
の一部に、ビデオ視聴スペー
スを設置している。

１
困
難
を
抱
え
た
親
子
等
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
整
備

103
ひとり親家庭等医療費
支給事業

母子家庭、父子家庭、父または母が障害
者である家庭などの生活の安定と自立を
支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を
図るため、医療費の一部負担金を支給し
ます。

・対象者に対し、円滑に医療費助成を
実施することができた。
・対象となる方の登録漏れがないよう、
区役所窓口、ハローエンゼル訪問事
業、子育てＷＥＢなど様々な媒体を通じ
て、事業の周知を実施した。

広報物の作成等の際、男女区
別なく制度を活用できるよう、
誰もが違和感を持つことのな
い表現となるよう心掛けた。

102
ひとり親家庭の生活安定と
自立支援

ひとり親家庭の父母等の就業・自立を促
進するため、相談から情報提供までの一
貫した就労支援サービスを提供するとと
もに、養育費の確保を含めた生活安定の
ための相談を行います。

【数値目標】
「ひとり親家庭等介護職員初任者研修の
参加者数」
28人（平成29年度末）
→30人（令和５年度）

ひとり親家庭の父母の就業・自立を促
進するため、ひとり親家庭等就業・自立
支援センター事業により、就業相談や
就業支援講習会、家計管理講習会や
弁護士による法律相談を実施した。
また、養育費確保のため、養育費に関
する取り決めや養育費保証契約をされ
た方に補助金を交付した。

弁護士による法律相談では、
様々な事情を持つひとり親の
方でも相談しやすいよう、
ZOOMや電話での相談も可能
とした。

①
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

△ R1 C

－ R2 B

△ R3 B

－ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

人権政策・
男女共同参画課

講座のテーマに関する理解を
深めるため、関連する図書を
紹介したことにより、講座受講
後の資料貸出利用に繋がっ
た。
また、ビデオ視聴スペースや、
集中して学習や作業ができる
スペースを設置した。

情報資料をより多くの人に利
用してもらうため、効果的に周
知していく必要がある。

女性の労働に関する図書や関
係機関の各種資料を収集し、
一層の充実を図るとともに、講
座等にて引き続き周知する。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

広報物の作成等の際、男女区
別なく制度を活用できるよう、
誰もが違和感を持つことのな
い表現となるよう心掛けたた
め、自己評価を「B」とした。

来年度も引き続き、資格があ
る方が漏れなく受給できるよ
う、区役所関係各課が連携を
とり制度案内を行うことが必要
である。

今後も医療費の支給を円滑に
実施していくとともに、男女区
別なく制度を活用していただけ
るよう意識した情報発信に努
めていく。 子育て支援課

（年金医療課）

44

就業支援講習会のひとつであ
る、介護職員初任者研修は新
型コロナウイルスの影響により
実施が厳しい状況であたた
め、医療事務講座に変更し、
支援を行うことができたため。

利用者の男女比をみると、母
子の方の利用が多い。父子の
方も参加できるよう周知・広報
する必要がある。

ひとり親家庭の父母等の就
業・自立を促進するため、就業
相談や就業支援講習会、家計
管理講習会や弁護士による法
律相談を引き続き実施してい
く。
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

社会生活を営むうえで困難を有する若
者を対象に、その個人の状態に合わせ
た自立支援プログラムを段階的に実施
し、円滑な自立が果たせるよう支援を
行った。
新型コロナウイルス感染症感染拡大期
は利用者数が減少した。

令和４年度年間延べ利用者数
8,908人

利用者が男女問わず参加でき
るプログラムを実施した。

104
さいたま市子ども・若者支
援ネットワーク

子ども・若者育成支援推進法に基づき、
社会生活を営む上での困難を有する子ど
も・若者に対する支援を効果的に実施す
るためにネットワーク会議を開催しま
す。

【数値目標】
「さいたま市子ども・若者支援ネット
ワーク
　開催回数」
５回（平成29年度）
→６回（令和５年度）

社会生活を円滑に営む上での困難を
有する子ども・若者に対し、地域の関係
機関等が連携し、効果的かつ円滑な支
援をするにあたり、実務者会議および
代表者会議をそれぞれ書面で開催し、
情報交換等を行った。
ネットワーク会議開催回数：２回

子ども・若者の性差に関係なく
支援できるよう情報交換等を
行った。

97
Ⅴに
再掲

女性と若者の創業支援
事業

創業を目指す女性や若者に対して、窓口
相談・専門家派遣の実施、創業セミナー
の開催、ビジネスプランコンテストの実
施など、総合的な支援を実施します。

【数値目標】
①女性創業件数
②若者創業件数
①９件　②7件（平成29年度末）
→①50件　②39件
（平成29年度～令和2年度累計）

【参考】
令和４年度　創業件数：88件

・創業者同士の交流・学び・挑
戦の場を提供するオンラインプ
ラットフォームを構築し、時間
や場所にとらわれない創業支
援に取り組むとともに、男女と
もにニーズの高い副業・兼業
に関するセミナーを開催し、創
業機運の醸成に努めた。

107
専門の相談員等による相談
の充実

全ての市立学校、市立教育相談室におい
て、スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカー等をはじめとする専
門の相談員が、児童生徒や保護者及び教
職員に対し、教育相談を行います。

全ての市立学校及び市立教育相談室
において、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー、さわやか相
談員等の専門の相談員が、児童生徒
や保護者及び教職員に対し、教育相談
を行った。

充実した教育相談の実施に向
け、不安や悩みを抱える、子ど
もたちや保護者の誰もが相談
できるよう、案内リーフレット等
を定期的に配付し、相談窓口
の周知に努めた。

106 ニートの就労機会の創出

困難な状況を抱えた若年無業者等の職業
的自立を促進するため、国と協働して実
施している地域若者サポートステーショ
ン事業を実施します。

【数値目標】
「地域若者サポートステーションさいた
まにおける就職等進路決定者数」
117人（平成28年度末）
→130人（令和2年度）

・地域若者サポートステーション
新規登録者数140人
来所者数3,264人
就職等進路決定者数143人
セミナー等満足度99.3％

・男女ともに参加できることが
伝わるよう、チラシには男性女
性双方のイラストを使用した。

105
さいたま市若者自立支援
ルーム

社会生活を営む上で困難を有する若者を
対象に、個人の状態にあわせた自立支援
プログラムを実施し、円滑な自立を果た
せるよう支援します。

【数値目標】
「若者自立支援ルームの年間延べ利用者
数」
9,300人（平成29年度）
→12,000人（令和５年度）
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

○ R2 A

R3 B

R4 B

△ R1 B

△ R2 B

△ R3 B

△ R4 B

△ R1 B

△ R2 B

△ R3 B

△ R4 B

△ R1 B

△ R2 E

R3 E

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

・創業者の多様化したニーズ
への対応が必要。

・ポストコロナ社会における創
業者の多様化したニーズに対
応するため、創業希望者の交
流の場を引き続き提供するほ
か、専門家による個別のメンタ
リング支援を強化していく。

46

年間延べ利用者数は目標値を
下回る見込みであるが、感染
拡大の状況で来所が難しい利
用者へオンラインによる面談
やプログラムを実施、電話相
談を実施する等、数字には見
えない支援を行った。
また、感染防止対策を講じた
スペースの配置により最大限
の利用者を受入れることがで
きた。

施設の性質上、男性の利用者
が多いため、性差に関係なく
利用できる施設であることを広
く周知する必要がある。

・多くの市民に参加いただける
よう、効果的な周知及び内容
の充実に努める。

経済政策課

45

会議開催数は目標値を下回る
一方、開催した会議で子ども・
若者の支援に必要な情報を
ネットワーク内で共有できた。

困難を抱える子ども・若者は多
岐に渡り、支援も複雑化してい
ることから、連携支援の要とな
るユースアドバイザーの養成
研修を継続して実施していく必
要がある。

連携支援を推進にあたり、協
議題を検討し、ネットワーク会
議を開催する。

子ども政策課
（青少年育成課）

40
41

・本事業における数値目標は、
改定前の総合振興計画で定
めた指標を設定したものであ
ることから、定量的な評価はで
きないが、性別にかかわらず
多様な方々の創業支援を実施
できたため。

労働政策課

現在実施している女性向けプ
ログラム等を継続し、性差に関
係なく利用できる施設として事
業を実施する。

子ども政策課
（青少年育成課）

47

・男性女性双方で参加者が多
くあったため。

・利用者の増加に繋がる効果
的な周知が必要。
・様々な困難を抱える利用者
が多く、支援が長期化してい
る。

スクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカー、さわや
か相談員等の専門の相談員
が、不安や悩みを抱える、一
人ひとりの子どもたちや保護
者の心に丁寧に寄り添い、教
育相談を行うことができた。ま
た、教職員に対しても、教育相
談において適切な助言をする
ことができた。

スクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカー、さわや
か相談員等の専門の相談員と
教職員が連携して児童生徒
や、保護者に対して充実した
教育相談を引き続き実施して
いけるようにする。

充実した教育相談の実施に向
け、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカー、さ
わやか相談員等の専門の相
談員が、児童生徒や、保護者
及び教職員に対して、1人ひと
りに寄り添った教育相談を実
施していく。

総合教育相談室
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

109 居住環境の整備

肢体不自由の方の自立した生活を支援す
るため、居室、浴室、トイレなどの住居
の一部を改善する整備費に対して、経費
の補助を行います。

制度の周知を図り、真に住宅改修を必
要とする障害者に対して補助を行った。
【実績】
令和４年度：８件

男女で性差を設けることなく周
知を図ること。

108 居住環境の整備

日常生活において介助を必要とする高齢
者の居宅の改善（居宅の老朽化に伴う補
修などを除く）をするための経費の補助
を行います。

【数値目標】
「居宅改善費補助金の交付申請件数」
４件（平成29年度）
→４件（令和５年度）

4件の申請に対して、補助金を交付し
た。

従来通り、男女の別なく事業を
実施した。

111
高齢者の見守り活動の
支援

補助金の交付により、地区社会福祉協議
会が主体となった見守り活動等を支援し
ます。

【数値目標】
「見守り活動を行う地区社会福祉協議会
数」
43地区（平成29年度末）
→49地区（令和2年度）

110 居住環境の整備
市営住宅入居者の募集手続きにおいて、
ひとり親家庭・高齢者・障害のある人等
に対する優遇措置を行います。

市営住宅入居者の募集手続きにおい
て、ひとり親家庭・高齢者・障害のある
方等に対して優遇措置を行った。

入居希望者からの要望の有無
について、入居者の募集手続
き担当者と打ち合わせを実施
した。

高齢者の見守り活動を行う地区社会福
祉協議会に対し、市社会福祉協議会を
通して補助を行った。

1．見守り活動を行う地区社会福祉協議
会　50地区
2.見守り活動を行う活動者数実績
　6,136人

従来通り、男女の区別なく活
動を実施した。

２
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

◎ R1 A

△ R2 C

○ R3 A

◎ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

◎ R1 A

◎ R2 A

R3 A

R4 A

高齢福祉課

昨年度に引き続き、抽選時と
困窮度判定時に優遇を行うこ
とで、多数のひとり親家庭・高
齢者・障害のある方が市営住
宅に入居することが出来た。

市営住宅の入居には、不自然
な家族形態の入居を防ぐた
め、申込みに際して一定の要
件がある。多種多様な家族形
態の申込みに対し、個々の事
情を考慮しながら柔軟に対応
していく必要がある。

引き続き優遇措置を実施して
いく。

住宅政策課

48

概ね目標値を達成した。 居宅の改善を通じて、介護を
受ける方及び介護を行う方の
負担軽減を促進していく。

引き続き、事業を実施してい
く。

男女で性差を設けることなく、
周知を図り、補助を行った。

市民の方に対し、より広く周知
を行うこと。

引き続き、周知を図りながら事
業を継続する。

障害福祉課
（障害支援課）

高齢福祉課49

目標としていた人数を大きく上
回ったため、十分な効果が
あったと考え、自己評価を「Ａ」
とした。

引き続き、活動が広がっていく
よう周知する必要がある。

引き続き、活動が広がっていく
よう周知する必要がある。
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

113
だれもが住みよい福祉のま
ちづくり推進事業

小・中学校を中心とした地区で「モデル
地区」を設定し、障害のある方や市福祉
関係団体、保護者等の協力を得て、児童
生徒と地域ぐるみで福祉のまちづくりを
ともに学びあう「モデル地区推進事業」
を実施します。

【数値目標】
「モデル地区推進事業参加者アンケート
による理解度」
アンケート未実施
→90％（令和５年度）

令和４年度については、日進北小学校
にて「モデル地区推進事業」を実施し、
福祉関係団体や保護者等の参加を得
られた。

アンケートによる理解度：98.3％

福祉のまちづくりについて、地
域ぐるみでの学びあいができ
るよう、実施校と連携し、福祉
関係団体や保護者等の参加を
得た。

112
緊急通報・相談等事業の
推進

常時注意を要するひとり暮らし高齢者に
対しペンダント型発信機及び緊急通報電
話機を貸与し、利用対象者が緊急時又は
日常生活上において不安感若しくは孤独
感を持った時に、いつでも通報または相
談ができるような体制をとります。希望
者には電話による安否確認を行います。

常時注意を要するひとり暮らし高齢者
に対し、緊急通報機器等を貸与し、安
心して暮らせる体制を整えた。

年度末設置台数　1,751人

従来通り、男女問わず利用で
きる事業である。

114 交通バリアフリーの推進

高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図
るため、さいたま市バリアフリー基本構
想に位置づけられた重点整備地区におい
て、各特定事業者と協議・調整を図りな
がらバリアフリー化を推進します。

バリアフリー基本構想に基づく各特定
事業の進捗状況をとりまとめ、バリアフ
リー専門部会に報告した。

性別に偏りなく多様な立場の
方に委員になっていただいて
いるバリアフリー専門部会にお
いて進捗状況を報告し、議論
いただいた。

115
民間賃貸住宅への入居
支援

高齢者、障害者、外国人等の住宅確保要
配慮者に対し、賃貸住宅に関する情報提
供を行うとともに、賃貸人への入居促進
に向けた啓発を図ることにより、民間賃
貸住宅への入居を支援します。

高齢者、障害者、外国人等の住宅確保
要配慮者に対し、「住宅ガイド」や「入居
支援ガイドブック」、「賃貸住宅入居支
援の案内」等を配布するとともに、入居
支援に関する各種支援制度の情報提
供を行った。また、入居支援制度によ
り、協力不動産店の案内を行うととも
に、埼玉県宅地建物取引業協会を通じ
た賃貸人への入居促進に向けた啓発
を図った。

住まいを探すうえでの基礎知
識や各種支援制度を掲載した
「さいたま市入居支援ガイド
ブック」を作成し、民間賃貸住
宅への円滑な入居の促進を
図った。
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 －

R2 B

R3 B

R4 B

◎ R1 A

－ R2 E

－ R3 E

◎ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

高齢福祉課

50

モデル地区推進事業参加者ア
ンケートによる理解度が目標と
していた90％を達成できたた
め。

本事業を利用するには、ひとり
暮らし高齢者で且つ、慢性疾
患等により、常時注意が必要
な方であれば、男女を問わず
利用できる事業となっている。
事業の継続実施により、一定
の効果はあったため、自己評
価を「B」とした。

真に必要としている方に事業
を周知する。

引き続き、事業を周知してい
く。

モデル地区推進事業による福
祉のまちづくりをより地域に広
げるために、地域の方々の参
加が必要である。

実施校と連携して、PTA、地区
社会福祉協議会に対し、事業
の周知を引き続き行っていく。

福祉総務課

バリアフリー基本構想に基づ
き、各施設のバリアフリー化の
進捗を確認した。

・当事者・利用者視点での目
標・評価手法の検討
・「心のバリアフリー」に向けた
取組を強化し、ハード・ソフトが
一体となったバリアフリー化の
推進

令和3年度に改定したバリアフ
リー基本構想に基づき作成さ
れた特定事業計画について、
各バリアフリー事業の推進に
取り組む。

交通政策課

ひとり親世帯・DV被害世帯を
含む住宅確保要配慮者に対
し、男女同等に住まいに関す
る情報や必要に応じた相談窓
口、各種福祉的な支援策等を
案内することで、賃貸住宅へ
の入居を支援した。また不動
産団体との協定締結等によ
り、賃貸人への入居促進に向
けた啓発を行うことができた。

住宅確保要配慮者が性別に
関係なく円滑に賃貸住宅へ入
居できるように、引き続き、
セーフティネット住宅登録数の
増加や不動産団体等との連携
強化を図っていく必要がある。

引き続き、さいたま市居住支
援協議会を通じて、不動産団
体、居住支援団体等との連携
を強化し、住宅確保要配慮者
の民間賃貸住宅への入居支
援を推進していくと同時に、協
議会の活動を通じて、要配慮
者の民間賃貸住宅への入居
等に関する施策を広報していく
ことで、男女が等しく必要な支
援を受けられるよう努めてい
く。

住宅政策課
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

116 一般介護予防事業

介護が必要となる更に前の段階からの予
防を行い、高齢者の健康と暮らしの向上
を目指すため、介護予防教室の開催や体
操活動を中心とした住民主体の通いの場
の支援などを行います。

【数値目標】
「リハビリテーション専門職の派遣回
数」
161回（平成29年度末）
→300回（令和2年度末）

いきいき百歳体操の体験を行う「ます
ます元気教室」等の介護予防教室を開
催するとともに、住民主体の通いの場
として、いきいき百歳体操を行う自主グ
ループの立ち上げ支援を行った。
また、住民主体の通いの場等へリハビ
リーテンション専門職を派遣し、運動や
体操の助言などを行った。

【実施回数】480回／年

一般介護予防は女性参加者
が多いため、男性も参加しや
すいように、介護予防教室に
おいて男性参加者が多く参加
している教室の写真を、教室
周知媒体に使用した。

118 生きがい活動事業の充実

高齢者の生きがいづくり・仲間づくりな
どを目的として、介護予防普及啓発事業
と連携して、「生きがい健康づくり教
室」・「ますます元気教室」を公民館で
実施します。

介護普及啓発事業と連携して、高齢者
の生きがいづくり・仲間づくりなどを目
的とした「生きがい健康づくり教室」と、
高齢者が自立した生活機能を維持し要
介護状態等になることをできる限り防
止することを目的とした「ますます元気
教室」を公民館において実施した。

117
生きがい活動事業の充実
（アクティブチケット交付
事業）

次の交付対象者からの申請に基づき、市
内にある公共施設等が無料又は割引料金
で利用できるアクティブチケットを交付
します。
①さいたま市の住民基本台帳に記録され
ている75歳以上の方
②シルバーポイント事業のポイント交換
者
③一般介護予防事業に参加した65歳以
上の方

【数値目標】
「アクティブチケット新規交付者数」
　4,830人（平成29年度末）
→5,100人（令和2年度）

交付対象者にアクティブチケットの交付
をした。

アクティブチケット新規交付者数
2,701人

男女関係なく事業を利用でき
るように、様々な広告媒体を
通じて事業を広く周知した。

男女それぞれが参加しやすい
ように事業を企画した。

119 シルバーバンクの充実

高齢者を対象としたボランティア人材バ
ンクで、ボランティア活動を望む市民と
人材を求めている施設や団体とのコー
ディネートを行います。また、活動を始
める方向けの研修会を開催します。

【数値目標】
「マッチング成功数」
875件（平成29年度）
→835件（令和5年度）

セカンドライフ支援センターで引き続き
ボランティアマッチングを行った。ボラン
ティアセミナーを開催した。

マッチング成功数
207件

※シルバーバンク事業は令和元年度
に廃止した。セカンドライフ支援事業に
統合し、登録要件等を変更したうえで、
引き続きボランティアマッチングを行っ
ている。

男女関係なくボランティアに参
加できるように、様々な広告媒
体を通じて事業を広く周知し
た。

②
高
齢
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、

障
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の
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促
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２
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

◎ R1 B

△ R2 E

R3 E

R4 A

◎ R1 A

△ R2 E

○ R3 B

△ R4 C

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

△ R2 E

△ R3 E

△ R4 E

51

新型コロナウイルス感染症の
影響で休止していた、住民主
体の通いの場の活動が８割程
度再開したことで派遣依頼が
増え、目標値を達成することが
できた。

52

介護普及啓発事業と連携し、
「生きがい健康づくり教室」と
「ますます元気教室」を公民館
において実施したため。

新型コロナウイルス感染症の
影響で交付者数が減少し、令
和４年度についてもそれまで
の水準に戻らず、目標値に達
しなかった。

多くの市民に利用してもらえる
よう、引き続き広く周知をして
いく。

多くの市民に利用してもらえる
よう、引き続き広く周知をして
いく。

高齢福祉課

新型コロナウイルス感染症の
影響で、ボランティアの受け入
れを中止する施設が多く、マッ
チング件数が目標に達しな
かった。

多くの市民に利用してもらえる
よう、引き続き広く周知をして
いく。

多くの市民に利用してもらえる
よう、引き続き広く周知をして
いく。

高齢福祉課

引き続き介護予防教室や住民
主体の通いの場の男性参加
者を増やしていく必要がある。

介護予防教室や住民主体の
通いの場に男性参加者が多く
参加している事例を発掘し、取
組の共有に努めていく。

いきいき長寿推進課

53

講座内容等について、より充
実した内容となるよう検討して
いく必要がある。

今後も介護予防普及啓発事業
と連携して、内容の充実を図り
実施する。

生涯学習総合センター
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

121
中・高年者の就職支援の
実施

中高年齢求職者を対象に、スキルアップ
に資する講座と就業体験等を組み合わせ
た実践的な就労支援を実施します。

・就業体験付きスキルアップ業務
　中高年求職者対象２コース（マンショ
ン管理員検定チャレンジ、保育アシスタ
ント）
　受講者数：　29人
　就職者数：　22人

・男女ともに参加できることが
伝わるよう、チラシには男性女
性双方のイラストを使用した。

120
シルバー人材センターの
充実

就業する意欲と能力のある高齢者に対
し、就業の機会を提供する「（公社）さ
いたま市シルバー人材センター」の充実
に向けた支援を行います。

【数値目標】
「シルバー人材センター会員数」
5,086人（平成29年度末）
→5,500人（令和4年度）

シルバー人材センター運営に係る補助
金の交付、入会説明会やシルバー人
材センター主催講座の会場確保などの
支援を行った。

シルバー人材センター会員数
4,738人

女性会員を増やすために、女
性向け入会説明会の開催を支
援した。

122
障害福祉サービス事業所な
どの充実

在宅及び特別支援学校卒業後等の障害者
の社会的自立を支援するため、障害福祉
サービス事業所等の整備を行います。

【数値目標】
「障害福祉サービス事業所等（生活介
護）の整備人数」
1,422人（平成29年度末）
→150人増
（平成30年度～令和2年度累計）

在宅及び特別支援学校卒業後の障害
者の社会的自立を支援するため、障害
福祉サービス事業所等の整備を進め
た。

【実績】
・令和４年度：136人増
・平成30年度～
　令和４年度累計：　638人増

男女の区別なく利用者が十分
な支援を受けられるように、設
計段階から、現場で利用者を
支援する職員の意見を男女双
方から取り入れた。

123 障害者の就職相談の充実

障害のある人を対象に就労に係る相談を
受け、企業内実習やジョブコーチ（職場
適応援助者）の派遣など必要に応じた就
労支援を行います。障害のある人が地域
で安心して自立した生活を営むことがで
きるよう、就労促進を図ります。

就労している又は就労準備性の整った
障害のある方を対象に、ジョブコーチに
よる職場定着支援又は企業内実習を
実施した。
職場定着支援：228人、122社
企業内実習：35人

男女の区別なく対象者が十分
な支援を受けられるよう、特性
に合わせ、相談を受けやすい
環境づくりに努めた。

②
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

◎ R1 A

◎ R2 A

R3 A

R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

国庫補助金を活用して障害福
祉サービス事業所等を整備す
る際には、男女の区別なく利
用者が十分な支援を受けられ
るように、職員の意見を取り入
れるとともに、特別支援学校に
通う生徒の保護者の方の意見
も取り入れることで、ニーズに
即した整備を進めた。

同性介助が基本となっている
ため、男女の区別なく利用者
が十分な支援を受けられるよ
うに、現場で利用者を支援す
る職員の男女の比率も重要で
ある。

国庫補助金を活用して障害福
祉サービス事業所等を整備す
る際には、現場で利用者を支
援する職員の男女比率につい
ても計画法人に聞き、男女の
区別なく利用者が十分な支援
を受けられるように配慮する。

会員数は減少しているもの
の、概ね目標値を達成した。

依然として男性会員が多いた
め、女性会員の新規入会を援
する。

依然として男性会員が多いた
め、女性会員の新規入会を援
する。

高齢福祉課

・男性女性双方で参加者が多
くあり、就労支援を実施できた
ため。

・テーマにより定員に満たない
講座が生じる場合がある。

・多くの市民に参加いただける
よう、効果的な周知及び内容
の充実に努める。

労働政策課

54

障害政策課

障害者総合
支援センター

55

コロナ禍の影響で、企業訪問
数、企業実習数がともに減っ
たが、必要に応じてリモート面
談や電話対応、センター面談
等、職場定着支援を実施した
ため。

男女の区別なく対象者が十分
な支援を受けられるよう、特性
に合わせ、相談を受けやすい
環境づくりに努める必要があ
る。

引き続き、男女の区別なく対象
者が十分な支援を受けられる
よう、特性に合わせ、相談を受
けやすい環境づくりに努める。
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前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

4
Ⅰに
再掲

性の多様性への理解の
促進

自分の性別に違和を感じる人々や同性
愛、両性愛といった異性愛以外の性的指
向を持つ人など、性の多様性についての
理解を促進するための講座などを実施し
ます。

「第2回パートナーシップさいたまフェス
タ」（オンライン開催）において、「Ⅰ Am
Here-私たちはともに生きている-」を
テーマに基調講演を実施した。

性の多様性への理解促進をテーマとす
る出前講座を5回実施した

・職員の性的少数者への理解が促進さ
れるよう、性的少数者への配慮促進
メッセージを入れた職員名札を着用す
るよう職員用情報システムで全庁的に
周知を図った。

・「多様な性を知る講座」と題し、専門家
の講師による市民向けオンライン講義
を２回実施した。

マッチングファンド事業「まず大人が知
ろう！自分らしく生きていくための性の
知識」（NPO法人にじの絲との協働）に
て、性の多様性への理解の促進に関す
る講座を実施した。
第２回「性の多様性編」
講師：中島潤

男女共同参画推進センターにおいて、事
業所等を対象に性的少数者（LGBT等）
への差別や偏見をなくし、性の多様性に
関する理解を促進するため、出前講座を
実施します。

性の多様性に関する講座を5回実施し
た。

①さいたま市母親大会実行委員会
参加人数：25名
理解度：100%
②さいたま市総合教育相談室
参加人数：24名
理解度：100%
③関東財務局
参加人数：123名
理解度:99%
④美園小学校
参加人数：285名
理解度：97%
⑤浦和西高校後援会
参加人数：34名
理解度：100%

出前講座実施に際しては、よ
り効果的な講座となるよう、受
講者のニーズに沿った内容と
した。

126 性的少数者への支援
性的少数者（LGBT等）である当事者へ
の支援として、（仮称）パートナーシッ
プ宣誓制度を創設し、周知します。

さいたま市パートナーシップ宣誓制度
に係る宣誓書の受付、審査、受領証の
発行を行った。
制度について市ホームページに掲載す
るほか、職員向けの研修や市民・事業
者向けの講座で制度の周知を行った。

制度についての職員向けの研
修や市民・事業者向けのイベ
ントや講座で周知を行った。
また、宣誓者に対し、制度に関
するアンケートを実施した。

125
レインボーリボンの
作成・配布

性的少数者（LGBT等）への理解を示す
レインボーカラーを活用した啓発品を作
成し、講座やイベント等で配布します。

・九都県市LGBT配慮促進検討会にお
いて作成した、性的少数者への配慮促
進メッセージ「あなたはあなあのままで
いい～Just the Way You Are～」を活用
し、イベントのでの啓発を実施するとと
もに、12月１か月間、メッセージを入れ
た職員名札を着用し、周知を図った。

当課で作成する男女共同参画
クイズ動画に、性的少数者へ
の配慮促進メッセージを含め、
性的少数者への理解促進の
ための設問を設け、イベントで
の啓発を行った。

127

③
性
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より多くの方に向け、性の多様
性への理解促進を図ることが
出来るよう、主催講座に加え、
教育委員会・事業者・団体との
連携して講座等を行った。

124
性的少数者出前講座の
実施

職員への啓発
性的少数者（LGBT等）に対する理解を
促進するため、職員への研修や職員用対
応ガイドラインを周知します。

職員用情報システムに「性的少数者に
配慮した対応ガイドライン」のデータを
保存し、常時閲覧できるようにするとと
ともに、性の多様性に関する内容を掲
載した「さいたま市職員の男女共同参
画ハンドブック」をe-ラーニング研修の
資料として使用した。

性の多様性に関する内容を掲
載した「さいたま市職員の男女
共同参画ハンドブック」をe-
ラーニング研修の資料として
用い、全職員が受講できるよう
にした。
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 B

R3 A

R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 B

R2 A

R3 A

R4 A

パートナーシップ宣誓制度の
周知と併せ、性の多様性につ
いて理解が促進されるよう、継
続的に啓発を行う必要があ
る。

今年度実施したアンケートの
結果を踏まえ、制度の拡充等
について検討する。
また、性の多様性の理解が促
進され、だれもが安心して暮ら
せる社会を実現するため、引
き続き、市民や職員に対し、講
座・研修等で啓発を実施する。

人権政策・
男女共同参画課

今後も出前講座を通じ、多くの
方に性の多様性への理解促
進を図るため、オンラインを活
用した出前講座を実施してい
く。

継続的な啓発活動を行い、性
の多様性に関する理解の促進
を図る。

人権政策・
男女共同参画課

様々な年齢、立場の方が、性
の多様性への理解を深めるこ
とが出来るよう、多様な手法に
よる継続的な取組を実施する
とともに、取組内容について発
信していく。

全ての人が生きやすい社会を
実現するため、今後も講座や
研修をはじめ、多様な手法に
よる取組を継続していく。

人権政策・
男女共同参画課

性的少数者や性の多様性の
理解が十分に浸透していない
状況にある。

今後も引き続き、イベント等で
性的少数者・性の多様性の理
解の促進に向けた取組を行
う。

人権政策・
男女共同参画課

「さいたま市職員の男女共同
参画ハンドブック」のe-ラーニ
ング研修の受講後のアンケー
トで講義の内容について「よく
理解できた、概ね理解できた」
とした人の割合が99.0％と高い
数値となったことから、自己評
価を「A」とした。

研修のアンケートで「統計デー
タについて、さいたま市の状況
のみを掲載しているものがあ
り、国や県などのデータも掲載
した方がわかりやすい」との意
見があり、より理解が深まるよ
う内容を充実させる必要があ
る。

引き続き、職員用情報システ
ム等で研修内容およびガイド
ラインを全職員に周知する。よ
り多くの職員が継続的に性的
少数者に対する理解を深めら
れるよう、職員向けの研修の
実施方法等について検討す
る。

人権政策・
男女共同参画課

パートナーシップ宣誓制度に
ついて、本市職員、市民・事業
者などに対し、研修や講座等
で広く周知に努めたため、自
己評価を「A」とした。

性の多様性に関する講座を5
回実施し、性の多様性への理
解促進を図ることができた。ま
た、講座の理解度も平均99.2%
と高かった。

性の多様性への理解促進テー
マとする出前講座では理解度
（平均値）が99.2％と、高い値
であった。

職員名札の着用やイベントで
の啓発等、年代や性別に関わ
らず、様々な人を対象に性的
少数者や性の多様性の理解を
促進する取組を実施したた
め。
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前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

129
通訳・翻訳ボランティア
の充実

各国語の通訳・翻訳ボランティアを登録
し、公共の場面での必要性に応じて派遣
します。

128
外国人のための生活情報
の提供

市報への英文記事掲載、生活便利帳の配
布、（公社）さいたま観光国際協会によ
る多言語生活情報誌「ぷらら」の発行な
ど、日常生活に役立つ情報の提供・周知
を行います。

毎月市報への英文及びやさしい日本語
での記事掲載、外国人がさいたま市へ
転入時に日常生活の利便性を高める
ため、さいたま市生活便利帳を配布。
（公社）さいたま観光国際協会による多
言語生活情報誌「ぷらら」を５回発行。

チラシやＨＰなどで周知する
際、男女双方のイラストや写真
を使用するよう配慮している。

通訳・翻訳ボランティア登録者及び実
績登録者数：
691人（21言語延べ843人）

ＨＰなどで登録制度を周知する
際、男女双方が映った写真を
使用するなど配慮している。

131 外国人のための生活相談

外国人市民の日常生活における問題解決
を支援するため、日本語による簡易生活
相談及び多言語生活相談を実施します。
※「（公社）さいたま観光国際協会」実
施事業

国際交流センター内にてサロンスタッフ
（市民ボランティア）による外国人市民
に対する簡易生活相談を実施。また、
英語、中国語、韓国・朝鮮語のネイティ
ブスピーカーによる多言語生活相談を
実施。
簡易生活相談　210件、多言語生活相
談（英語17件、中国語19件、韓国・朝鮮
語４件)

外国人相談員は男性１名・女
性２名おり、男女どちらでも相
談しやすいよう配慮している。

130 外国人のための生活相談

大宮区役所において、婚姻、国籍、労
働、消費生活、在留などに問題を抱える
さいたま市在住の外国人に対し、日本の
行政事務を熟知している在日外国人相談
員が日常生活を営む上で必要なアドバイ
スを行います。（言語は、英語、中国
語、タガログ語、韓国・朝鮮語、ポルト
ガル語。）

大宮区くらし応援室において毎週月曜
日～木曜日の９時～１２時に外国人生
活相談を実施。
月：英語・タガログ語、火：韓国・朝鮮
語、水：英語・ポルトガル語（年度途中
に中止）、木：中国語。
令和４年度実績は45件であった。

誰もが相談しやすい環境づくり
として、受付時や相談時には
柔軟に対応できるよう配慮し
た。

133 日本語学習の支援

外国人向けの日本語講座を開催する市民
団体に対して、施設の貸出しを行いま
す。また、外国人のための日本語教室や
自主学習・交流事業の会場を提供しま
す。

公民館において、外国人向けの日本語
講座を開催する市民団体に対して、施
設の貸出しを行った。また、外国人のた
めの日本語教室や自主学習・交流事
業の会場を提供した。

男女それぞれが参加しやすい
よう配慮した。

132 日本語学習の支援

外国人市民のための日本語教室を開催し
ます。
※「（公社）さいたま観光国際協会」実
施事業

外国人市民のための日本語教室（にほ
んごのへや）を新型コロナウイルス感染
症の影響により、新型コロナウイルス感
染防止策を講じてオンライン等で開催。
学習者数　延べ2,418人

ＨＰなどで周知する際、男女双
方の写真を使用するよう配慮
している。

２
高
齢
者
、

障
害
者
、

性
的
少
数
者
（

性
的
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イ
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リ
テ
ィ
）
、
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国
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等
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せ
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境
の
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備

④
外
国
人
の
た
め
の
生
活
支
援
策
の
充
実

134 外国人留学生への支援

さいたま市に対する理解を深めるため、
留学生などの外国人市民に向けた書道な
どの日本文化体験を通じて、地域住民と
の交流の機会を提供します。
※「（公社）さいたま観光国際協会」実
施事業

書道や茶道等の日本文化体験を通し
て、市民とさいたまに来て間もない外国
人市民との交流を図る「はじめましての
会」を実施予定であったが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止。

男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシに男女双方が
映った写真を使用するよう配
慮している。
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 E

R3 E

R4 E

情報誌・冊子等の効果的な周
知が課題である。

男女性別に関わらず、外国人
にとって、より有益で必要とす
る情報を把握することが必要
である。

観光国際課

観光国際課

在住外国人と市民とのコミュニ
ケーション向上を図るため、通
訳ボランティアを募り、国際交
流の推進に協力を得た。

登録制度の効果的な周知や、
登録者の高齢化対策が課題
である。

ボランティアの通訳・翻訳能力
が自己申告制のため、今後客
観的に能力を確認できるような
仕組みを構築する必要があ
る。

市民生活安全課

男女問わず、相談者の利用が
ある。

相談窓口の効果的な周知が
課題である。

利用周知のため、さらなる広
報の必要性がある。また、観
光国際課とさいたま観光国際
協会が連携し、相談業務に係
る情報収集等を行い効果的な
運用を図る必要性がある。

観光国際課

英語・ポルトガル語について年
度途中から相談休止となった
ため、計画どおり実施すること
ができなかった。

今後も誰もが相談しやすい環
境づくりをする。

引き続き、安心して市民相談
を利用できるよう、相談室の整
備を行い、相談日の広報を
行っていく。

観光国際課

公民館において、外国人向け
の日本語講座を開催する市民
団体に対して、施設の貸出し
を行い、外国人のための日本
語教室や自主学習・交流事業
の会場を提供したため。

外国人のための日本語教室
等のため、引き続きニーズに
応じて会場の提供などを行っ
ていく。

今後もニーズに応じて会場の
提供などを行う。

新型コロナウイルス感染防止
策を講じて対面及びオンライン
で開催したため。

対面とオンラインを併用し教室
を継続しており、学習者数は
新型コロナウイルス感染症拡
大以前に戻りつつあるが、アフ
ターコロナにおいてどのような
開催方法がふさわしいか検討
が必要である。また、外国人市
民の人口の増加に対し、ボラ
ンティアの高齢化や人手不足
が懸念されるため、人材確保・
育成も求められている。

これまで実施してきたオンライ
ンの手法と対面の手法のそれ
ぞれのメリットを生かしつつ、
教室を継続して開催する。ま
た、地域のニーズも踏まえな
がら、日本語ボランティア養成
講座を開催し、ボランティアの
人材確保・育成に努める。

イベントの効果的な周知方法
が課題である。

引き続き市民と留学生の交流
を促進する。

観光国際課

生涯学習総合センター

新型コロナウイルス感染症の
影響により中止となったため。

外国人の全転入者に各区役
所等でさいたま市生活便利帳
を配布した。
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

①
性
に
関
す
る
正
し
い
認
識
と
理
解
に
つ
い
て
の
教
育
・
学
習
機
会
の
充
実

３
性
に
関
す
る
理
解
・
尊
重
の
取
組
の
推
進
と
生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ
く
り

139
薬物・喫煙・飲酒に関する
健康教育の推進

市立小・中・中等教育・高等学校におい
て、「薬物乱用防止教室」を開催し、児
童生徒が薬物などの有害性について正し
い知識を身に付けることができるように
します。

【数値目標】
「市立中・中等教育・高等学校における
薬物乱用防止教室開催数」
61校（平成24年度末）
→62校（令和５年度）

市立小・中・中等教育・高等学校におい
て、新型コロナウイルスの感染状況に
応じて資料配布にする等、実施方法を
工夫して実施した。
※実施方法の変更については、文部科
学省に確認済み。

【数値目標】
市立中・中等教育・高等学校における
薬物乱用防止教室を62校で開催した。

児童生徒が薬物などの有害性
について正しい知識を身に付
けることで、生涯にわたる健康
づくりが行えるよう、事業を実
施した。

138
ＨＩＶ/エイズ・性感染症の
健康教育の推進

養護教諭などが行うＨＩＶ/エイズ・性
感染症に関する健康教育に必要な資料な
どの提供を行います。

HIV・性感染症の検査・相談や電話相
談で、性に関する相談や性感染症予防
のための教育的関わりに努めた。

男性女性双方の職員が事業を
担当し、業務を実施した。

137
ＨＩＶ/エイズに関する正し
い知識の普及・啓発

男女が互いの性を理解・尊重し、性に関
し適切な意思決定や行動選択ができるよ
う、ＨＩＶ/エイズに関する正しい知識
の普及・啓発に努めます。

HIV/エイズに関する啓発品を作成し、
市民へ配布した。

男性女性双方の職員が事業を
担当し、男女双方が想定され
た表現で啓発品の作成を実施
した。

136 性に関する教育の充実
児童生徒の発達段階に応じた性に関する
教育を実施するため、啓発教材の貸出し
を行います。

性に関する教育を実施するための啓発
教材について、学校へ情報提供した。

啓発教材（ビデオ等）の貸出に
ついて、養護教諭や保健主事
の研修会及び、課発行の冊子
において周知した。

新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点からオンライン
で、テーマに沿った講座を実施
した。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関す
るテーマを扱うオンライン講座を開催
し、学習する機会を提供した。
・主催講座「私の身体は私のもの講座」
　講師：くどうみやこ
　申込者数：64人
　視聴回数：103回

マッチングファンド事業「まず大人が知
ろう！自分らしく生きていくための性の
知識」（NPO法人にじの絲との協働）に
て、リプロダクティブ・ヘルス／ライツに
関する講座を実施した。
第１回「月経編・妊娠編・性感染症編」
講師：高橋幸子
申込者数：331人
視聴回数：545回

第３回「恋愛編・SEX編」
講師：櫻井裕子
申込者数：412人
視聴回数：461回

女性の性と生殖に関する健康／権利（リ
プロダクティブ・ヘルス／ライツ）を
テーマとした講座・講演会を開催しま
す。

女性の性と生殖に関する健康／
権利（リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツ）の啓発

135
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

貸出について、養護教諭や保
健主事の研修会及び、課発行
の冊子において周知したた
め、自己評価を「Ｂ」とした。

性に関する教育をさらに充実
させるために、男女共同参画
の視点を踏まえて取り組んで
いく必要がある。

養護教諭や保健主事の研修
会において、男女共同参画に
ついての理解が深められ、学
校における性に関する教育が
さらに充実した取組となるよう
周知していく。 健康教育課

今年度は、職員のみで啓発
グッズの作成を行った。今後
は、市内大学等と協働し啓発
品の作成や配布場所の検討を
行いたいと考えており、その際
は男性女性双方の意見が取り
入れられるよう、工夫が必要で
ある。

学生と協働し啓発品等の作成
をする際は、男性女性双方の
意見が取り入れられるよう配
慮する。

リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツについて考える契機となって
いる講座を継続して実施してく
必要がある。

テーマに沿った講座を開催し、
リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツの啓発を図っていく。

人権政策・
男女共同参画課

主催講座実施後のアンケート
において、理解度が100％と
なったことから、自己評価を
「A」とした。

疾病対策課

HIV・性感染症の検査・相談事
業では、性の多様性も考慮し
た事業の実施をする事ができ
た。

若い世代に対する健康教育が
必要と思われ、引き続き媒体
の提供や健康教育の実施が
できるよう、情報収集・情報発
信が必要である。

ホームページの活用や、エイ
ズ対策協議会、養護教諭の研
究会を通し、提供可能な資料
について、内容の詳細を具体
的に説明し、資料の引用を引
き続き促していく。 疾病対策課

男女に関係なく、誰にでもわか
りやすい表現を心掛け、啓発
品の作成ができた。

56

対面での薬物乱用防止教室を
全校実施することはできなかっ
たが、資料配布等に実施方法
を変え全校実施することがで
きたため、自己評価を「B」とし
た。

薬物乱用防止教室をさらに充
実させるために、男女共同参
画の視点も踏まえて取り組ん
でいく必要がある。

保健主事研修会等において、
男女共同参画についての理解
が深められ、学校における薬
物乱用防止教室に関する教育
がさらに充実した取組となるよ
う周知していく。

健康教育課
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前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

141
周産期母子医療センター体
制の充実

妊産婦、胎児から新生児へ一貫した高度
の医療を提供できる地域の中心的役割を
果たす施設を維持します。

140
妊婦・乳幼児健康診査の
充実

妊娠した方に対して、経済的負担を軽減
するため、妊婦健康診査を一部公費負担
します。また、児の疾病の早期発見、健
全育成及び保護者への育児支援を図るた
め、乳幼児健康診査を実施します。

妊婦健康診査に係る経費の一部を公
費負担し、妊娠した方の経済的負担を
軽減した。
乳幼児（4か月児・10か月児・1歳6か月
児・3歳児）の健康診査及び1歳6か月
児・3歳児の歯科健康診査を行うととも
に、乳幼児健康診査後の保健指導や
未受診のフォローを行った。

乳幼児健康診査の案内や未
受診者に送付するアンケート
では、固定的な性別役割分担
に陥らないよう、女の子・男の
子、父・母の両方のイラストを
使用した。広報での啓発や受
診勧奨ハガキにて受診率の向
上に努めた。

新病院移転後、地域周産期母子医療
センター（産科病棟、NICU、GCU、外来
等）と小児病棟のワンフロア化による機
能連携強化を図り、高度で専門的な医
療を提供した。また、ドクターカーによる
母体搬送等も開始した。

地域の医療機関と連携しなが
ら、母体搬送や新生児搬送の
受け入れを行い、妊娠期から
新生児へと一貫した地域周産
期母子医療センターとしての
高度な医療を提供した。

79
Ⅳに
再掲

ふれあい親子支援事業

子育てに関する悩みを抱える母親同士
が、話し合いを通して不安を解決できる
よう支援を行い、虐待の防止や早期発見
に取り組みます。

【数値目標】
「自分の気持ちを話せる母親の割合」
　100％（平成29年度末）
　→100％（令和５年度）

23回開催し、延べ40人参加した。子ども
との生活の中で、うまくいかないことを
振り返ったり、母親自身の親世代も含
めた家族全体の話も含めて、参加者全
員が自分の気持ちを話すことができ
た。また、参加者同士の話を聞くこと
で、母子関係を見つめ直す機会になっ
ている。

子どもとの関係だけではなく、
夫婦関係の話、家事・育児の
分担の話を共有し、対等な関
係性を意識できるように配慮し
た。

142 不妊治療支援事業

不妊カウンセラーによる不妊専門相談
（面接）や、不妊相談専用電話におい
て、不妊・不育の相談を行います。ま
た、特定不妊治療費の一部助成を行いま
す。

特定不妊治療費や早期不妊検査費、
不育症検査費の一部助成を行い、経済
的負担の軽減を図った。
令和4年度実績
・特定不妊治療費助成件数 959件
・早期不妊検査助成件数481件
・不育症検査助成件数100件
・不妊専門相談 8回 11人
・不妊不育の電話相談 143回 164件

性別にかかわらず、相談対応
を行い、適切な情報の周知・提
供に努めた。

143
乳がん・子宮がん等の検診
の実施

①乳がん検診（40歳以上の女性で前年
度未受診者）
②子宮がん検診（20歳以上の女性（40
歳以上は前年度未受診者））などの各種
検診を実施します。

【数値目標】
「がん検診の平均受診率」
乳がん検診　24.4％、子宮頸がん検診
29.9％
平均受診率　28.9％（平成29年度）
→がん検診の平均受診率　40％（令和
５年度）

市内の医療機関で、乳がん検診や子
宮がん検診などの各種検診を実施し
た。
検診結果が「要精密検査」だった方のう
ち、一定期間経過後も受診状況が確認
できない方に対し、アンケートの送付や
電話による未受診フォローを行った。

「がん検診の平均受診率」
乳がん検診　19.7％、子宮頸がん検診
26.8％
平均受診率　23.9％（令和４年度）
※令和３年度から受診率の算出方法を
変更しているが、目標値に対応して旧
算出方法で算出。

がんの中でも乳がんは女性が
かかるがんの中で一番多いた
め、個別の受診勧奨・再勧奨
を実施したほか、ＳＮＳなども
活用しながら受診啓発に取り
組んだ。
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

◎ R2 B

◎ R3 B

◎ R4 B

△ R1 B

△ R2 B

△ R3 B

△ R4 B

健診の案内や受診勧奨ハガ
キなどのイラストに配慮した。
育児情報は保護者の性別を関
わらず、取り組めるような情報
提供を行った。

各健康診査の受診率を維持す
る必要がある。

広報での啓発や受診勧奨ハガ
キにて健診の周知を行う。

地域保健支援課

市立病院
病院総務課

様々な職種で構成したスタッフ
の協働により、体制の充実を
図ることができた。

多職種からなるスタッフの協働
をより充実し、周産期センター
としての機能を強化する。

今後も現在の体制を維持する
ために、医師、看護師、助産師
の確保に努める。

地域保健支援課

34

安心して自分の気持ちや考え
を表現できるように目を見て相
槌を打つなど配慮した。毎回
最後にワークを実施し、気持ち
を落ち着かせたり、具体的な
対処方法を学べる機会となる
よう工夫した。

夫婦関係を含め、対等な関係
性をどのように築けるのかに
ついて具体的な方法を検討す
る必要がある。

夫婦関係を話す中で、役割分
担意識にも視点を向けて話を
していく。

地域保健支援課

不妊の原因にかかわらず、夫
婦に対して治療費を助成した。
夫婦に対して相談対応し、適
切な情報を提供できた。

引き続き、不妊専門相談など、
相談先に関する情報の周知を
行い、男女ともに関わる内容
であることを伝える必要があ
る。

広報等を利用し、不妊専門相
談の周知を行う。

地域保健支援課57

乳がん検診や子宮がん検診な
どを実施することにより、市民
の健康保持・増進に寄与する
ことができた。

乳がん検診・子宮がん検診の
受診率について、引き続き目
標値に向けて伸ばしていく必
要がある。

乳がん検診・子宮がん検診は
女性の方のみを対象とした検
診であるため、とくに女性の方
に検診の大切さが伝わるよう
な勧奨方法を検討し、受診率
の向上を図っていく。
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

144
女性のための心の健康
相談

心に様々な悩みを抱えた女性を対象に、
心療内科医による健康相談を実施しま
す。

心に様々な悩みを抱えた女性を対象
に、女性の精神科医による、心の健康
相談を実施した。
・実施日時
第４火曜日　13：30～16：15
・相談件数22件

女性の精神科医に依頼し、相
談しやすい環境を整えた。

145
精神保健福祉に関する
講演会

精神保健福祉に関する普及・啓発活動の
一環として、講演会を実施します。

【数値目標】
「参加者のアンケートによる満足度」
80％（平成29年度末）
→80％（令和５年度）

精神保健福祉に関する普及・啓発活動
の一環として、一般市民を対象に講演
会を実施した（YouTubeによる配信）。こ
ころの健康セミナーとして「HSC・HSPっ
てなに？繊細さに寄り添って～子どもも
大人も肯定感を育もう～」と題し、540名
が申込。アンケートでは、95％が満足と
の回答であった。
自殺対策として「働く世代のための簡単
心のセルフケア～やってみよう！今注
目のマインドフルネス～」と題した講演
では、223名の申込があり、アンケート
では、94％が満足と回答した。

性別や世代にとらわれずメンタ
ルヘルスに関する影響は生じ
るものである。講演内容は、当
事者はもちろん、その家族や
支援者なども意識し、幅広い
方に視聴してもらうことを意識
した。

147
性感染症に関する情報提
供・相談事業

市民からの性感染症※に関する相談に対
応し、適切な情報提供を行います。

市民からの性感染症に関する相談に
対応し、適切な情報提供を行った。新
型コロナウイルス感染症への感染予防
策を講じた上で、検査の再開、相談の
体制を整えた。

男女ともに検査を受けやすい
検査会場にするため、男女双
方の視点から資料や会場内の
配置等に配慮した。

146 子どもの精神保健相談室

小学校高学年から中学生とその家族を対
象に、子どもの心の問題に関する精神保
健相談を実施します。また、相談員等の
知識・技術の向上を目的とした支援者研
修を実施します。

【数値目標】
「支援者研修参加者のアンケートによる
理解度」
現状値なし（平成29年度末）
→80％（令和５年度）

関係機関支援者・教育関係者を対象と
した「児童・思春期精神保健福祉基礎
研修」を実施した。アンケートによる理
解度は98.4％であった。

DVの講義において、パート
ナー間の暴力の影響と人権尊
重に繋がる支援について説明
した。

③
か
ら
だ
と
心
に
関
す
る
相
談
等
の
充
実

３
性
に
関
す
る
理
解
・
尊
重
の
取
組
の
推
進
と
生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ
く
り

126
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

○ R1 B

－ R2 －

○ R3 B

○ R4 B

◎ R1 A

◎ R2 A

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

心に様々な悩みを抱えた女性
を対象に、精神科医による健
康相談を実施した。

心の悩みをケアすることで、生
涯にわたり健康的な生活が営
めるよう支援する必要がある。

悩みをもった女性が利用でき
るよう周知に努める。

研修後のアンケートの理解度
が98.4％であったことから、思
春期の精神保健福祉の知識・
技術の向上とともに男女平等
意識の観点の理解を広げる機
会になったと考えられる。

今後も講義内容に人権尊重、
男女平等意識を啓発する視点
を取り入れていく必要がある。

DVの講義やその他の講義に
おいて、人権尊重の視点を組
み込み、支援者研修を実施す
る。

人権政策・
男女共同参画課

58

講演会実施後のアンケートに
おいて、満足度が９４％を超え
ていたため。

今後も男女がともに生涯にお
ける、健康づくりができる視点
を取り入れ、事業を実施してい
く。

市民のニーズを捉え企画運営
していく中で、男女がともに生
涯を通じて健康な生活を送る
ために、メンタルヘルスに関す
る情報提供を行う。

こころの健康センター

こころの健康センター

男女ともに検査を受けやすい
環境を整えることができた。

男女共に、ハイリスク層への情
報提供が必要である。

引き続き、男性女性双方にとっ
て参加しやすい環境づくりに努
め、市民周知を図り、ハイリス
ク層も含めた検査・相談件数
の増加に努める。

疾病対策課

59
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目標Ⅵ　だれもが安心して暮らせるまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

地域における自主防災組織の結成を促進
します。

【数値目標】
「自主防災組織の結成率」
91.8％（平成29年度末）
→97％（令和元年度）

自主防災組織連絡協議会内の各選出
先へ結成促進の依頼文を送付する際
に、女性の積極的な登用を配慮するよ
う申し添えている。

【数値目標】
「自主防災組織の結成率」
目標　97%（達成期限：令和元年度末）
実績　令和４年度　92.6%（令和５年１月
１日時点）

依頼時に女性の登用に配慮す
るよう申し添えることで、継続
的な登用率の向上に努めてい
る。

149 女性消防団員の入団促進

消防団員の確保及び昼間消防力低下対策
の一環として、女性消防団員の入団を促
進します。

【数値目標】
「女性消防団員数」
74人（平成30年４月1日現在）
→140人（令和５年度）

消防団員確保の対応策の一つとして、
女性消防団員の積極的な登用を推進
しており、消防団ＰＲ動画、ポスター等
で女性消防団員の存在を、広く市民に
アピールし、認知度向上に取り組んだ。
H25.4.1　女性消防団員　58名
H26.4.1　女性消防団員　60名
H27.4.1　女性消防団員　63名
H28.4.1　女性消防団員　65名
H29.4.1　女性消防団員　64名
H30.4.1　女性消防団員　74名
H31.4.1　女性消防団員　72名
R  2.4.1　女性消防団員  80名
R  3.4.1　女性消防団員  85名
R  4.4.1  女性消防団員　90名
R  5.4.1  女性消防団員 102名

女性消防団員の認知度向上を
図るため、幅広く活動するイラ
ストレーターに作画を依頼し、
ポスターを作成した。
　また、男女両方が描かれて
いるイラストを使用した。

151
自主防災組織における女性
役員登用の促進・啓発

自主防災組織の結成を促進するにあた
り、出前講座などを通じ、女性役員の登
用を啓発します。

自主防災組織連絡協議会内の各選出
先へ結成促進の依頼文を送付する際
に、女性の積極的な登用を配慮するよ
う申し添えている。

依頼時に女性の登用に配慮す
るよう申し添えることで、継続
的な登用率の向上に努めてい
る。

148 自主防災活動の推進

150
避難所運営における男女共
同参画の推進

避難所運営マニュアル及び避難所担当職
員活動要領などに、災害時における男女
のニーズの違いに配慮する旨の内容を盛
り込み、周知を図ります。

男女のニーズの違いに配慮した避難所
運営に関する所運営マニュアル及び避
難所担当職員活動要領の記載につい
て、内容を見直すとともに、避難所担当
職員に対し配付・活用し、周知を行っ
た。

避難所担当職員へのマニュア
ル等の配布にあたっては、説
明用のスライド（音声入り）を添
付し、分かりやすい説明となる
要努めた。
マニュアル等の配布に併せ男
女共同参画の視点からの防災
も配布し啓発を行った。
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

○ R1 B

△ R2 C

△ R3 C

○ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

60

各方面に推薦を募ったことによ
り周知をはかることはできた。

加入者は男性が多く、女性が
少ない。

今後も女性の参加について、
特段の配慮をしてもらうよう依
頼する。

防災課

61

昨年から女性消防団員の人数
を１２名増員することができた
ため。

現場での女性消防団員の地
位と取り組みについて、消防
団活躍推進室として、今後もよ
り一層の活動が必要だと考察
する。

消防団員は全国的にも団員数
が減少傾向にある。様々な広
報活動を展開しているが、消
防団の認知度が低く首都直下
地震等の大規模災害の発生
が危惧される中、地域防災の
中核を担う消防団員の必要性
を強くアピールすると同時に、
女性消防団員の活動を含めた
広報を展開し、認知度向上を
図る。

消防団活躍推進室

加入者は男性が多く、女性が
少ない。

今後も女性の参加について、
特段の配慮をしてもらうよう依
頼する。

防災課

昨年度に引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症により、避難
所運営委員会の活動を縮小せ
ざるを得なくなるなど、地域住
民への周知の機会を確保する
ことが困難であった。

避難所運営マニュアルを適宜
改定し、各避難所に配置する
とともに、避難所担当職員に男
女の違いへの配慮の必要性
について、繰り返し説明を重ね
ることにより、避難所運営委員
会への周知徹底を図っていく。
また、ＨＰ等でのマニュアル等
の市民に周知についてもより
積極的に行っていく。

防災課

各方面に推薦を募ったことによ
り周知をはかることはできた。

男女のニーズの違いに関する
マニュアル等の記載を増やす
とともに、性的マイノリティに対
する配慮についての記述も増
やすことで、避難所での対応
が図られるよう取り組んだ。
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

①
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前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

152
女性に対する暴力防止に関
する啓発事業の実施

女性に対する暴力防止、性犯罪防止を
テーマに、男女共同参画推進センターに
おける講座・講演会の開催、情報誌・広
報誌による啓発記事の掲載、パンフレッ
トの作成・配布などを実施します。
①ＤＶの防止・啓発
②女性に対する暴力をなくす運動の
周知

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

・デートＤＶ防止出前講座（オンライン動
画配信）
日程：４月７日～５月10日
対象：埼玉大学学生
参加人数：1,294人
・ジェンダー平等出前講座（デートDV防
止がテーマ）
日程：７月１日
対象：さいたま市立高校・中学校等教
諭
参加人数：２４人
・ジェンダー平等出前講座（デートDV防
止のテーマを含む。オンライン動画配
信）
日程：９月３０日～１１月３０日
対象：埼玉大学学生
参加人数：1,056人

・性暴力防止セミナー（埼玉県男女共
同参画推進センターと共催）の実施
　テーマ：すべての人にかかわる
性暴力を知る
　配信期間：8月2日～8月28日
　受講者数：136名
・ＤＶ防止セミナーの実施
　テーマ：「女性による女性のための相
談会」が必要な理由
　配信期間：11月1日～11月30日
　受講者数：21名

埼玉大学と連携し、実施してい
る出前講座については、より
多くの若年層に対する啓発を
確実に行うため、昨年度に引
き続き全学生を対象として、オ
ンラインにより実施した。

154
若年層（生徒）における未
然防止（デートＤＶ防止）
啓発の推進

ＤＶ及びデートＤＶの予防のため、学校
等関係機関などと連携して、若年層を対
象とした啓発活動を行います。
①デートＤＶの防止・啓発
②デートＤＶ防止出前講座の実施

・デートＤＶ防止出前講座（オンライン動
画配信）
日程：４月７日～５月10日
対象：埼玉大学学生
参加人数：1,294人
・ジェンダー平等出前講座（デートDV防
止がテーマ）
日程：７月１日
対象：さいたま市立高校・中学校等教
諭
参加人数：24人
・ジェンダー平等出前講座（デートDV防
止のテーマを含む。オンライン動画配
信）
日程：９月30日～11月30日
対象：埼玉大学学生
参加人数：1,056人
・市内市立高等学校３年生を対象に相
談窓口案内チラシを配布した。チラシに
は、パートナーとの関係性に気づく「支
配のチェックリスト」や、AV出演被害に
ついてとその相談窓口等、関連する情
報を記載した。

・出前講座については、より効
果的な講座となるよう、講師及
び内容の選定を行い、令和４
年度は主に新入学生向けに配
信を行った。

153
女性に対する暴力防止のた
めの情報提供

女性に対する暴力の防止に関する各種資
料や情報の収集・提供を行います。

・男女共同参画推進センター及び男女
共同参画相談室において、女性に対す
る暴力の防止に関する資料や情報の
提供を行った。
・女性の悩み電話相談を通じて、相談
者に対し必要な情報を提供した。

・資料の収集・提供に際して、
課題解決に資する資料を所内
で検討し、選定した。
・女性の悩み電話相談におい
て、男女共同参画推進セン
ターで実施している「傷ついた
心のケア講座」等を案内した。

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

R1 B

R2 A

R3 A

R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

人権政策・
男女共同参画課

より多くの受講者に向けて、講
座を実施することができたた
め。

デートＤV防止をテーマとした
出前講座については、引き続
き若年層を対象に継続的に実
施していく必要がある。

引き続き、幅広い対象に向け
て、主催講座及び出前講座を
実施していく。

人権政策・
男女共同参画課

ＤＶ及びデートＤＶの予防のた
め、学校と連携して、若年層を
対象とした啓発活動を行った。

デートＤＶ防止をテーマにした
出前講座については、引き続
き若年層を対象に継続的に実
施していく必要がある。

引き続き、オンライン手法を活
用しながら、より多くの若年層
に向けて、デートＤＶ防止に関
する出前講座を実施していく。
また、相談窓口案内チラシを
配布することで、相談窓口の
周知に努める。

人権政策・
男女共同参画課

女性に対する暴力の防止に関
する各種資料や情報の収集・
提供を行ったため、「Ｂ」評価と
する。

男女共同参画推進センター等
において、女性に対する暴力
防止についての図書、映像、
行政資料などの情報資料を収
集し、貸出し・閲覧を行うこと等
により、女性に対する暴力防
止の意識を啓発する。

今後も女性に対する暴力の防
止に関連する各種資料を収
集・提供し、女性の悩み電話
相談の相談者等に対し、適切
な情報を提供していく。
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

②
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
防
止
に
対
す
る
理
解
と
対
策
の
充
実

①
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
に
向
け
た

教
育
・
啓
発
の
推
進

１
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

156
セクシュアル・ハラスメン
ト等防止に関する情報提
供・意識啓発

セクシュアル・ハラスメント等防止に関
する図書、ＤＶＤなどを収集し、市民・
市内事業者に提供し、ハラスメント防止
に関する意識の啓発を図ります。

男女共同参画推進センターにおいて、
セクシュアル・ハラスメント等防止に関
する各種資料を含む、男女共同参画に
関する情報の収集・提供を行った。
・男女共同参画推進センター
　図書2,546冊、情報誌3誌、
　ビデオ123作品、貸出点数109点

セクシュアル・ハラスメント等防
止を含め、男女共同参画の課
題解決に資する資料をセン
ター内で検討、選定し、情報提
供を行った。また、情報・資料
コーナーにはビデオ視聴ス
ペースを設置している。

155
若年層における未然防止啓
発の推進

デートＤＶの防止のため、学校と連携し
て、教職員や生徒を対象とした研修・啓
発活動を行います。
① デートＤＶの防止・啓発
② 教職員を対象とするデートＤＶ防止
研修会の実施

【数値目標】
「中・高等学校教職員を対象とするデー
ト
ＤＶ防止研修の参加校数」
中学校２校、高等学校４校（平成29年
度）
→中学校16校、高等学校４校
（令和５年度）

①各種人権教育研修会において、デー
トＤＶの発生状況の周知とデートＤＶ研
修会への参加を促した。
また、デートＤＶ防止啓発リーフレットを
市立中・高等学校の第２学年の全生徒
向けに作成し、各学校へ配布した。
・デートＤＶ防止啓発リーフレット
　　　　　　　　　　　　　   …15,000部

②中等教育・高等学校の養護教諭、人
権教育主任、希望する中・中等教育学
校の教職員を対象としたデートＤＶ防止
研修会を開催し、有識者による講演や
関係課から、情報提供を受けた。
・デートＤＶ防止研修会
　開催日：令和４年７月１日（金）
　場   所：教育研究所
　参加校数：中学校３校
　　　　　　　 中等教育学校１校
　　　　　　　 高等学校３校

人権政策・男女共同参画課と
講師選定について協議を行っ
たうえで招聘した。新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止対策
を講じながら、対面研修を実施
した。養護教諭等の教職員へ
の理解を深めることができた。

158
セクシュアル・ハラスメン
ト等に関する雇用管理上の
配慮の周知

企業の事業主・人事担当・管理職の方を
対象に、職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメントやマタニティ・ハラスメント
に関する雇用管理上の配慮について周知
を図るため、働く人の支援講座（労務実
務関連講座）の実施及び働く人の支援ガ
イドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で育児・介護休業法を扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「ハラスメント対策について考
える」
　受講者数：11人
　対象者：市内在住または在勤の労務
担当者・管理者・経営者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、職
場のハラスメントについて特集し掲載し
た。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
  また、ハラスメント対策をテー
マとした講座を実施した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮した。
　また、職場のハラスメントに
ついて特集し掲載した。

157
セクシュアル・ハラスメン
ト等防止に関する意識啓発

職場におけるセクシュアル・ハラスメン
トやマタニティ・ハラスメント防止に関
する意識の啓発を図るため、働く人の支
援講座（労務実務関連講座）の実施及び
働く人の支援ガイドの作成を行います。

・市内在住又は在勤の勤労者等を対象
に「働く人の支援講座」を開催し、講座
の中で育児・介護休業法を扱い、周知・
啓発を図った。
　テーマ：「安心して働き続けるための
労働法～労働法の基礎知識や、就労
継続の措置・仕組みについて押さえま
しょう～」（全５回）
　受講者数：延べ38人
　対象者：市内在住又は在勤の勤労者
　アンケート結果：100％が満足と回答
・働く人の支援ガイド2023を作成し、職
場のハラスメントについて特集し掲載し
た。
　作成部数　8,000部

・働く人の支援講座について、
男女ともに参加できることが伝
わるよう、チラシには男性女性
双方が映る写真を使用した。
・働く人の支援ガイドについ
て、固定的な性別役割分担意
識の表現のないよう配慮した。
　また、職場のハラスメントに
ついて特集し掲載した。

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

132



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

－ R2 B

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

人権教育推進室

講座のテーマに関する理解を
深めるため、関連する図書をリ
スト化し、講座等受講者へ配
布したことにより、講座受講後
の資料貸出利用に繋がった。

情報資料をより多くの人に利
用してもらうため、効果的に周
知していく必要がある。

62

デートＤＶ防止啓発リーフレット
については、予定通り作成・配
布し、活用を促進した。
デートＤＶ防止研修会は、対面
研修を実施することで、教職員
の理解を深めることができた。

対面研修だと、質疑応答の時
間等による実践的な研修にす
ることができるが、動画研修の
ように幅広く研修を受講できる
機会が少なくなる。

対面研修のよさを保ちつつ、
広く受講できる方法も検討して
いく。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課

図書や関係機関の各種資料を
収集し、一層の充実を図るとと
もに、講座等にて引き続き周
知する。また、コロナ収束後に
はビデオ視聴スペースや作業
スペースの利用を促進する。
様々なハラスメントについて、
講座等でも取り上げる。

人権政策・
男女共同参画課

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、職場におけるハラスメント
防止に関する周知・啓発を図
ることができたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、男女問わず参加があった
ため。
・働く人の支援ガイドについて
は、職場におけるハラスメント
防止に関する周知・啓発を図
ることができたため。

・働く人の支援講座について
は、テーマにより定員に満た
ない講座が生じる場合があ
る。
・働く人の支援ガイドについて
は、より分かりやすいものとな
るよう時勢に応じた内容・レイ
アウト等を工夫する必要があ
る。

・働く人の支援講座について
は、多くの市民に参加いただ
けるよう、効果的な周知及び
内容の充実に努める。
・働く人の支援ガイドについて
は、時事的な新しい情報を盛
り込み、分かりやすい内容を
心がける。

労働政策課
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

１
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

③
行
政
・
事
業
者
・
団
体
に
よ
る
取
組
の
促
進

160
市役所におけるハラスメン
ト防止体制

職員に対し、セクシュアル・ハラスメン
トを含むハラスメントの防止に関する意
識啓発を行います。

【数値目標】
　「ハラスメント防止のための研修の実
施回数」
　1回／年度（平成29年度末）
　→1回／年度（令和５年度）

ハラスメントを生まない職場づくりに必
要な知識を習得するとともに、組織的な
防止対策を推進するため、全職員を対
象とした自己学習形式の研修として、
「ハラスメント防止セミナー」を実施し
た。

令和４年度の「ハラスメント防止のため
の研修の実施回数」 １回

159
学校現場等における
防止体制

市立学校において、セクシュアル・ハラ
スメントを防止するとともに、セクシュ
アル・ハラスメントに起因する問題が生
じた場合に適切な措置を行います。

【数値目標】
①校内研修の実施校数
②苦情及び相談に係る問題の未解決件数
①市立全167校　②０件（平成29年
度）
→①市立全168校　②０件（令和５年
度）

市内全168校において、事例研修のテ
キストを活用し、セクシュアル・ハラスメ
ントを含む、ハラスメント防止に関する
校内研修を実施した。また、各校が倫
理確立委員会を校内組織に位置づけ、
同委員会を年１回以上開催し、問題が
生じた場合においても適切に対応する
体制を整えた。校内研修の実施、倫理
確立委員会の開催については、管理資
料票で確認した。

①市内全168校で校内研修を実施
②未解決件数は０件

校内で組織する倫理確立委員
会を、男女で構成するよう各校
が配慮した。また、同委員会の
開催を、管理訪問の際に管理
主事が確認した。

庁内イントラネットを利用し、管
理職・非管理職の別に関わら
ず、全職員を受講可能な形式
とした。
また、研修内容についてもハラ
スメントに関する一般的な知識
のほか、市における職員・所属
長の責務や相談窓口に関する
周知を行った。

162
道路照明施設（公衆街路
灯）の設置及び維持管理

夜間における交通事故や犯罪の発生を防
止し、地域住民の通行の安全を図るた
め、地域住民からの道路照明施設（公衆
街路灯）の設置要望を各区役所で受け、
地域の実態に即して設置するとともに維
持管理を行います。

【数値目標】
「道路照明施設（公衆街路灯）設置数」
870灯／年（平成29年度末）
→800灯／年（令和2年度）

市民からの設置要望が多い場所や事
故が起こりやすい場所を中心に、公衆
街路灯の設置を進めた。

「公衆街路灯設置数」
541灯

誰もが要望しやすいよう、受付
時に要望内容が周りに漏れ聞
こえないように配慮した。

161
地域と連携した防犯の
推進

地域防犯活動の促進を図るため、自主防
犯活動団体に対する活動経費の一部の助
成や、市民に対する広報・啓発を行いま
す。また、地域社会から暴力団を排除
し、安全・安心なまちづくりを推進する
ため、暴力団排除活動に関する広報・啓
発を行います。

【数値目標】
「刑法犯認知件数」
10,958件（平成29年末）
→11,560件（令和2年）

自主防犯活動を行う団体に対し、活動
経費の一部を助成した。振り込め詐欺
防止ポップシールや振り込め詐欺防止
ウエットティッシュ等を作成し、啓発活
動等を実施した。

「刑法犯認知件数」
7,113件(令和4年)

男女共同参画の観点から、女
性が被害者、男性が加害者と
いった表現を控えた。

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

○ R1 B

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

◎ R1 A

○ R2 B

○ R3 B

○ R4 B

◎ R1 A

◎ R2 A

R3 A

R4 A

◎ R1 A

○ R2 B

R3 B

R4 B

63

65

庁内イントラネットを利用し、管
理職・非管理職の別に関わら
ず、全職員を受講可能にする
ことで、ハラスメントを生まない
職場づくりに必要な知識を広く
周知し、組織的な防止対策を
推進することができた。

新型コロナウイルス感染症の
感染状況を踏まえつつ、専門
講師による講義形式の研修を
実施するなど、より研修効果を
高める取組を検討する必要が
ある。

今後も継続的に研修を実施
し、意識の向上と正しい理解
の促進を図り、あらゆるハラス
メントを防止する。

人事課

校内研修と、校内組織である
倫理確立委員会がセクシュア
ル・ハラスメントを未然に防ぐ
役割を担い、問題が生じた場
合に適切に対応する体制が整
えられているため、一定の効
果があると評価した。

セクシュアル・ハラスメントを含
めたハラスメントの防止に向け
た取組を継続し、校内組織だ
けでなく教職員人事課の相談
窓口を周知し、問題を未然に
防ぐとともに、問題が発生した
場合においても適切な措置を
行う。

引き続きセクシュアル・ハラス
メント防止の取組と適切な措
置を行っていく。倫理確立委員
会については、適切な時期に
開催する。

教職員人事課

令和4年の数値目標を達成す
ることができた。

刑法犯認知件数は、減少傾向
にあるが、依然として多くの市
民に身近な犯罪が発生してい
る。

犯罪のない安全安心なまちづ
くりを推進するため、自主防犯
活動団体への支援、広報啓発
活動の実施、事業所・警察等
と連携・協力し、刑法犯認知件
数の減少を目指す。

市民生活安全課

67

66

目標値の達成には至らなかっ
たが、令和元年度に市内の公
衆街路灯を一斉LED化した効
果があったと考える。

交通事故件数は減少傾向にあ
るが、死亡事故等の重大な交
通事故が発生している

市民からの設置要望が多い場
所や事故が起こりやすい場所
を中心に、公衆街路灯の設置
を進める。

市民生活安全課
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

①
被
害
者
の
早
期
発
見
と
相
談
体
制
の
充
実

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援

164
早期発見・通報体制の
整備・充実

ＤＶの被害を深刻化させないために、被
害者の早期発見に努めるとともに、市
民、医療関係者及び福祉関係者などに対
して、ＤＶの発見者の通報体制について
周知します。
①通報体制の周知

ＤＶ相談センターの周知カードをＤＶ被
害者等が安全な環境で手に取れるよ
う、公共施設の女性用トイレなどに配置
した。

ＤＶは女性が被害者となる
ケースが多いことから、女性へ
の周知を心掛けた。

163 住民相談事業

各区役所において、弁護士による法律相
談などを実施し、離婚やＤＶなどの相談
に対応し、市民サービスの向上を図りま
す。

各区役所くらし応援室にて弁護士によ
る法律相談などを実施。離婚・ＤＶに関
する相談について、令和４年度実績は
384件であった。

誰もが相談しやすい環境づくり
として、受付時や相談時には
柔軟に対応できるよう配慮し
た。

166 相談体制の強化と周知

各種相談事業の実施及び相談窓口の周知
を行います。相談窓口の相談員について
は、更なる資質向上に努めます。
①人権相談事業

【数値目標】
「人権相談の実施回数」
13回（平成28年度末）
→13回（令和５年度）

女性、子ども、高齢者、障害のある人な
ど、様々な人権に関わる人権相談を市
内４か所において各13回実施した。会
場：大宮区役所、中央区役所、浦和コ
ミュニティセンター、岩槻区役所、武蔵
浦和コミュニティセンター（※）、桜区役
所（※）
　（※）は6月1日のみ実施の会場

相談対応を行う人権擁護委員
は、法務局での研修等を踏ま
え、男女共同参画の視点も含
め、柔軟な対応を行うことがで
きるよう努めている。

165
Ⅶ-
2-③
に再掲

早期発見・通報体制の
整備・充実

ＤＶの被害を深刻化させないために、被
害者の早期発見に努めるとともに、市
民、医療関係者及び福祉関係者などに対
して、ＤＶの発見者の通報体制について
周知します。

①24時間児童虐待通告電話の充実：児
童虐待の通告等を夜間、土曜日、日曜
日、祝祭日、年末年始を問わず、24時
間365日受け付けています。

児童虐待の通告等を夜間、土曜日、日
曜日、祝祭日、年末年始を問わず、24
時間365日受け付けた。

DV被害者の早期発見のため、
電話相談員が即座に判断でき
ない場合はすぐに担当の職員
に報告、相談し、それ以外の
ケースも勤務時間終了後に
FAXで担当職員に周知するな
ど、迅速な対応を心がけた。ま
た、該当ケースがあった際は、
男女共同参画相談室と適宜連
携した。

168 相談体制の強化と周知

各種相談事業の実施及び相談窓口の周知
を行います。相談窓口の相談員について
は、更なる資質向上に努めます。
①ＤＶ相談事業
②婦人相談員研修の実施

①関係機関との連携を図るため、既存
の連携会議を見直し、さいたま市ドメス
ティック・バイオレンス防止対策関係機
関ネットワーク会議実務者会議（８月、
３月）とさいたま市ドメスティック・バイオ
レンス防止対策関係機関ネットワーク
会議代表者会議（８月、３月）を開催し
た。
②多様な相談者に対応するため、婦人
相談員研修を13回実施した。

①ネットワーク会議では、ＤＶ
被害者支援のため、ＤＶの現
状に関する報告及び事例研
究、関係機関による情報交換
等を実施した。
②婦人相談員研修について
は、スーパービジョン他専門家
等による研修を13回実施した。

167 相談体制の強化と周知

各種相談事業の実施及び相談窓口の周知
を行います。相談窓口の相談員について
は、更なる資質向上に努めます。
①住民相談事業

各区役所くらし応援室にて弁護士によ
る法律相談などを実施。離婚・ＤＶに関
する相談について、令和４年度実績は
384件であった。

誰もが相談しやすい環境づくり
として、受付時や相談時には
柔軟に対応できるよう配慮し
た。

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

○ R1 B

△ R2 E

○ R3 B

◎ R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

①関係機関との連携を図るた
め、既存の連携会議を見直
し、さいたま市ドメスティック・バ
イオレンス防止対策関係機関
ネットワーク会議を実施したた
め。
②婦人相談員研修を13回実施
することができたため。うち１
回は、DV被害者支援に携わる
庁内関係所管課職員も対象と
した。

多様な相談に対応するため、
婦人相談員については、ネット
ワーク会議への参加や各種研
修の受講を通じて、さらなる資
質向上に努める必要がある。

ＤＶ被害の内容が多様化・複
雑化しているため、その相談
に応じることができるよう、婦
人相談員の資質向上・研鑽に
努めるとともに、利用できる支
援についての情報を収集す
る。

人権政策・
男女共同参画課

相談室に新型コロナウイルス
感染防止対策を講じ、電話相
談だけでなく対面相談にも対
応できるように整備し計画通り
に実施した。

今後も誰もが相談しやすい環
境づくりをする。

引き続き、安心して市民相談
を利用できるよう、相談室の整
備を行い、相談日の広報を
行っていく。

市民生活安全課

68

すべての件について電話相談
員が迅速に対応することがで
きた。

電話相談員が自身で判断して
よいか、担当職員に判断を仰
ぐか、ケースごとに判断する力
をつけなければならないが、今
年度は特段報告もれ等はな
く、適切に判断することができ
たと考える。引き続き、迅速な
対応を行っていく。

24時間電話相談員として適切
に各通話に対応するための判
断力を養うために、年3回の研
修機会をもうけている。

北部児童相談所
南部児童相談所

ＤＶの相談窓口及び通報体制
の周知を行ったため。

ＤＶ被害者の早期発見により、
被害の深刻化を防ぐ必要があ
る。

引き続き、市民や関係機関に
対して情報の周知を図ってい
く。

人権政策・
男女共同参画課

最終目標値を達成したため。 ジェンダー問題を含めたあらゆ
る人権問題について相談がで
きることを周知する必要があ
る。

自治会にチラシやポスターを
配付するなど、人権相談の周
知を図り、相談しやすい窓口と
することを目指す。

人権政策・
男女共同参画課

相談室に新型コロナウイルス
感染防止対策を講じ、電話相
談だけでなく対面相談にも対
応できるように整備し計画通り
に実施した。

今後も誰もが相談しやすい環
境づくりをする。

引き続き、安心して市民相談
を利用できるよう、相談室の整
備を行い、相談日の広報を
行っていく。

市民生活安全課
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

170 多様な被害者への配慮

被害者の国籍や障害の有無、年齢などに
かかわらず、誰でも相談や支援を受ける
ことができるように環境を整備します。
①多様な被害者への配慮：被害者の国籍
や障害の有無、年齢などにかかわらず、
誰でも相談や支援を受けることができる
ように環境を整備します。

169 多様な被害者への配慮

被害者の国籍や障害の有無、年齢などに
かかわらず、誰でも相談を受けることが
できるように環境を整備します。
①多様な被害者への配慮：被害者の国籍
や障害の有無、年齢などにかかわらず、
誰でも相談を受けることができるように
環境を整備します。

大宮区くらし応援室において毎週月曜
日～木曜日の９時～１２時に外国人生
活相談を実施。
月：英語・タガログ語、火：韓国・朝鮮
語、水：英語・ポルトガル語（年度途中
に中止）、木：中国語。
令和４年度実績は45件であった。

市民生活安全課において犯罪被害者
等相談を実施。令和４年度実績40件の
うち、性被害・DV・ストーカーに関する
相談は13件であった。

誰もが相談しやすい環境づくり
として、受付時や相談時には
柔軟に対応できるよう配慮し
た。

通訳派遣制度を活用し、被害者の国籍
等にかかわらず相談に応じた。また、外
国人支援を行うＮＰＯ等の庁外機関や
障害福祉の所管課・関係機関等と連携
し、被害者に必要な支援を実施した。

性別や国籍による生きづらさ
などを原因とした悩み相談に
適切に対応できるよう、婦人相
談員を対象に必要な研修を実
施した。

172
Ⅶ-
2-③
に再掲

産科医療機関等との連携

早期に育児不安の軽減を図り、児童虐待
の発生を予防するため、産科医療機関等
と連携し、妊娠中または出産後早い段階
から支援が必要と判断される家庭を把握
し、継続支援します。

出産ができる医療機関のうち特定妊婦
や、ハイリスク児及びハイリスク家族の
連絡を45箇所の医療機関から総数910
件受け支援を行うことで、子ども虐待の
発生を防いでいる。

家族全体への支援を意識し、
医療機関と連携し、支援を実
施した。また、医療機関との連
携強化のために、医療と保健
の連携について書面会議にて
意見を共有した。

171 多様な被害者への配慮

外国人市民の日常生活における問題解決
を支援するため、日本語による簡易生活
相談及び多言語生活相談を実施します。
※「（公社）さいたま観光国際協会」実
施事業

①外国人のための生活相談
外国人市民の日常生活における問題
解決を支援する。日本語による簡易生
活相談及び多言語生活相談の実施。

②外国人のための情報提供
外国人市民の日常生活の利便性を高
める。外国人市民のために、さいたま
市生活便利帳を配布。

①ＨＰなどで周知する際、男女
双方の写真を使用するよう配
慮している。

②チラシやＨＰなどで周知する
際、男女双方のイラストや写真
を使用するよう配慮している。

①
被
害
者
の
早
期
発
見
と
相
談
体
制
の
充
実

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 C

R2 C

R3 C

R4 C

英語・ポルトガル語について年
度途中から相談休止となった
ため、計画どおり実施すること
ができなかった。

犯罪被害者等相談では、相談
員を配置し相談体制を整え、
また、対象となる犯罪被害者
等に見舞金の支給を実施し
た。

今後も誰もが相談しやすい環
境づくりをする。

外国人相談、犯罪被害者等相
談とも、引き続き安心して利用
してもらえるよう、相談環境の
整備を行うとともに、周知を
図っていく。

市民生活安全課

人権政策・
男女共同参画課

関係機関と連携を図りながら、
多様な被害者への対応を行っ
た。

被害者の国籍や障害の有無、
年齢等にかかわらず、誰でも
相談や支援を受けられるよう
配慮する必要がある。

引き続き、各関係機関との連
携を図りつつ、多様な被害者
への対応ができるよう、相談環
境を整備していく必要がある。

観光国際課

家族全体への支援を意識し、
医療機関と連携し、性別にか
かわらず支援をしており、虐待
の予防に寄与できている。

医療と保健の連携を強化し、
妊娠期からの切れ目ない支援
につながるような体制を整えて
いく必要がある。

より早期から、医療と保健が連
携し、支援につながるように、
医療機関との連携会議を開催
し、連携・協力体制の強化を
図っていく。

地域保健支援課

①男女問わず、相談者の利用
がある。

②各区役所等でさいたま市生
活便利帳を配布した。

①相談窓口の効果的な周知
が課題である。

②情報誌・冊子等の効果的な
周知が課題である。

①利用周知のため、さらなる
広報の必要性がある。また、
観光国際課と（公社）さいたま
観光国際協会が連携し、相談
業務に係る情報収集等を行い
効果的な運用を図る必要性が
ある。

②引き続きさいたま市生活便
利帳を配布し生活情報を提供
する。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅶ
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

②
被
害
者
保
護
と
自
立
支
援
の
充
実

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援

174 安全な保護体制の整備

被害者の安全を確保しつつ、地域におけ
る社会資源の活用などにより、保護を行
います。
①被害者の緊急時における一時保護
事業
②民間団体への支援

緊急に一時保護を必要とする被害者及
びその子を施設等に入所させ、必要な
保護を行った。
利用実績：13世帯、27人

ＤＶ等の理由により、緊急に一
時保護が必要となる母子等
に、今後の生活の安定に向け
た支援を行う必要があり、区役
所の支援課や福祉課、関係機
関と情報共有を図りながら、連
携した支援を行った。

173 安全な保護体制の整備

被害者の安全を確保しつつ、地域におけ
る社会資源の活用などにより、保護を行
います。
①被害者の緊急時における一時保護事業
②民間団体への支援
③母子緊急一時保護事業
緊急的に保護を必要とする母及び子（義
務教育終了前）を施設に入所させ、必要
な保護を行います。

緊急に一時保護を必要とする母及び子
を施設に入所させ、必要な保護を行っ
た。
利用実績：4世帯、11人

DV等の理由により、緊急に一
時保護が必要となる母子に、
短い期間の中で新たな居住場
所を探す支援を行う必要があ
り、区役所支援課や福祉課、
また各相談機関と情報共有を
行い、母子の生活の安定に向
けた支援を行う必要がある。

176
Ⅶ-
2-③
に再掲

被害者及びその関係者に関
する情報の保護

被害者の情報を保護するため、 住民基
本台帳の閲覧等の制限を行います。ま
た、被害者の安全の確保のため、被害者
支援に関わる関係機関などに対し、被害
者及びその関係者に関する情報管理を徹
底します。
①情報管理の徹底
②住民基本台帳の閲覧等の制限

各区役所区民課において、被害者の情
報を保護するため住民基本台帳の閲
覧等の制限を行った。また情報管理を
徹底するために、被害者支援に関わる
関係機関などと、被害者及び関係者に
関する情報について連携した。

被害者及びその関係者を保護
することを目的として、各区役
所区民課の窓口で相談、申請
を受け付けた。

175
Ⅶ-
2-③
に再掲

被害者及びその関係者に関
する情報の保護

被害者の情報を保護するため、 住民基
本台帳の閲覧等の制限を行います。ま
た、被害者の安全の確保のため、被害者
支援に関わる関係機関などに対し、被害
者及びその関係者に関する情報管理を徹
底します。
①情報管理の徹底

被害者からの申し出により、各区役所
区民課において住民基本台帳の閲覧
等の制限を依頼し、被害者の現住所等
情報の保護を行った。

総務省が示す事務処理要領
に基づき、判断した。

177 自立に向けた支援

福祉や雇用などの各種施策を十分に活用
し、精神的な支援も含めた被害者の生活
再建と経済的支援を進めるなど、被害者
の自立を継続的に支援します。
①ＤＶ被害者への情報提供

被害者の心情に寄り添いながら相談を
継続して実施し、被害者のおかれてい
る段階に応じた必要な情報を提供し、
自立に向けた自己決定ができるよう支
援した。

相談者の意思を尊重する相談
対応を心掛けた。

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

140



年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 －

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

子ども家庭支援課

緊急に一時保護を必要とする
被害者及びその子を施設に入
所させ、関係機関と連携しなが
ら必要な保護を行ったため、
「Ａ」評価とする。

緊急に避難を必要とする被害
者等を安全に保護するため、
引き続き、各関係機関との密
な連携を図る必要がある。

ＤＶ防止対策関係機関ネット
ワーク会議等を活用しながら、
ＤＶにかかわる情報共有を行
い、各機関と連携を図りなが
ら、被害者の安全な保護に努
める。

緊急に一時保護を必要とする
母及び子を施設に入所させ、
必要な保護を行ったので、「A」
評価とする。

母子緊急一時保護期間が長
期化の傾向にあり、引き続き、
各関係機関と連携を図る必要
がある。

引き続き、各関係機関との連
携を図っていく。

人権政策・
男女共同参画課

人権政策・
男女共同参画課

全庁

被害者及びその関係者の情
報管理を徹底し、情報の漏洩
等の事案は無かった。

被害者及びその関係者の情
報を保護するため、引き続き
情報管理を徹底する。

被害者及びその関係者の情
報を保護するため、引き続き
情報管理を徹底する。

区政推進部

総務省が示す事務処理要領
に基づき、適切に対応し、被害
者の情報の保護を行った。

人事異動による職員の入れ替
えがあり、経験の浅い職員が
対応することで事務処理誤り
のリスクが高まるため、注意が
必要である。

事務の引継ぎ、マニュアルの
整備を徹底し、総務省が示す
事務処理要領に基づき適切な
対応を行っていく。

人権政策・
男女共同参画課

福祉や雇用などの各種施策を
活用し、精神的な支援も含め
た被害者の生活再建と経済的
支援を進めるなど、被害者の
自立を継続的に支援した。

被害者への継続的な相談対
応による精神的な支援、また、
被害者の生活再建に必要な情
報を提供することで、被害者の
自立を目指す必要がある。

引き続き、被害者への継続的
な自立支援及び生活再建に向
けた情報提供を継続していく。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅶ
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

②
被
害
者
保
護
と
自
立
支
援
の
充
実

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援

178 自立に向けた支援

福祉や雇用などの各種施策を十分に活用
し、精神的な支援も含めた被害者の生活
再建と経済的支援を進めるなど、被害者
の自立を継続的に支援します。
①さいたま市多重債務者生活再建安心プ
ログラムの周知徹底

さいたま市多重債務者生活再建安心プ
ログラムを実施し、消費生活相談として
多重債務者の相談を受け付け、弁護士
や関係団体等につなぐことにより相談
者の救済を行った。

引き続き専門資格を持った消
費生活相談員が相談者に適し
た支援を行っており、男女の区
別なく多くの方が相談し易いよ
う、土曜日の開所及び日曜日
の電話相談を実施している。

180 自立に向けた支援

婦人相談センターに入所した者のうち、
医療費や転宅費用等の捻出が困難な者に
対して生活保護法を適用し、社会復帰や
生活支援を行います。

令和４年度について、婦人相談セン
ターに入所した世帯に対し、生活保護
法を適用し、社会復帰及び生活の支援
を行った。

支援を必要とする世帯に対し、
生活保護法を適用し、必要な
支援を行った。

179
Ⅶ-
2-④
に再掲

自立に向けた支援

福祉や雇用などの各種施策を十分に活用
し、精神的な支援も含めた被害者の生活
再建と経済的支援を進めるなど、被害者
の自立を継続的に支援します。
①家庭児童：家庭児童相談員が、家庭に
おける適切な児童の養育と養育に関連し
て発生する種々の児童問題に関する相談
を受けます。
②ひとり親家庭等相談
③母子父子寡婦福祉資金貸付事業
④ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター事業

【数値目標】
「ひとり親家庭等介護職員初任者研修の
参加者数」
28人（平成29年度末）
→30人（令和５年度）

ひとり親家庭の父母の就業・自立を促
進するため、ひとり親家庭等就業・自立
支援センター事業により、就業相談や
就業支援講習会、家計管理講習会や
弁護士による法律相談を実施した。
また、養育費確保のため、養育費に関
する取り決めや養育費保証契約をされ
た方に補助金を交付した。

弁護士による法律相談では、
様々な事情を持つひとり親の
方でも相談しやすいよう、
ZOOMや電話での相談も可能
とした。

自助グループなどの活動に関する情報提
供や、グループの形成・継続に対する支
援を行うことをとおして、地域における
継続的なサポートにつながる体制の整備
に努めます。
①精神保健に関する支援

・精神保健福祉士によるＤＶ被害者カウ
ンセリングを24回実施した。また、心の
健康相談及びＤＶ被害者カウンセリン
グ希望者に対し「こころの健康ガイド」
活用と、医療機関についての情報提供
を行った。
・男女共同参画推進センターにおいて
「傷ついた心のケア講座」及びピアサ
ポートグループを実施した。

精神保健福祉士によるＤＶ被
害者カウンセリングや「傷つい
た心のケア講座」参加者の中
から希望の方を対象に、講師
の援助のもと、対等な関係で
話し合う機会となるピアサポー
トグループを引き続き実施し
た。

181 自立に向けた支援

被害者で住宅に困窮している方に対し、
市営住宅の一時使用を認めることによ
り、被害者の精神的、時間的ゆとりの確
保及び生活基盤立て直しを支援します。

利用実績なし。 被害者に対する支援制度や入
居までの連携について関係部
署と情報共有を図った。

182 心身の健康回復への支援

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

△ R1 C

－ R2 B

－ R3 B

－ R4 B

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 －

R2 －

R3 －

R4 －

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

専門資格を持った消費生活相
談員が対応、男女の区別なく
経済的・精神的困窮状況を的
確に聞き取り、相談者に適した
支援につなげられたため。

貸金業法改正の効果で多重
債務に関する消費生活相談件
数は少なくなっているが、消費
生活センターを知らずに相談
できていない方が少なくなるよ
う一層の周知が必要。

多重債務者無料相談会の周
知を含め、相談が必要な方が
消費生活センターに相談でき
るように、当センターの周知啓
発を市ホームページや情報紙
など複数の広報媒体で行う。 消費生活総合センター

利用者の男女比をみると、母
子の方の利用が多い。父子の
方も参加できるよう周知・広報
する必要がある。

ひとり親家庭の父母等の就
業・自立を促進するため、就業
相談や就業支援講習会、家計
管理講習会や弁護士による法
律相談を引き続き実施してい
く。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

支援を必要とする世帯に対し、
生活保護法を適用し、必要な
支援を行った。

69

就業支援講習会のひとつであ
る、介護職員初任者研修は新
型コロナウイルスの影響により
実施が厳しい状況であったた
め、医療事務講座に変更し、
支援を行うことができたため。

生活保護法による支援を必要
とする世帯に生活保護法を適
用し、社会復帰及び生活の支
援を適切に行っていく。

今後も生活保護法による支援
を必要とする世帯に生活保護
法を適用し、社会復帰及び生
活の支援を行っていく。

ピアサポートグループや、精神
保健福祉士によるＤＶ被害者
カウンセリングを引き続き実施
したため、「Ｂ」評価とする。

ピアサポートグループの受講
者から、自助グループなどの
活動に繋がらない。

引き続き、ピアサポートグルー
プを実施しつつ、自助グループ
の形成を目指す。

生活福祉課

利用実績がないため。 被害者保護と自立支援の推進
のため、引き続き緊急の目的
外使用に備え、住戸を確保し
ていく。

緊急の目的外使用に備え、住
戸を確保する。また、関係部署
との情報共有体制を強化確立
し、相談があった際には被害
者が円滑に入居できるよう努
める。 住宅政策課

人権政策・
男女共同参画課

男
女
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同
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画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

③
関
係
機
関
と
の
連
携
協
力

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援 176

Ⅶ-
2-②
に再掲

被害者及びその関係者に関
する情報の保護

被害者の情報を保護するため、 住民基
本台帳の閲覧等の制限を行います。ま
た、被害者の安全の確保のため、被害者
支援に関わる関係機関などに対し、被害
者及びその関係者に関する情報管理を徹
底します。
①情報管理の徹底
②住民基本台帳の閲覧等の制限

各区役所区民課において、被害者の情
報を保護するため住民基本台帳の閲
覧等の制限を行った。また情報管理を
徹底するために、被害者支援に関わる
関係機関などと、被害者及び関係者に
関する情報について連携した。

被害者及びその関係者を保護
することを目的として、各区役
所区民課の窓口で相談、申請
を受け付けた。

172
Ⅶ-
2-①
に再掲

産科医療機関等との連携

早期に育児不安の軽減を図り、児童虐待
の発生を予防するため、産科医療機関等
と連携し、妊娠中または出産後早い段階
から支援が必要と判断される家庭を把握
し、継続支援します。

出産ができる医療機関のうち特定妊婦
や、ハイリスク児及びハイリスク家族の
連絡を45箇所の医療機関から総数910
件受け支援を行うことで、子ども虐待の
発生を防いでいる。

家族全体への支援を意識し、
医療機関と連携し、支援を実
施した。また、医療機関との連
携強化のために、医療と保健
の連携について書面会議にて
意見を共有した。

175
Ⅶ-
2-②
に再掲

被害者及びその関係者に関
する情報の保護

被害者の情報を保護するため、 住民基
本台帳の閲覧等の制限を行います。ま
た、被害者の安全の確保のため、被害者
支援に関わる関係機関などに対し、被害
者及びその関係者に関する情報管理を徹
底します。
①情報管理の徹底

被害者からの申し出により、各区役所
区民課において住民基本台帳の閲覧
等の制限を依頼し、被害者の現住所等
情報の保護を行った。

総務省が示す事務処理要領
に基づき、判断した。

165
Ⅶ-
2-①
に再掲

早期発見・通報体制の
整備・充実

ＤＶの被害を深刻化させないために、被
害者の早期発見に努めるとともに、市
民、医療関係者及び福祉関係者などに対
して、ＤＶの発見者の通報体制について
周知します。
①24時間児童虐待通告電話の充実：児
童虐待の通告等を夜間、土曜日、日曜
日、祝祭日、年末年始を問わず、24時
間365日受け付けています。

児童虐待の通告等を夜間、土曜日、日
曜日、祝祭日、年末年始を問わず、24
時間365日受け付けた。

DV被害者の早期発見のため、
電話相談員が即座に判断でき
ない場合はすぐに担当の職員
に報告、相談し、それ以外の
ケースも勤務時間終了後に
FAXで担当職員に周知するな
ど、迅速な対応を心がけた。ま
た、該当ケースがあった際は、
男女共同参画相談室と適宜連
携した。

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 C

R2 C

R3 C

R4 C

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

北部児童相談所
南部児童相談所

総務省が示す事務処理要領
に基づき、適切に対応し、被害
者の情報の保護を行った。

人事異動による職員の入れ替
えがあり、経験の浅い職員が
対応することで事務処理誤り
のリスクが高まるため、注意が
必要である。

被害者及びその関係者の情
報管理を徹底し、情報の漏洩
等の事案は無かった。

被害者及びその関係者の情
報を保護するため、引き続き
情報管理を徹底し、住民基本
台帳の閲覧等の制限を実施し
ていく。

すべての件について電話相談
員が迅速に対応することがで
き、DV事案に関しても関係機
関との連携ができた。

電話相談員が自身で判断して
よいか、担当職員に判断を仰
ぐか、ケースごとに判断する力
をつけなければならないが、今
年度は特段報告もれ等はな
く、適切に判断することができ
たと考える。引き続き、迅速な
対応及び連携を行っていく。

24時間電話相談員として適切
に各通話に対応するための判
断力を養うために、年3回の研
修機会をもうけている。

事務の引継ぎ、マニュアルの
整備を徹底し、総務省が示す
事務処理要領に基づき適切な
対応を行っていく。

人権政策・
男女共同参画課

全庁

医療と保健の連携を強化し、
妊娠期からの切れ目ない支援
につながるような体制を整えて
いく必要がある。

より早期から、医療と保健が連
携し、支援につながるように、
医療機関との連携会議を開催
し、連携・協力体制の強化を
図っていく。

被害者及びその関係者の情
報を保護するため、引き続き
情報管理を徹底し、住民基本
台帳の閲覧等の制限を実施し
ていく。

区政推進部

地域保健支援課

家族全体への支援を意識し、
医療機関と連携し、性別にか
かわらず支援をしており、虐待
の予防に寄与できている。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅶ
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

③
関
係
機
関
と
の
連
携
協
力

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援

内閣府が実施する加害者プログラムに
関する説明会に参加し、策定された「配
偶者暴力加害者プログラム　施行のた
めの留意事項」をもとに、今後の施策
のあり方について検討した。

内閣府が実施する加害者プロ
グラムに関する説明会や、県
が主催する加害者対策研究会
に参加した。

184 職務関係者による配慮

被害者の立場に配慮した適切な対応がで
きるよう、ＤＶに対する意識及び知識の
向上を図るため、職務関係者を中心に職
員研修を実施します。
①職務関係者研修の実施
②庁内外ＤＶ防止対策関係機関との連携
（連携会議の開催）

①婦人相談員の質の向上を図るため、
スーパービジョン（４回）や専門家等に
よる研修（９回）を実施した。うち１回
は、DV被害者支援に携わる庁内関係
所管課職員も対象とした。
②関係機関との連携を図るため、さい
たま市ドメスティック・バイオレンス防止
対策関係機関ネットワーク会議実務者
会議（８月、３月）とさいたま市ドメス
ティック・バイオレンス防止対策関係機
関ネットワーク会議代表者会議（８月、
３月）を開催した。

①相談員研修のテーマについ
ては、男女共同参画の視点を
持ち、関係機関との連携によ
る支援の観点から選定した。
また、庁内関係所管課職員対
象の研修を実施した。
②さいたま市ドメスティック・バ
イオレンス防止対策関係機関
ネットワーク会議においては、
ＤＶ被害者支援のため、関係
機関との情報共有に努めた。

183
関係機関・民間団体との連
携協力体制の強化

被害者の適切な保護を行うために、庁内
及び庁外の関係機関と連携会議を開催し
ます。また、ＤＶ被害者の支援のため
に、関係機関や民間団体との連携を強化
します。
①ＤＶ防止対策関係機関との連携（連携
会議の開催）
②警察との連携
③教育機関や保育園等との連携
④福祉・保健機関との連携
⑤専門家（弁護士、精神科医等）との連
携
⑥ＤＶ被害者支援団体との連携

・関係機関との連携をより一層強化す
るため、既存の連携会議を見直し、さい
たま市ドメスティック・バイオレンス防止
対策関係機関ネットワーク会議実務者
会議（８月、３月）とさいたま市ドメス
ティック・バイオレンス防止対策関係機
関ネットワーク会議代表者会議（８月、
３月）を開催した。
・相談員研修の講師を、民間団体や警
察等に依頼した。また、弁護士会との
意見交換会を実施した。

・さいたま市ドメスティック・バイ
オレンス防止対策関係機関
ネットワーク会議においては、
ＤＶ被害者支援のため、ＤＶの
現状に関する報告及び事例研
究、関係機関による情報交換
等を実施した。
・相談員研修の機会を利用し、
民間団体や警察等の取組や
活動についての理解を深める
とともに、弁護士会との援の充
実につながる取組等について
の意見交換を行った。

185 調査研究の推進

市民意識調査、デートＤＶ意識調査を実
施、また 、国の調査研究、他自治体の
取組について調査・研究し、加害者の更
生に向けた施策のあり方を検討します。
①ＤＶに関する実態調査・研究

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

R1 A

R2 B

R3 A

R4 A

人権政策・
男女共同参画課

内閣府が実施する加害者プロ
グラムに関する説明会等に参
加し、今後の施策のあり方に
ついて検討したため。

引き続き国の調査研究、他自
治体の取組について調査・研
究し、加害者の更生に向けた
施策のあり方を始め、様々なＤ
Ｖ施策について検討していく必
要がある。

①婦人相談員の意識及び知
識向上を図るため、研修を13
回実施したため。また、うち１
回は、庁内関係所管課職員も
対象としたため。
②関係機関との連携を図るた
め、既存の連携会議を見直
し、さいたま市ドメスティック・バ
イオレンス防止対策関係機関
ネットワーク会議を実施したた
め。

婦人相談員については、多様
な相談に対応し必要な支援に
繋げるため、さいたま市ドメス
ティック・バイオレンス防止対
策関係機関ネットワーク会議
への参加や各種研修の受講を
通じて、さらなる資質向上に努
める必要がある。

ＤＶ被害の内容が多様化・複
雑化しているため、その相談
に応じることができるよう、婦
人相談員の資質向上・研鑽に
努めるとともに、利用できる支
援についての情報を収集す
る。 人権政策・

男女共同参画課

・関係機関との連携をより一層
強化するため、新たにさいたま
市ドメスティック・バイオレンス
防止対策関係機関ネットワー
ク会議を開催したため。
・相談員研修や意見交換会を
通じて、民間団体、警察、弁護
士と連携しやすい関係性の構
築につながったため。

ＤＶ被害者支援のため、各庁
内機関や警察、民間支援団体
等との連携をさらに強化する
必要がある。

引き続き、ネットワーク会議等
を通じて、ＤＶ対策について各
関係機関との連携を図る。

人権政策・
男女共同参画課

引き続き加害者更生に向けた
施策のあり方を始め、ＤＶに関
する実態調査・研究を行う。
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

179
Ⅶ-
2-②
に再掲

自立に向けた支援

福祉や雇用などの各種施策を十分に活用
し、精神的な支援も含めた被害者の生活
再建と経済的支援を進めるなど、被害者
の自立を継続的に支援します。
①家庭児童：家庭児童相談員が、家庭に
おける適切な児童の養育と養育に関連し
て発生する種々の児童問題に関する相談
を受けます。
②ひとり親家庭等相談
③母子父子寡婦福祉資金貸付事業
④ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター事業

【数値目標】
「ひとり親家庭等介護職員初任者研修の
参加者数」
28人（平成29年度末）
→30人（令和５年度）

ひとり親家庭の父母の就業・自立を促
進するため、ひとり親家庭等就業・自立
支援センター事業により、就業相談や
就業支援講習会、家計管理講習会や
弁護士による法律相談を実施した。
また、養育費確保のため、養育費に関
する取り決めや養育費保証契約をされ
た方に補助金を交付した。

弁護士による法律相談では、
様々な事情を持つひとり親の
方でも相談しやすいよう、
ZOOMや電話での相談も可能
とした。

187 保育・就学支援

被害者の子どもが安心して生活できるよ
う、被害者などの安全の確保を図りつ
つ、教育委員会、学校、保育所などの関
係機関と連携し、子どもが適切な配慮を
受けられるよう支援します。

婦人相談員に「子育て応援ブック」を配
布し、子育てに関わる情報を周知した。

ＤＶ被害者とその子どもを支援
するため、最新の支援策等の
情報提供に努めた。

186 児童生徒の就学支援

住民票の異動を伴わずに住所を変更した
ＤＶ被害者の子どもについて、教育を受
ける権利を確保するために、居住の事実
によって学校を指定し、就学の支援を行
います。また、必要に応じて就学援助制
度について案内します。

DV被害を理由に緊急避難をしてきた児
童生徒に対し、居住の事実を確認の
上、速やかに就学支援を実施した。ま
た必要に応じ、生活保護制度又は就学
援助制度の案内を行った。

・速やかな就学支援
・個人情報の厳重な管理

④
子
ど
も
へ
の
支
援

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援

73
Ⅳに
再掲

子どもショートステイ
事業

疾病、疲労、怪我、看護、冠婚葬祭、出
張、災害などの理由により、家庭におい
ての養育が一時的に困難になったとき、
児童養護施設などに空きがある場合、児
童を短期間預かります。

【数値目標】
「契約施設数」
６施設（毎年度契約）
（平成29年度末）
→６施設（毎年度契約）
（令和５年度）

児童養護施設等において、養育・保護
が必要な児童の預かりを行った。
利用実績：延べ人数6名、延べ日数36
日

施設契約数
６施設

男女を問わず、児童の養育を
行うことが一時的に困難になっ
たときに施設にて一時預かり
ができる体制としている。

年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

△ R1 C

－ R2 B

－ R3 B

－ R4 B

◎ R1 A

◎ R2 A

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

空床利用のため、満床の場合
や利用希望が重複したときな
ど、希望に応じられない場合
があるため、受け入れ可能な
施設等の追加等について、検
討する。

子ども家庭支援課

69

就業支援講習会のひとつであ
る、介護職員初任者研修は新
型コロナウイルスの影響により
実施が厳しい状況であったた
め、医療事務講座に変更し、
支援を行うことができたため。

利用者の男女比をみると、母
子の方の利用が多い。父子の
方も参加できるよう周知・広報
する必要がある。

ひとり親家庭の父母等の就
業・自立を促進するため、就業
相談や就業支援講習会、家計
管理講習会や弁護士による法
律相談を引き続き実施してい
く。

人権政策・
男女共同参画課

学事課

婦人相談員にさいたま市の子
育てに関わる最新の情報を周
知したため。

保育や就学の機会等におい
て、利用できる制度や必要な
支援について婦人相談員に周
知することで、被害者の子ども
の安心・安全へ配慮する必要
がある。

今後も子育てに関連する最新
の情報を収集し、的確に被害
者へ提供できるように努める。

関係機関と連携し、子どもの
就学機会が失われることがな
いよう、速やかに対応した。併
せて必要な制度の案内及び個
人情報の厳重な管理を徹底し
た。

子どもの就学機会の確保に向
けて、引き続き、速やかな就学
の支援及び、個人情報の厳重
な管理を徹底する。

今後も、ＤＶ被害を理由に緊急
避難をしてきた児童生徒に対
し、居住の事実を確認の上、
速やかに就学の支援を実施す
る。また必要に応じ、生活保護
制度又は就学援助制度の案
内を実施する。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

30

児童の養育を行うことが一時
的に困難になったときに、男女
を問わず、児童を一時的に預
かれる場所として、児童養護
施設等計６施設と契約を行っ
た。
契約施設数が6施設と目標を
達成したため、「A」評価とし
た。

空床利用のため、満床の場合
や利用希望が重複したときな
ど、希望に応じられない場合
がある。

目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり
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目標Ⅶ　女性に対する暴力のないまちづくり

前年度の評価を踏まえて
男女共同参画に

配慮した点

施
策
の
方
向

基
本
的
施
策

事業
番号

推進事業 事業内容 R４年度事業実施状況

179
Ⅶ-
2-②
に再掲

自立に向けた支援

福祉や雇用などの各種施策を十分に活用
し、精神的な支援も含めた被害者の生活
再建と経済的支援を進めるなど、被害者
の自立を継続的に支援します。
①家庭児童：家庭児童相談員が、家庭に
おける適切な児童の養育と養育に関連し
て発生する種々の児童問題に関する相談
を受けます。
②ひとり親家庭等相談
③母子父子寡婦福祉資金貸付事業
④ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター事業

【数値目標】
「ひとり親家庭等介護職員初任者研修の
参加者数」
28人（平成29年度末）
→30人（令和５年度）

ひとり親家庭の父母の就業・自立を促
進するため、ひとり親家庭等就業・自立
支援センター事業により、就業相談や
就業支援講習会、家計管理講習会や
弁護士による法律相談を実施した。
また、養育費確保のため、養育費に関
する取り決めや養育費保証契約をされ
た方に補助金を交付した。

弁護士による法律相談では、
様々な事情を持つひとり親の
方でも相談しやすいよう、
ZOOMや電話での相談も可能
とした。

187 保育・就学支援

被害者の子どもが安心して生活できるよ
う、被害者などの安全の確保を図りつ
つ、教育委員会、学校、保育所などの関
係機関と連携し、子どもが適切な配慮を
受けられるよう支援します。

婦人相談員に「子育て応援ブック」を配
布し、子育てに関わる情報を周知した。

ＤＶ被害者とその子どもを支援
するため、最新の支援策等の
情報提供に努めた。

186 児童生徒の就学支援

住民票の異動を伴わずに住所を変更した
ＤＶ被害者の子どもについて、教育を受
ける権利を確保するために、居住の事実
によって学校を指定し、就学の支援を行
います。また、必要に応じて就学援助制
度について案内します。

DV被害を理由に緊急避難をしてきた児
童生徒に対し、居住の事実を確認の
上、速やかに就学支援を実施した。ま
た必要に応じ、生活保護制度又は就学
援助制度の案内を行った。

・速やかな就学支援
・個人情報の厳重な管理

④
子
ど
も
へ
の
支
援

２
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
防
止
対
策
と
被
害
者
の
自
立
支
援

73
Ⅳに
再掲

子どもショートステイ
事業

疾病、疲労、怪我、看護、冠婚葬祭、出
張、災害などの理由により、家庭におい
ての養育が一時的に困難になったとき、
児童養護施設などに空きがある場合、児
童を短期間預かります。

【数値目標】
「契約施設数」
６施設（毎年度契約）
（平成29年度末）
→６施設（毎年度契約）
（令和５年度）

児童養護施設等において、養育・保護
が必要な児童の預かりを行った。
利用実績：延べ人数6名、延べ日数36
日

施設契約数
６施設

男女を問わず、児童の養育を
行うことが一時的に困難になっ
たときに施設にて一時預かり
ができる体制としている。

年度 自己評価 自己評価を選択した理由
今年度の取組における

男女共同参画推進の課題
男女共同参画推進の課題
解決に向けた今後の取組

数値
目標NO.

数値目標の
達成状況

年度ごとの自己評価

所管課

△ R1 C

－ R2 B

－ R3 B

－ R4 B

◎ R1 A

◎ R2 A

◎ R3 A

◎ R4 A

R1 B

R2 B

R3 B

R4 B

R1 A

R2 A

R3 A

R4 A

空床利用のため、満床の場合
や利用希望が重複したときな
ど、希望に応じられない場合
があるため、受け入れ可能な
施設等の追加等について、検
討する。

子ども家庭支援課

69

就業支援講習会のひとつであ
る、介護職員初任者研修は新
型コロナウイルスの影響により
実施が厳しい状況であったた
め、医療事務講座に変更し、
支援を行うことができたため。

利用者の男女比をみると、母
子の方の利用が多い。父子の
方も参加できるよう周知・広報
する必要がある。

ひとり親家庭の父母等の就
業・自立を促進するため、就業
相談や就業支援講習会、家計
管理講習会や弁護士による法
律相談を引き続き実施してい
く。

人権政策・
男女共同参画課

学事課

婦人相談員にさいたま市の子
育てに関わる最新の情報を周
知したため。

保育や就学の機会等におい
て、利用できる制度や必要な
支援について婦人相談員に周
知することで、被害者の子ども
の安心・安全へ配慮する必要
がある。

今後も子育てに関連する最新
の情報を収集し、的確に被害
者へ提供できるように努める。

関係機関と連携し、子どもの
就学機会が失われることがな
いよう、速やかに対応した。併
せて必要な制度の案内及び個
人情報の厳重な管理を徹底し
た。

子どもの就学機会の確保に向
けて、引き続き、速やかな就学
の支援及び、個人情報の厳重
な管理を徹底する。

今後も、ＤＶ被害を理由に緊急
避難をしてきた児童生徒に対
し、居住の事実を確認の上、
速やかに就学の支援を実施す
る。また必要に応じ、生活保護
制度又は就学援助制度の案
内を実施する。

子育て支援課
（子育て支援政策課）

30

児童の養育を行うことが一時
的に困難になったときに、男女
を問わず、児童を一時的に預
かれる場所として、児童養護
施設等計６施設と契約を行っ
た。
契約施設数が6施設と目標を
達成したため、「A」評価とし
た。

空床利用のため、満床の場合
や利用希望が重複したときな
ど、希望に応じられない場合
がある。

男
女
共
同
参
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組

第
２
部

Ⅶ
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